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序章 
 

１．計画作成の背景と目的 
 

蟹江町は、木曽川下流域のデルタ地帯に位置し、伊勢湾に注ぐ木曽三川によって運ばれた土砂や人々の干

拓等により、土地が少しずつ形成されてできたまちです。町内を河川や水路が血管のように巡り、豊富な水や水

運、水産物等水の恵みをうけ、水郷のまちとして発展を続けてきました。現在も、低く平らな土地を緩やかに流れ

る６本の川や、川沿いの街並み等、河川によって形成されたまちの名残を感じることができます。南部には新田開

発で開拓された水田が広がり、名古屋から電車で１０分という立地にありながら、現在ものどかな景観を楽しめ

ます。 

中世は冨吉
とみよし

荘という荘園の一部として北部の須
す

成
なり

地区を中心にまちが形成され、寿永元(１１８２)年に造立さ

れた蟹江山常楽寺龍
りゅう

照院
しょういん

の本尊「木造十一面観音立像」、室町時代の建築様式を残す「冨吉建速
とみよしたけはや

神社
じんじ ゃ

本殿」

および「八劔
はちけん

社
し ゃ

本殿」は、国の重要文化財に指定されています。さらに、平成２４（２０１２）年に重要無形民俗文

化財となった須成祭も、冨吉建速神社・八剱社の祭礼として４００年余りの歴史があるとされています。他にも蟹

江城址や蟹江合戦、独自の祭り文化、川の恵みを活かした食文化や醸造業等、多くの文化財であふれています。 

平成２８（２０１６）年には、須
す

成
なり

祭
まつり

が「山・鉾・屋台行事」の一つとしてユネスコ無形文化遺産に登録され、これ

を契機に、当町では町民の文化財に対する意識が高まってきています。さらに、令和元（２０１９）年には町制施行

１３０周年を迎えたことにより、全国でも最も古い町の一つとして知られるようになり、町の歴史への関心も深まっ

てきています。 

一方、我が国の文化財を取り巻く状況をみると、行事・祭礼・芸能等無形文化財の担い手不足、有形文化財

における日常的な維持管理機能の低下、周辺環境の継承が困難、産業として成立しない伝統技術の後継者不

足といった、少子高齢化や人口減少に起因する課題が多くみられるようになってきています。 

当町では、町制施行以来人口は増加の一途をたどってきましたが、少子高齢化による文化財の保存・活用の

担い手不足の傾向は出始めており、さらに近年は人口も横ばい傾向にあって、今後減少傾向に転ずることも避け

られない可能性があります。これまで地域住民によって保存されてきた文化財も、単に保存するだけでなく、それ

らを活用してその魅力を町内外にアピールする等、新しい価値の創造なくしては、その保存や継承が危惧される

状況になってきています。また、地域の誇り、歴史等次世代に伝承していくものを広く文化財として捉えると、単に

国や県、町といった行政機関が指定したものだけではなく、生活文化や娯楽等も含めて、文化的価値が高く、地

域の誇りとなりうる文化財は豊富にあると考えられます。このような未指定の文化財については、その価値が十分

に認識されておらず、また、保存・活用に向けた支援も十分ではないため、開発等によって喪失してしまう恐れも

あります。 

「蟹江町文化財保存活用地域計画（以下、「本計画」といいます）」は、このような町民の大切な資産である文

化財を調査・整理し、課題を解決しながら指定等がされていない文化財も含めて保存・活用し、その価値と魅力

を多くの町民が共有し、大切に使いながら将来に継承していくことを目指しています。歴史や文化財を通して、町

民にも来訪者にも魅力あるまちづくりを進めるためのマスタープランであり、かつ歴史や文化財を保存・活用して

いくための今後の具体的な取組みを含めたアクションプランと位置づけて作成します。そして、このアクションプラ

ンに基づき町民や町内団体、事業者と連携しながら事業を実施していきます。  
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２．地域計画の位置づけ 
 

全国的に、過疎化・少子高齢化等を背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題となり、文化財をま

ちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりでその継承に取り組んでいくことが求められています。こうした状況の

もと、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方の文化財保護行政の推進力の強化を図ること

を目的に、平成３０(２０１８)年に文化財保護法が改正されました。 

この改正に基づき、市町村による文化財保存活用地域計画の作成および文化庁長官による認定等が新たに

制度化されています。 

文化財保護法第１８３条の３第２項には、計画に関する記載事項として、「当該市町村の区域における文化財

の保存および活用に関する基本的な方針」、「当該市町村の区域における文化財の保存および活用を図るため

に講ずる措置の内容」、「当該市町村の区域における文化財を把握するための調査に関する事項」、「計画期

間」、「その他文部科学省令で定める事項」等を盛り込むことが定められています。 

 

（１）計画の全体的な位置づけ 

本計画は上位計画である「第５次蟹江町総合計画」が示す町の将来像と方向性を踏まえ、愛知県文化財保

存活用大綱の示す方向性や関連する他分野の計画等との整合を図り、今後の町内の文化財の保存・活用に関

するマスタープラン及び具体的なアクションプランを定めるものです。 

 

 

[町文化財保存活用地域計画の位置づけ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜蟹江町＞ 

文化財保護法 

愛知県 

文化財 

保存活用 

大綱 

＜根拠法＞ 

整合 

規定 
規定 

 

第５次蟹江町総合計画 

・蟹江町都市計画マスタープラン 

・蟹江町緑の基本計画 

・蟹江町総合交通戦略 

・蟹江町地域防災計画 

・観光交流センターを活用した 

観光・産業振興計画 

・蟹江川かわまちづくり計画 

等 

関連計画 

蟹江町文化財 

保存活用地域計画 

整合 

【上位計画】 

連携 

調整 

連携 

調和 

蟹江町国土強靭化地域計画 

 
整合 
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（２）愛知県文化財保存活用大綱（策定年月：令和２（２０２０）年９月 計画期間：なし） 

愛知県では、県内の文化財について、その保存・活用の基本的な方向性を明確にし、県と市町村等が各種の

取組みを進めていく上での共通の基盤とするため、令和２（２０２０）年９月に、文化財保護法第１８３条の２に規

定する「愛知県文化財保存活用大綱」を策定しました。 

大綱では、地域に支えられてきた有形・無形の文化財と先端産業が補完し合い「豊かな生活」を支えるととも

に、「文化財を守り、伝え、生かし、人々の暮らしの中に歴史・文化と未来が共存する県」を目指すべき将来像とし

ています。そして、広域自治体として各市町村がそれぞれの地域の歴史的、文化的特徴を活かした文化財の保

存と活用を図ることができるよう、文化財に係る各種計画等の策定の支援を行うほか、市町村への情報提供や

国と各市町村の調整、文化財の保存・活用方法等、県職員による助言や現地指導も行いながら様々な場面で支

援を行う方針を定めています。 

 

（３）町の上位計画 
 

■第５次蟹江町総合計画 

（策定年月：令和３（２０２１）年３月 計画期間：令和３（２０２１）～令和１２（２０３０）年度） 

総合計画とは、概ね１０年の長期的な展望のもと、当町のまちづくりに係る基本理念や将来像を示すもので、

行政運営の基本となる蟹江町の最上位計画です。第５次蟹江町総合計画では、全国的に人口減少、少子・高齢

化社会が本格化する中で、将来像を「だけじゃない らしさあふれる 粋
いき

な蟹江
ま ち

」と掲げ、当町の長所である都市

圏とのアクセスの良さや水辺環境をはじめとする豊かな自然、人との温かいつながり等をいかしながら時代のニ

ーズに合わせて課題を解決し、計画的かつ持続的な地域経営を展開していくことが示されています。 

当町は令和元（２０１９）年には町制施行１３０周年を迎えた全国で最も古い町の一つであり、その魅力は、歴

史、文化、水郷、利便の良さ等豊富にありますが、歴史に培われた自然と人の営み、人と人との温かいつながり

等、あらゆる観点から暮らしやすい粋な魅力を備えています。将来像の「粋」には「人情の表裏に通じている」と

いう意味があり、究極の粋は「みんなのために生きる（行動する）」ことである、という意味がこめられています。 

機械化や情報化等科学技術の進歩に伴い、人々の生活行動様式や価値観、社会経済環境が変化し、相互の

関係が希薄になっている今日にあって、当町の魅力を高めながら個性を伸ばし、人や社会を思いやることができ

る「粋
いき

な蟹江
ま ち

」を目指します。 

この将来像を実現するため、文化財に関連する諸施策は以下のように示されています。 

分野 基本施策 単位施策 

【教育・文化】 

２「歴史・文化・愛着」誇りを育むまちづくり 

２-３ 歴史文化の継承 (１)歴史文化の継承 

(２)歴史文化資源の活用 

 

[単位施策] 

(１)歴史文化の継承 歴史文化資源の保存 ①町内にある史跡や古い建造物、史料等の歴史資料、祭り

や年中行事、郷土料理等の伝統文化、郷土に縁がある偉

人等についての情報を掘り起こし、調査研究を行い、発信

することで、町民の歴史文化への意識を高めます。 

②歴史民俗資料館の収蔵資料の保全に努めるとともに、地

域にある文化財について適切に管理ができるよう、国や

県、関係機関と協力して補助や指導を行います。須成祭

をはじめとする伝統文化の継承を支援し、次世代へつな

げます。 
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（２）歴史文化資源の

活用 

１）歴史文化資源の

普及・活用 

①地域の歴史資料を活用した「古文書を読む会」や現地で

歴史文化を学ぶ「かにえ地域学」講座、「郷土体験学習

会」等、資料館事業において教育普及活動を積極的に行

い、歴史文化についての町民の理解を深めます。 

２）文化財の保存活

用の推進 

①町内のさまざまな文化財資源について把握し、次世代へ

の継承や災害からの保全、学習や観光、地域活性化等に

生かすための計画書を作成し、文化財保存活用について

の取組みを強化します。 

②歴史民俗資料館の設備の充実を図るとともに学芸員の

専門的知識を生かし、歴史文化資料を適切に保存・活用

します。須成祭マイスター養成やガイドボランティアへの情

報提供、文化財所有者や保護団体への指導等を行い、

歴史文化を継承する人材を育成します。また、観光交流セ

ンター等の観光産業関係機関との連携を図り、活用につ

なげます。 

③歴史文化資源に関する情報を広く発信することで蟹江町

の知名度を高めます。町内の文化財等が活用できるよう

に、文化財資源の整備や資料提供等を行います。地域住

民が伝統行事や文化財を通じて郷土に愛着や誇りを持

つことを促し、文化財を生かした地域活性化のための活

動を支援します。 

 

さらに、第５次総合計画「基本計画 第２期総合戦略（重点戦略）」では、持続可能なまちづくりや地域活性化

に向けた取組みを推進するにあたり、「誰一人取り残さない」持続可能な開発目標（SDGs）※の理念に沿って進

めることにより、政策全体の最適化や地域課題解決の加速化という相乗効果が期待でき、地方創生の取組みの

一層の推進につなげることができるとしているため、当町においても SDGs の要素を総合戦略に取り込み、地方

創生の推進を図ることが位置づけられています。 

このうち、文化財の保存・活用を推進することは、SDGｓの１７のゴールのうち、以下のゴールとも関連しており、

持続可能な開発目標の達成に寄与するものであります。 

 
 

目標４.すべての人に包摂的かつ

公正な質の高い教育を確保し、生

涯学習の機会を促進する 

 

目標１１.包摂的で安全かつ強靱

（レジリエント）で持続可能な都市

及び人間居住を実現する 

 

 

※持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）：平成２７(２０１５)年９月の国連サミットで加盟国の全会

一致で採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された、令和１２(２０３０)年までに持続可能でよりよい世

界を目指すための国際目標で、１７のゴール、１６９のターゲットから構成 
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■蟹江町国土強靱化地域計画 

（策定年月：令和３（２０２１）年３月 計画期間：なし） 

国全体の国土強靱化施策や愛知県による強靱化に関する施策と連携した取組みを推進し、国や県、他の県

内市町村、民間事業者等との相互連携により、大規模自然災害が発生した際にも「強さ」と「しなやかさ」を備え

た強靱な地域をつくりあげるため、当町の強靱化に関する指針を示したものです。当町の強靱化に関して、当町

が有する様々な分野における防災・減災等の指針となり、第５次 蟹江町総合計画とならび、他計画の上位計画

に位置づけられています。 

 

施策 内容 

歴史資源等の継承 ○蟹江町に存在する歴史文化資源について、家庭や地域、学校や関係機関と連携し

て様々な場面で多世代による学習活動を行うことで地域への愛着を高め、地域財

産として住民と協力して保存継承に努める。 

文化財保全、活用の

推進 

○町指定、県指定、国指定、国登録文化財の所有者ごとに「文化財防災台帳」を作

成、蟹江町文化財保護指導委員を委嘱し文化財の保存（保管）状況の掌握に努

め、自動火災報知設備、消火栓、放水銃、貯水槽、避雷設備等の防災・防火設備

の設置により被害を未然に防止するとともに、災害が発生した場合に備え、管理者

等は、県及び消防関係機関等との連絡・協力体制を確立する。 

○須成祭マイスター育成やガイドボランティアへの情報提供、文化財所有者や保護

団体への指導等を行い、歴史文化を継承する人材を育成するとともに地域住民が

伝統行事や文化財を通じて郷土に愛着や誇りを持つことを促し、文化財を活かし

た地域活性化のための活動を支援する。 

○町内の文化財等が活用できるように、文化財資源の整備や資料提供等を行い、

観光交流センター等の観光産業関係機関との連携を図り、文化財を活かした地

域活性化のための活動を支援する。 

文化的街並みの保

存・継承 

○蟹江川両岸に形成された市街地では、蟹江城址等多くの文化財やその周辺に独

自の景観が残されており、これらを地域の魅力と捉え、道路交通等の安全面に配

慮しつつ、地域住民と協力し、歴史的な面影を活かして蟹江川とともに一体的な

景観形成に努める。 

歴史文化資源の保存 ○町内にある史跡や古い建造物、史料等の歴史資料、祭りや年中行事、郷土料理等

の伝統文化、郷土に縁がある著名人等についての情報を掘り起こし、調査研究を

行い、発信することで、町民の歴史文化への意識を高める。 

〇蟹江川両岸に形成された市街地では、蟹江城址等多くの文化財やその周辺に独

自の景観が残されており、これらを地域の魅力と捉え、道路交通等の安全面に配

慮しつつ、地域住民と協力し、歴史的な面影を活かして蟹江川とともに一体的な

景観形成に努める。 

歴史文化資源の普

及・活用 

○地域の歴史資料を活用した「古文書を読む会」や現地で歴史文化を学ぶ「かにえ

地域学講座」、「郷土体験学習会」等、資料館事業において教育普及活動を積極

的に行い、歴史文化についての町民の理解を深める。 

○町内のさまざまな文化財資源について把握し、次世代への継承や災害からの保

全、学習や観光、地域活性化等に活かすための計画書を作成し、文化財保存活用

についての取組みの強化を図る。 
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（４）町の関連計画 
 

① 蟹江町都市計画マスタープラン 

（策定年月：平成８（１９９６）年３月※令和３（２０２１）年３月改定 計画期間：令和３（２０２１）～１２（２０３０）年度 ） 

令和２（２０２０）年度から概ね２０年後の都市の姿を見据えた上で、令和１２（２０３０）年度を目標年次として

設定した当町の都市計画に関する基本的な方針を示したものです。社会情勢の変化や上位計画との整合性を

図りつつ、これまでに進めてきた都市づくりの取組みを踏まえた上で、時代に合った新たな都市計画・都市づくり

の⽅針を明らかにしています。 

都市づくりの目標として、「人々が健康に暮らせるコンパクトな都市づくり」、「地域の住民と協力した安心・快

適な地域づくり」、「広域的な交流・連携による魅力的な産業づくり」、「水・緑と共生したまちにも地球にもやさし

い環境づくり」の４つを掲げています。 

「河川景観軸」において、まちなかに潤いをもたらす貴重な自然であるとともに、水郷の里を演出するための資

源として、各河川の特性に応じた景観形成が位置づけられています。また、「その他の景観」として、公園、道路、

河川、水路沿い等の各所での貴重な資源において、行政と地域が一体となって保全を図ることも位置づけられ

ています。その他、地域別において、それぞれの地域の歴史文化を活かした方針が掲げられています。 

 

② 蟹江町緑の基本計画 

（策定年月：平成２２（２０１０）年３月※令和３（２０２１）年３月改定 計画期間：令和３（２０２１）～１２（２０３０）年度） 

令和１２（２０３０）年度を目標年次として、「蟹江町の歴史・文化・自然と調和した緑あふれる水郷都市づくり」

を理念として掲げ、当町の緑の現状を踏まえ、当町が有する地域特性をいかしながら、緑が持っている多様な機

能を活用し、良好な都市環境の創出と、町の魅力向上を図っていくための方針を示したものです。「環境」「安全」

「活力」「生活」「活用」の各分野の緑のあり方や緑づくりの方針を定め、施策の展開には、行政、町民、事業者

等多様な主体と協働して取り組んでいくことが掲げられています。 

 

分野 方針 単位施策 

活力 景観・歴史資源

をいかした緑化

推進と水と緑の

ネットワーク形成

による緑地空間

の魅力向上 

〇蟹江川沿いを歴史軸、佐屋川沿いを景観軸として緑化を推進し、水郷のまち

にふさわしい観光や交流ができる魅力ある緑地空間創りを推進していきま

す。 

〇当町の特性である河川と周辺緑地を一体的に利用できるようにした、水と緑

のネットワークづくりを推進していきます。 

〇公園緑地の活性化協議会を開催する等住民参画の場を設け、公園緑地の利

便性向上や活用を図っていきます。 
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③ 蟹江町総合交通戦略 

（策定年月：令和２（２０２０）年３月 計画期間：令和２（２０２０）～１２（２０３０）年度） 

来たる少子・超高齢化社会に対応した持続可能なまちづくりに向けた交通環境を実現するために、公共交通

や自転車といった環境にやさしく、誰もが利用できる交通手段を基本としつつ、利用者や公共交通事業者・行政

等の関係者が連携して取り組むべき具体施策を取りまとめ、推進するための計画です。 

 

 

④ 蟹江町地域防災計画 

（策定年月：平成２９（２０１７）年４月※令和４年２月修正 計画期間：なし） 

災害対策基本法第４２条の規定に基づき、蟹江町防災会議が作成し、災害発生時の応急対策や復旧等災害

に係る事務・業務に関して総合的に定めた計画です。 

 

＜風水害等災害対策計画＞ 

区分 町及び県（県民文化局）における主な措置 

第３節 

文化財保護対策 

(１)防災思想の普及 〇文化財に対する住民の愛護精神を高め、防災思想

の普及を図る。 

(２)管理者に対する指導・助言 〇管理者に対する防災知識の普及を図るとともに管

理、保護についての指導、助言を行う。 

(３)連絡・協力体制の確立 〇災害が発生した場合に備え、管理者等は、県及び

消防関係機関等との連絡・協力体制を確立する。 

(４)適切な修理の実施 〇適時、適切な修理を実施し、予測される被害を未然

に防止する。 

第３節 

文化財保護対策 

(５)防火・消防施設等の設置 〇自動火災報知設備、貯水槽、防火壁、消防道路等

の施設の設置を促進する。 

(６)文化財及び周辺の関係整備 〇文化財並びに周辺の環境整備を常に実施する。 

その他、「文化財防災台帳」の作成や平常時、応急的、火災時の対応を示しています。 

  

基本方針 内容 

駅拠点の活力を創出する交

通体系の整備 

〇利用者が多く、他市町村からも利用が多い近鉄蟹江駅をはじめとする各鉄

道駅周辺を交通結節拠点とし、円滑な交通環境を確保すべく、駅を中心に

周辺道路のネットワークを含めた都市機能拠点としての整備を進めます。 

公共交通の利用を促進する

サービスの充実 

○公共交通の維持・活性化のため、利用者ニーズにあわせて、バス停・駅周辺

の環境改善を進めます。また、既存の利用者だけでなく、新規利用者を獲得

するためにも、公共交通の利用促進や潜在的なニーズを把握することで、公

共交通が町民の交通手段となるべく促進します。 

多様な交通手段に対応した

やさしい公共空間の形成 

〇バスやタクシーといった多様な交通手段でファーストマイル／ラストマイルの

移動を支えるためにも、様々な交通手段に対応し、気軽に移動することので

きるようにまちづくりと連携した公共空間の形成を進めます。 

道路整備等による防災機能

の向上 

〇都市防災機能の向上を図るため、災害時の緊急輸送道路となる道路ネット

ワークの整備に取り組みます。また、防火帯や消火救護活動の支障となりう

る狭あい道路の整備や対策を進めます。 

産官学が連携した公共交通

の利用促進 

〇町内の企業、学校と自治体が連携し、将来にわたる中長期的な利用者の確

保と、公共交通に対する相互理解を深めることで公共交通の維持・活性化

を図ります。 
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＜地震・津波災害対策計画＞ 

区分 町における主な措置 

第４節 

文化財の保護 

(１)防災思想の普及 〇文化財に対する住民の愛護精神を高め、防災思想

の普及を図る。 

(２)管理者に対する指導・助言 〇管理者に対する防災知識の普及を図るとともに管

理、保護についての指導、助言を行う。 

(３)連絡・協力体制の確立 〇災害が発生した場合に備え、管理者等は、県及び消

防関係機関等との連絡・協力体制を確立する。 

(４)適切な修理の実施 〇適時、適切な修理を実施し、予測される被害を未然

に防止する。 

(５)防火・消防施設等の設置 〇自動火災報知設備、貯水槽、防火壁、消防道路等の

施設の設置を促進する。 

(６)文化財及び周辺の関係整備 〇文化財並びに周辺の環境整備を常に実施する。 

その他、「文化財防災台帳」の作成や、平常時、重要文化財の耐震対策、応急的、災害時の対応を示しています。  

 

⑤ 観光交流センターを活用した観光・産業振興計画 

（策定年月：平成３０（２０１８）年３月 計画期間：なし） 

地域経済や産業を活性化させるための施策の一つとして、「どこか懐かしく、ちょっとスローなまち～蟹江～」

をコンセプト・ストーリーとして掲げ、蟹江町観光交流センター「祭人
さ い と

」を軸とした観光・産業振興による各種地域

活性化施策、プロジェクトを立案・実施することにより、幅広い経済効果を期待し、町全体に波及する経済活性化

を図ります。また、実施したプロジェクトの戦略、取組み成果を指定管理者に引継ぐことで、その後も観光・産業振

興計画を実行・検証していく仕組みを整えており、官民連携による観光・産業振興を推進しています。 
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⑥ 蟹江川かわまちづくり計画 

（登録年月：平成３１（２０１９）年３月 計画期間：平成３１（２０１９）～令和５（２０２３）年度） 

当町は、平成３１（２０１９）年３月に国土交通省が推進する河川空間とまち空間が融合した、良好な水辺空間

の形成を目的とする「かわまちづくり支援制度」に「蟹江川かわまちづくり計画」を登録しています。 

「残された風景や地域資源を磨き、河川空間の魅力向上を図りながら、人々と蟹江川との関わりを取り戻す」

を基本方針として、水郷の里の再生に向けて、蟹江川の河川整備と連携して、須成地区や蟹江川に由来する地

域資源の魅力を掘り起こして発信し、人と川との新たな関わりを築き、（１）まちに人の流れや交流の創出、（２）

地域の再活性化、（３）町の観光・産業振興による町全体の活性化を推進しています。 
 

〇ハード事業 

須成地区において、令和元年度から親水護岸工事、令和２年度からは、景観に配慮した転落防止柵の設

置、来訪者の安全を確保する道路の舗装修繕等の周辺整備を施工。令和５年度末の完成を目指す。 
 

〇ソフト事業 

（１） 須成地区及び蟹江川に関連する地域資源の発掘及び情報発信 

（２） 水郷風情を感じることができる誘導及び景観対策 

（３） 水郷にちなむ歴史文化や地域資源を巡る周遊の推進 

（４） コイドを活用した蟹江川とのふれあいの場の再生 

（５） 地域住民や地域団体との協働による河川環境の保全 

（６） 地域主導による防災啓発 

 

３．計画期間 
 

本計画の計画期間は、令和５（２０２３）～令和１３（２０３１）年度の９か年とします。 

本計画は上位計画である総合計画の示す方向性に倣い、整合を図りながら作成しています。総合計画は令和

１２（２０３０）年度に計画期間が終了し、令和１３（２０３１）年度から次期計画が開始します。本計画の次期計画

も、次期総合計画の方向性を見据えたものとするため、総合計画改定の時期からやや遅れて令和１２（２０３０）

年度から２年間で本計画の見直しを行い、令和１４（２０３２）年度から計画期間の開始となるよう作成します。 
 

令和５ 

（２０２３） 

年度 

令和６ 

（２０２４） 

年度 

令和７ 

（２０２５） 

年度 

令和８ 

（２０２６） 

年度 

令和９ 

（２０２７） 

年度 

令和１０ 

（２０２８） 

年度 

令和１１ 

（２０２９） 

年度 

令和１２ 

（２０３０） 

年度 

令和１３ 

（２０３１） 

年度 

令和１４ 

（２０３２） 

年度 

令和１５ 

（２０３３） 

年度 

 

 

          

   

 

        

           

（上位計画）第５次蟹江町総合計画 

蟹江町文化財保存活用地域計画 

（関連計画） 

蟹江川かわまちづくり計画 

蟹江町都市計画マスタープラン 

 蟹江町緑の基本計画 

蟹江町地域防災計画（随時見直し） 

観光交流センターを活用した観光・産業振興計画（随時見直し） 

蟹江町総合交通戦略 

 

次期計画 

次期計画 

 

計画見直し 

（上位計画）蟹江町国土強靭化地域計画（随時見直し） 
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４．計画の進捗管理と自己評価の方法 
 

計画に位置付ける事業を具体的に進めていくために、定期的な進捗状況の確認及び進捗の評価を行います。 

また、社会経済情勢の変化や上位・関連計画の見直し等により、計画内容に見直しが生じた場合は、柔軟に

計画の見直しを行います。 

以下の事項に関し計画の改訂を行う場合は、文化庁長官へ変更の認定を申請します。 

 計画期間の変更 

 市町村の区域内に存する文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更 

 地域計画の実施に支障が生じるおそれのある変更 

また、計画の改訂が上記以外の軽微な変更となる場合は、県と文化庁への報告を行います。 

 

５．本計画における文化財の定義 
 

文化財保護法では、文化財として、美術工芸品や建造物等の有形文化財、演劇や工芸技術等の無形文化財、

民俗芸能や民俗資料等の民俗文化財、遺跡や植物等の記念物、里山等の文化的景観、宿場町や城下町等の

伝統的建造物群の６つの類型が掲げられています。これらのうち、価値の高いものが国・県・町の文化財に指定

等されています。また、文化財保護法には、文化財の保存技術、埋蔵文化財についても規定されています。 

当町の文化財を整理するにあたって、まず文化財の定義づけを行いました。本計画において文化財とは、文化

財保護法の文化財だけでなく、蟹江町の歴史や文化を形作る有形・無形のもの全てを指すものとします。そのた

め、指定・未指定にかかわらず、文化財保護法における６類型に加えて、伝承地や産業等６類型に当てはまらな

いものも含めて文化財として扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

蟹江町の歴史や文化を形作る「文化財」 

文化財保護法が対象とする文化財 

文化財保護法第２条６類型の文化財 

有形文化財 無形文化財 民俗文化財 

記念物 文化的景観 

埋蔵文化財 

伝統的建造物群 文化財の保存技術 

未指定・未登録の文化財 
生活道具 ・ 伝承地 ・ 歌碑 ・ 産業  等 
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なお、本計画では、指定等文化財については文化財保護法に基づいた６類型に従い分類し、未指定文化財に

ついては下記のような独自の設定で分類しています。 

絵画や工芸品など、有形文化財のうち、不動産以外のものは文化的資料として分類しています。この中には、

古文書や生活道具といった、歴史民俗資料館の収蔵資料の大部分が含まれています。祭礼等の行事に関わる

ものは民俗行事に分類していますが、その中で、行事に使用する道具等を有形民俗、行事やそれにともなう芸能

等については無形民俗としています。 

 

[未指定文化財の分類]  

大分類 小分類 内容 

建造物 建物 民家や工場 等 

橋梁 橋 

防災施設 排水機場、火の見櫓 等 

文化的資料 絵画 宗教画、絵巻物 等 

彫刻 仏像、高僧像 等 

工芸品 仏具、燈籠、神具 等 

書跡 郷土の著名人関連資料 

古文書 楽譜、手紙 等 

歴史資料 位牌、棟札、扁額 等 

生活道具 資料館収蔵の民具 等 

民俗行事 有形民俗 猩々旗、神楽屋形、山車人形、張り幕等の祭礼道具 等 

無形民俗 祭、囃子、行事、神事 等 

遺跡 寺院 寺、小祠、石像 等 

神社 神社、小社 等 

伝承地 歴史上の人物にまつわる伝承のある場所 等 

防災施設跡 樋門跡、火の見櫓跡 等 

自然・景観 - 植物、自然景観、産業景観 等 

石造物 歌碑・句碑 句碑、川柳碑、文学碑 

記念碑 供養塔、顕彰碑、道路元標 等 

灯篭 寺社に設置されている常夜灯 

産業 漁業 漁船、漁具 等 

農業 特産品、農機具 等 

商工業 地域産業の関連資料 

郷土食 - 郷土食、調理器具、記録映像 等 

 

そして、蟹江町内の文化財全体を総合的にとらえて分類整理する場合には、指定文化財の６類型を下図のよ

うに該当する独自の分類に当てはめています。 

 
 

指定等文化財の分類  独自の設定 

有形文化財（美術工芸品）  大分類/文化的資料 

民俗文化財  大分類/民俗行事 

天然記念物  大分類/自然・景観 
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第１章 蟹江町の概要 
 

１．自然的・地理的環境 
 

（１）位置・面積 

当町は、愛知県の西南部、濃尾平野の低湿地に位置し、名古屋市の西隣に位置しています。町の東は名古屋

市、北は津島市、あま市、西は愛西市、南は善太川を隔てて弥富市や飛島村に接しており、総面積は、約１１.０９

km２です。 

東に隣接する名古屋都心への直線距離が約１２kmで、鉄道で約１０分圏内のアクセスの良好さや国道１号に

よる交通網の良さから、名古屋市等へ通勤しやすいため、新しい居住地を当町に定める住民も多くあります。 

 

[蟹江町の位置] 
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（２）地形・地質・水系 

①地形 

当町は木曽三川が運んだ土砂による沖積平野と１７世紀以降につくられていった海面干拓新田の人工的な

平野から成っています。町の全域が-０.６ｍ～-２．２ｍの海抜ゼロメートル地帯に属しており、地形はほぼ平坦で、

面積の約５分の１を大小の河川が占めています。町を横断するかたちで名古屋の都心へとつながる鉄道や国道

１号等の幹線道があり、駅や幹線道を中心に市街化が進行しています。 

伊勢湾に臨む低地のため、津波や台風等による高潮により多くの町域が浸水する可能性があり、昭和３４（１

９５９）年の伊勢湾台風では大きな被害を受けており、当町でも記録として残されています。 

 

 [蟹江町地形状況]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：標高区分図（国土地理院のデータ加工） 

 

 

②地質 

地質は第４世紀の沖積層で、表土は砂壌土の

肥沃な土壌となっています。層の下底は木曽川の

河川レキ層（沖積層基底レキ層）で、下部砂層、

沖積泥層、上層砂層、陸成泥層が順に積みあが

っています。沖積泥層は、最も軟弱で含水比も高

いため、地震時には液状化現象発生等の懸念が

あります。 

  

[濃尾平野の地層の断面] 

蟹江町 

木曽川 

長良川 

揖斐川 

伊勢湾 
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③水系 

町内には日光
にっ こ う

川
がわ

・善
ぜん

太
た

川
がわ

・蟹
かに

江川
え が わ

・福
ふく

田川
た が わ

・佐屋
さ や

川
がわ

・大膳
だいぜん

川
かわ

の６本の河川が流れており、日光川・善太川・蟹江

川・福田川は２級河川で、佐屋川・大膳川は普通河川です。 

６本の河川は、当町中央部を蟹江川と佐屋川が南下し、福田川・日光川・善太川が町境界とその付近を流れ

町の南端部で合流、伊勢湾に注いでいます。 

福田川は最上流が稲沢市付近で大江用水（大江川）の分流に連なり、あま市等の水を集め、町内の一部地

域の用水として活用されています。また、名古屋市との主要な自然境界ともなっています。蟹江川は、当町のほぼ

中央を縦断し、上流の大江用水から水を集めながら町内農業の重要な用水として活用されています。日光川は

町内を流れる河川の中で最も大きな河川で、上流は江南市から一宮市を流れ、排水路として水を集め干拓新田

の主要排水路となって伊勢湾に注いでいます。 

これらの河川はいずれも用排水路として、また古くは船の航路や港として、経済的に大きな意味を持っていた

だけでなく、美しい風景も生み出していました。また、こうした河川に加え、町内には水路が網の目のように張り巡

らされており、日常の中で活用され、無くてはならぬものとして蟹江町の暮らしの風景の中に溶け込んでいます。

現在でも水郷のまち蟹江の歴史文化の核となる存在ですが、近年は水路が減少傾向にあり、それに伴い水郷の

まちの風景も変容しつつあります。 

 

[蟹江町の河川] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：河川（国土地理院のデータ加工） 
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（３）気候 

当町は太平洋側気候で概ね温暖で穏やかな気候と言えます。年間降水量は１,５５３mm となっています。 

 

[気象状況] 

 

 

 

 

 

 

 

 

蟹江町の気温の記録無し 

過去１０年平均：平成２１（２０１１）年～令和２（２０２０）年 

平年値:平成３（１９９１）年から令和２（２０２０）年の３０年平均値 

資料：名古屋地方気象台 

 

 

 

[月別降水量(平年値)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平年値:平成３（１９９１）年から令和２（２０２０）年の３０年平均値 

資料：名古屋地方気象台 

   

51.6
62.1

111.9

134

154.1

185.9
194.5

138.8

220.9

161.9

79.3

58.2

0

50

100

150

200

250

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

（mm）

区分 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 全年

平均気温(℃)

平年値
4.8 5.5 9.2 14.6 19.4 23 26.9 28.2 24.5 18.6 12.6 7.2 16.2

最高気温(℃)

過去10年平均
13.7 17.6 21.9 27 31.8 33.6 36.6 37.6 33.7 29.5 23.3 17 26.9

最低気温(℃)

過去10年平均
-2.6 -2.3 -0.2 3.6 9.7 15.8 20.1 21.4 15.9 9.1 3.4 -0.8 7.8

降水量の合計(mm)

平年値
50.8 64.7 116 128 150 187 211 140 232 165 79.1 56.6 1578.9

蟹江
降水量の合計(mm)

平年値
51.6 62.1 112 134 154 186 195 139 221 162 79.3 58.2 1553.2

名古屋
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（４）動植物 

当町は、緑の大部分が水田や畑の農地で構成されており、次いでヨシ原等の水辺の緑の量が多いことが植

生の特徴です。樹林は非常に少なく、形態としての自然林はありません。二次林や人工林が社寺林・屋敷林とし

て分布しており、当町の貴重な植栽地となっています。自然植生としては、河川沿いのヨシ原をはじめとする水生

植物がみられるほか、農地周辺に自生する植物がみられます。こうした植物によって形成される水辺の環境は、

当町独自の、水郷のまちを象徴する美しい景観となっているだけでなく、水生植物を中心に多くの絶滅危惧種が

生息しており、これらの保全への配慮が重要となっています。 

また、このような豊かな水辺は、多くの動物を育む環境でもあります。虫類、魚類、鳥類、哺乳類等、水生動物や

水辺を好む動物が、河川や水路を起点とした食物連鎖を形成しながら町内に多数生息しています。蟹江川や佐

屋川では、ヘラブナ、コイ、フナ、ナマズ、モツゴ、スジエビ、テナガエビ、タナゴ、タウナギ等の魚介類が見られ、佐

屋川ではヘラブナの釣り場もあります。一方で、外来種であるブラックバスやブルーギルの生息が確認されてお

り、生物多様性の確保のために対策が必要となっています。 

また、環境の変化によりモロコやイナ等、かつては蟹江の近辺で豊富に獲れ、郷土料理として食されてきた魚

類が減少しており、環境への配慮がより一層望まれる状況となっています。 

さらに、当町には多くの鳥類が生息しています。愛知県の絶滅危惧 IA類に指定されている「ヨシキリ」は、南部

農地の水辺が生息適地となっており、国の準絶滅危惧種に指定されている「チュウサギ」は、東名阪自動車道の

蟹江インターチェンジの緑地周辺で生息が確認されています。 他にも、町内の河川や農地等の緑地では、カモ類

やカワウ、カワセミ、シジュウカラ等の生息も確認されています。 

その他、南部農地を中心とした水辺では、止水性のイトトンボ類の生息が見られます。県の絶滅危惧 II類に指

定されているナゴヤダルマガエルやカヤネズミも南部農地を生息地としている可能性が高いとされています。 

 

  

ヘラブナ モロコ ナゴヤダルマガエル 

ヨシキリ チュウサギ カヤネズミ 
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（５）景観 

当町には、町域を流れる６本の河川を中心とした「自然景観」、昔の趣を残す住宅地、路地道等の「都市景

観」、蟹江城址やユネスコ無形文化遺産にも登録された「須成祭」等を始めとした祭礼や伝統行事も含めた「歴

史文化景観」、尾張温泉や島
し ま

畑
ばた

等の「産業景観」等、美しい景観を豊富に有しています。 

 

①自然景観 

町内を流れる６本の河川、その河川の間を巡る水路、それらに架けられた

多くの橋梁、河口部や堤防付近に茂るヨシやススキ等の四季折々の植物が、

水郷文化の核となる景観を形成しています。当町は、木曽三川の下流域に

あたり、佐屋川や善太川等の蛇行した河川や、それに合わせて蛇行する道

路の様子に当町の川と治水の歴史をみることができます。また、川沿いを中

心に点在する寺社等には豊かな木々が見られ、須成龍照院のイチョウや

舟入
ふないり

中部
ちゅうぶ

神明社
しんめいしゃ

のイチョウは当町の天然記念物に指定されています。 
 

②都市景観 

水上交通の要所として栄えた当町では、川を起点としてその両岸に広が

るように商店街や集落が形成されており、今でも山口家住宅等の古民家や

古い街並みの趣ある景観が町内に点在しています。また、川沿いの道や幹

線道路の間を狭あいな路地や水路が網の目のように巡って町民の生活道

路、用水路として活用されており、古くから続く水郷のまちとしてとしての景

観を形成しています。 
 

③歴史文化景観 

蟹江城址は蟹江合戦の歴史とともに町の重要な歴史文化景観となって

います。また、蟹江町内各所に立地する社寺は、祭礼等の伝統行事を含め

蟹江の歴史や伝統の継承を支える存在として町内に点在しています。特に、

冨吉建速神社・八剱社の祭礼である「須成祭」は、４００年以上続く川祭り

で、葭刈
よしかり

や巻
まき

藁
わら

船
ぶね

、車
だん

楽
じ り

船
ぶね

等の祭事は荘厳な景観を形成しています。「須成

祭」は国重要無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産に指定・登録されて

おり、当町における重要な祭礼となっているだけでなく町民の誇りともなって

います。 
 

④産業景観 

水辺に恵まれ新田開発に適した当町は、干拓による豊かな水田が広がっ

ており長閑な景観を形成しています。水田の中に点在する島畑も年々減少

しているものの、当町の特徴的な産業景観として楽しむことができます。また、

日本の名湯百選に愛知県内で唯一選出された尾張温泉は町の観光名所

となっており、その近辺の自然景観も含めて優れた景観を成しています。蟹

江川沿岸にある甘強
かんきょう

酒造
し ゅぞ う

西洋館、工場等は、かつて大いに栄えた酒造・醸

造文化の趣を今日でも感じることができます。信長街道沿いにも山田酒造

の社屋、酒造工場が並び、地域固有の産業景観を形成しています。  
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（６）災害 

①地震 

天正１３（１５８６）年の地震により蟹江城が壊滅したという説があるように、当町では、これまで多くの地震被

害が報告されています。特に明治２４（１８９１）年の濃尾地震では町の全域が大きな被害にあっています。 

他に、当町にも大きな影響を及ぼす南海トラフ地震による大規模な地震は、宝永４（１７０７）年の宝永地震、安

政元(１８５４)年の安政東海地震、安政南海地震、昭和１９（１９４４）年の昭和東南海地震、昭和２１（１９４６）年

の昭和南海地震等があげられます。こうした地震では、家屋の倒壊や土地の液状化現象、堤防の決壊による浸

水等の被害が報告されています。 

 

[当町周辺の地震による被害] 

年号 名称 震源地 概要 

天正１３年 

（１５８６） 

天正 

地震  

震源地：岐阜県白山付近(３

６.０°N、１３６.８°E) 

規模M = ７.８ 

近畿から東海道にかけて大地震。家屋の全半壊４００戸、死傷者多数。尾張地方では、真清田神社の楼

門、回廊その他社殿が全半壊した。  

宝永４年 

（１７０７） 

宝永 

地震 

震源地：東南海道沖(３３.２°

N、１３５.９°E) 

規模M = ８.６  

強い震域は、関東から九州にわたる広範囲。駿河から四国の太平洋側で震害や津波の被害が大きかっ

たが、山陽や山陰、北陸、信濃地方でも所々で大きな被害があった。  

県下では、渥美半島での被害が最も大きく、多くの人馬が死亡した。尾張では所々民家が倒れたものが

あり、地割れして泥水を噴出し田畑を覆ったところもあった。当町周辺では、海部郡津島村で家屋全半壊

１７０戸。  

享和２年 

（１８０２） 

尾張 

地震 

震源地： 

(３５.１°N、１３６.８°E) 

規模M = ６ 

尾張で強震。海東郡辺では、地割れして砂を吹き出したところもあった。  

嘉永７年 

（１８５４） 
  

震源地：伊賀盆地 

(３４.８°N、１３６.２°E) 

規模M = ６.９ 

伊賀、伊勢、奈良、三河、尾張、近江、山城、摂津、河内、大和に大地震。 県下では、尾張・津島で牛頭天王

神事のうち大地震が起こり、市中は破損し道路上、船中ともに負傷者が多くでた。  

安政元年 

（１８５４） 

安政 

東海 

地震 

震源地：遠州灘東部(３４.１°

N、１３７.８°E) 

規模M = ８.４  

遠州灘東部を震源として東海・近畿・四国地方にわたって大地震が発生した。その約３２時間後、南海道

沖（四国南方海上）を震源として畿内、東海、東山、南海、山陰、山陽地方を震域とする大地震が発生し

た。 これら２つの地震による被害は広範囲にわたり、三河地方一帯では多数の家屋が倒壊し、また三河

湾、遠州灘の沿岸に津波が来襲し被害を受けた。当町周辺では、津島で破損した家が多かった。  

明治２４年 

（１８９１） 

濃尾 

大地震  

震源地：揖斐川上流域(３５.

６°N、１３６.６°E) 

規模M = ８.０  

揖斐川上流を震源地として発生した濃尾地震は、東海・北陸地方・近畿地方東部、とくに美濃西部から尾

張北西部にかけて大きな被害を与えた。当町の被害は、住家全壊３０２戸、同半壊１２０戸、死者２１名、負

傷者２１名であった。被害は当時の戸数の３分の１以上が全半壊の被害を受けており、死傷者も海東郡の

１０%以上を占めた。 

明治３２年 

（１８９９） 
  

震源地：大和南部 

(３４.２°N、１３６.０°E) 

規模M = ７.６  

近畿地方に強い地震があり、県下では尾張南西部で最も強く、当町（海東郡蟹江町）では、醸造中の酢・

酒が動揺であふれ出た。  

昭和１９年 

（１９４４） 

東南海

地震  

震源地：熊野灘沖 

(３３.７°N、１３６.２°E) 

規模M = ７.９  

熊野灘沖を震源地として発生した東南海地震は、東海地方に大きな被害を与えた。  

この地震による被害は、愛知・三重・静岡の各県に大きく、「愛知県災害史」によると死者８７１名、負傷者

１,８５９名、住家全壊１３,５８６戸、同半壊１１,８５４戸、非住家全壊１６,６８６戸、同半壊１,８５４戸と記録さ

れている。海部郡では、埋め立て地や沖積層で被害があった。弥富町、津島市では旧河川または水田を

埋め立てた場所での建物の被害が多かった。堤防の損傷も多く、湿地帯に陥落した場所もあった。  

昭和２１年 

（１９４６） 

南海 

地震 

震源地：紀伊半島沖(３３.０°

N、１３５.６°E)  

規模M = ８.１ 

東北地方南部から九州にわたって、人体に地震動を感じるほどの極めて大規模な地震で広範囲にわたり

甚大な被害を生じた。県下の被害は、一宮、津島等の尾張西部地方を中心に被害があり、住家全壊８０

戸、同半壊１２３戸、死者１０人、負傷者１９人であった。当町周辺では、富田町住家全壊１１戸、同半壊１４

戸、死者１人、負傷者１人。  

昭和４６年 

（１９７１） 
  

震源地：渥美半島沖(３４.５°

N、１３７.１°E)  

規模M = ６.３ 

中部、近畿を中心に中規模な地震があり、国鉄や私鉄が約２時間前後不通になったのを始め、約４２万戸

が一時停電したが、家屋の倒壊、人命の損傷等大きな事故はなかった。  

昭和５０年 

（１９７５） 
  

震源地：愛知・岐阜県境(３

５.３°N、１３６.８°E)  

規模M = ５.５ 

愛知県内の被害は、負傷者１２名。  

平成９年 

（１９９７） 
  

震源地： 

(３４.９°N、１３７.５°E)  

規模M = ５.８ 

愛知県北東部の深さ約４０kmで地震が発生。豊橋市で震度５強を記録。愛知県内で負傷者３人。  

資料：蟹江町国土強靭化地域計画を基に作成  
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②風水害 

町域のほとんどが海抜０メートル地帯の低い地形と、暴れ川で知られる木曽川の下流域にあたる当町は、古く

から水の恵みを受けて発展してきた歴史がありますが、風水害による被害にも悩まされ続けてきた歴史がありま

す。近年では、昭和３４（１９５９）年の伊勢湾台風、昭和４９（１９７４）年の豪雨、昭和５１（１９７６）年の台風１８号、

平成１２（２０００）年の東海豪雨、それに伴う河川の氾濫等度々大規模な浸水被害を受けています。こうした水災

の対策として、堤防の維持や河川の改修、下水路の新設による雨水出水対策等を講じてきました。 

特に大きな被害を受けたのは、昭和３４（１９５９）年の伊勢湾台風です。伊勢湾台風は、その後のまちの景観

や産業に大きな影響を与えました。当町では、昭和５３（１９７８）年に蟹江川排水機場を完成させ、日光川から蟹

江川への逆流防止及び蟹江川の水位調節を目的とした水門を排水機場に隣接して設置する等、対策を講じて

きました。こうした治水の歴史は当町の暮らしを安心・安全なものにする一方で、河川の自然環境や漁業に影響

を与えています。 

 

[これまでの水害の被害] 

年号 主な水害 概要 

寛永９年 

（１６３２） 
豪雨・洪水 

大雨が１６日間降り続き、庄内川が大増水となった。県内各所で堤防が決壊し尾張２０か村が水害をこうむった。当町に関連す

るところでは佐屋川堤防が決壊し、海東・海西郡は泥海となった。 

慶安３年 

（１６５０） 
大寅の洪水 

大雨の影響で、木曽三川が大出水し各所で破堤。美濃の沿岸地域では大被害を被った他、県内では木曽川堤防が加賀野井

（現西尾市）で決壊。佐屋川堤防も決壊し海東・海西郡へ流入、住居や田畑に大被害が出た。（尾張領の田畑被害２０万石） 

慶安４年 

（１６５１） 

暴風雨・洪水・

高潮 
台風、洪水、海東・海西両郡の家屋流失・人馬死傷の被害が甚大であった。 

寛文６年 

（１６６６） 
暴風雨・洪水 

尾張・美濃が集中豪雨により大水害を被った。尾張領内の被害は、田畑が１５５,３５０石（内９,３６０石は美濃）、堤防７０Km余、

橋１２８か所、家屋２４５軒、死者６人、馬４頭等。 

延宝２年 

（１６７４） 
小寅の洪水 

九州から四国、中部、関東諸国まで広く豪雨のため洪水の被害を被った。木曽川の洪水で美濃・尾張の沿川地方は大水害とな

る。被害は不詳。前年から干害やこうした風水害によりききんが続く。 

明和２年 

（１７６５） 
豪雨・洪水 大雨のため、福田川筋の今村で堤防が１か所決壊、蟹江川筋の須成村・今村・本町村で４か所崩壊。 

明和２年 

（１７６５） 
豪雨・洪水 

９月１６日・１７日・２１日の大豪雨で、蟹江川筋の須成村で２か所、今村で１か所、蟹江本町村で３か所、蟹江新田村で１０か所

の崩壊があった。また、日光川筋では西ノ森村で３か所、善太川筋では出町・百保で７か所の崩壊があった。佐屋街道以南の地

帯は水没した。 

文化１２年 

（１８１５） 
豪雨 ７月３１日～８月３日の４日間豪雨、海東・海西両郡の田畑水没 

嘉永３年 

（１８５０） 
台風・高潮 

台風による高潮と５日間もの豪雨の結果、福田川と蟹江川は増水、沿海新田破堤は３１か所にも及び、八穂新田は海と化した。

「加仁恵騒動」が起こる。 

安政２年 

（１８５５） 
台風、津波 

台風による豪雨、高潮に加えて堤防上端より約４５cm も高い津波の襲来等、災害が重複したため被害が甚大となった。加えて

前年の大地震により崩壊した堤防の修復も十分できなかったこともあり被害は倍加した。沿海新田の堤防９１か所が決壊した。 

万延元年 

（１８６０） 
集中豪雨 

台風と高潮で諸河川は氾濫した。蟹江川通り西堤が須成村地内と下田村（七宝町）地内の２か所で決壊し、須成村では約３６

ｍほども決壊したため潮留に難儀した。 

明治元年 

（１８６８） 
豪雨 ５月６月連続降雨、６月２８日は前代未聞の豪雨となった。 

明治２４年 

（１８９１） 

濃尾地震 

洪水 
濃尾大地震。被害甚大。 

明治２９年 

（１８９６） 

台風、高潮、洪

水 

８月、台風、洪水、高潮により木曽川・佐屋川の堤防が決壊。 

９月、８日～１０日まで４０日余り連続豪雨、河川氾濫、田畑に浸水し作物は大きな被害を受けた。町域はほぼ浸水し、関西線が

運休したため、桑名から名古屋まで渡船が復活するほどであった。役場や学校へも浸水し、諸校は１週間休校となった。 

明治４２年 

（１９０９） 

浸水、高潮、浸

水 

日光川に桶管を埋め立てる大工事中に仮堤防が結潰し、神守、蟹江方面に約８９０ha浸水。この補修工事の際に救援にかけ

つけていた名古屋工兵第三大隊員の袴田島太郎が濁流に流される。 

大正元年 

（１９１２） 

台風、高潮、浸

水 

大雨、暴風により日光川の堤防が２９か所結潰し、蟹江町では、約４２０戸が床上浸水。屋根が僅かに浸る程度の高さまで浸水

し、田畑への被害も約２５００町歩と甚大。約１,５００人の町民が避難する場や食料もなかった。死者１６名。日光川桶門建設の直

接のきっかけとなる。 

大正１０年 

（１９２１） 
台風、浸水 ２日間の台風。日光川の両岸が破堤し、蟹江川も破堤。田畑が約１,５００町歩の大被害を受けた。 

昭和３４年 

（１９５９） 
伊勢湾台風 

大型の台風１５号（伊勢湾台風）による暴風雨、及び高潮の影響で明治以降の日本における台風の災害で、最大級の被害を被

った。愛知県内死者は３,１６８人、行方不明者９２人、負傷者５９,０４５人、家屋全壊２３,３３４棟、床上浸水５３,５６０棟、被害額３,

２２４億円。当町の被害は死者１８人、負傷者１,６２３人。 

昭和４９年 

（１９７４） 
豪雨・洪水 

台風８号（７月７日）に続いて発生した７月２４日～２５日にかけての大雨災害。当町では河川の氾濫等が発生し、床上浸水１７１

世帯、床下浸水１２７９世帯。 
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年号 主な水害 概要 

昭和５１年 

（１９７６） 
台風１７号 

台風１７号。５日間に渡り愛知県下に記録的な豪雨をもたらした。名古屋市や大治町では雷雨を伴った突風が起こり家屋の倒

壊等の被害が発生。長時間にわたる豪雨により海部地域では、各地で中小河川が氾濫、広範囲にわたる浸水被害が起きた。

当町の被害状況は、負傷者２名、床上浸水３２９世帯、床下浸水２,０３３世帯。床上浸水の占める割合は２６％にも上った。 

平成３年 

（１９９１） 
台風１８号 

台風１８号と活発化した秋雨前線の活動の影響で東海地方含め太平洋岸各地で記録的な大雨となった。愛知県では、９月１８

～１９日にかけて１００～３００mmの大雨で、当町でも１時間雨量が２０mm～３７mmで降り続く等大雨に見舞われた。 

平成１２年 

（２０００） 
東海豪雨 

９月１１日～１２日にかけて日本付近に停滞していた秋雨前線と台風１４号の影響が加わり愛知県では大雨となった。愛知県の

２日間の総降水量はほぼ全県で３００mm以上であった。蟹江町も１時間降水量が７８mm を記録する等大雨となった。 

 

■伊勢湾台風（台風１５号）による被害 

伊勢湾台風は、昭和３４（１９５９）年９月２６日に潮
しおの

岬
みさき

に上陸した大型で勢力の強い台風で、全国で死者・行

方不明者が５,０９８人、負傷者が３８,９２１人に上る等、明治以降に日本に上陸した台風としては最悪の被害をも

たらしました。 

伊勢湾に近く、土地の低い当町においても被害は大きく、ほぼ全域が水に浸かり、死者は１８人、負傷者は１,６

２３人に上り、住居被害は全壊３２８戸、半壊６２４戸、床上浸水被害１,６８８戸、床下浸水被害は３６７戸でした。 

交通網も寸断され、道路被害としては、名古屋市南部から三重県桑名市に至る国道１号が各所で水没、冠水

箇所は１５箇所で、総延長は約８.５㎞にも及びました。名古屋－蟹江間は、大型車のみ通行可能で、蟹江－弥富

間は水深１ｍ以上に達した箇所もありました。弥富－桑名間は、仮橋の架橋等によって１０月１０日に、庄内川の

西は１０月１４日に日光川まで開通しました。しかし、日光川から弥富の間の復旧は困難を極めた結果、ドラム缶

工法の採用により１１月４日に開通しました。鉄道においても大きな被害を受け、国鉄（現ＪＲ東海）の関西本線は

約２か月後の１１月２５日に、近鉄名古屋線の蟹江－長島間は１１月２７日にようやく復旧しました。道路や鉄道が

復旧するまでの間、町内の水路を移動するための舟を所有していた家の者は舟を出し、近隣の人や物資を運び

助け合いました。 

町内には蟹江町で伊勢湾台風に遭い、今も当時の状況や様子を語ることのできる住民がいます。公的なデー

タだけではなく、実際に台風を経験した人からの記憶を記録に残し、後世に伝えていくことも重要です。水郷のま

ちとして川と共に発展してきた蟹江町が、川の氾濫、洪水といった、避けては通れない水害と、どのように向き合

い対応してきたのか、防災的な視点からも、水郷のまちの歴史として継承されていくことが望まれています。 

 

■伊勢湾台風における当町の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

蟹江町大字新千秋の被災時の状況 

付近の被災状況 

近鉄蟹江駅付近の被災状況 
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２．社会的環境 
 

（１）町の変遷 

明治２２（１８８９）年に施行された市制・町村制により、蟹江本町村、蟹江新町村、今村、西福田村の一部が合

併し、蟹江町が誕生しました。一方で、明治１１（１８７８）年の鍋
なべ

蓋
ぶた

新田と鍋蓋外新田の合併により誕生した鍋蓋

新田と、蟹江新田が明治２２（１９８９）年に合併し、新蟹江村が誕生しています。 

明治３９（１９０６）年には再び町村の大合併が行われ、蟹江町は新蟹江村、西之森村、須成村を合併し、町域

を拡大、人口は１万人を超えました。その後、昭和３１（１９５６）年に永和村の一部が編入されて、現在の蟹江町と

なっています。 

濃尾地震（明治２４（１８９１）年）、第二次世界大戦（昭和２０（１９４５）年）、伊勢湾台風（昭和３４（１９５９）年）

等の困難を乗り越え、昭和４０年代には名古屋のベッドタウンとして人口が急増、それに伴い図書館、公民館、体

育館等町の施設等も充実、コミュニティ活動も活発に行われ、以降現在に至るまで町は順調に発展してきました。 

 

 

[蟹江町の変遷（明治以降）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：蟹江町 

  

明治22年10月１日

明治11年12月28日

明治22年10月１日

明治39年7月1日

大井村

上島田村

蟹江町

昭和31年4月1日

永和村

永和村の

一部

蟹江町

新蟹江村

千秋村

蟹江新田

鍋蓋新田

鍋蓋外新田

明治22年10月１日

明治39年7月1日

鍋蓋新田

蟹江町

大野村

西福田村の一部

蟹江本町村

蟹江新町村

今村

西之森村

善太新田

鰯江新田

須成村
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（２）人口 

大正９（１９２０）年の国勢調査では、当町の人口は９,９６２人となっています。人口は増加を続け、昭和２２（１９

４７）年～昭和２４（１９４９）年の第一次ベビーブームを経て、昭和４０（１９６５）年に２万人を超えました。その後も

昭和４６（１９７１）年～昭和４９（１９７４）年の第２次ベビーブーム等を経て人口は大きく増加し、昭和５５（１９８０）

年には３万人を超えています。その後は緩やかな増加傾向を保ってきましたが、平成７（１９９５）年以降はほぼ横

ばいとなり、平成２７（２０１５）年の国勢調査では当町の総人口は３７,０８５人となっています。 

第５次蟹江町総合計画の人口推計では、令和２（２０２０）年まで当町の人口は増加傾向にあるものの、その後

はゆるやかに減少し、令和１２（２０３０）年には約３７,０００人になると見込まれています。 

 

[人口推計] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：蟹江町１３０年のあゆみ   国勢調査 

※推計値は第５次蟹江町総合計画に準拠 
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（３）町内地域 

町内には須西
す に し

小学校、蟹江小学校、学戸
が く と

小学校、舟入小学校、新蟹江小学校の５つの小学校があり、学区ご

とに歴史文化の特徴を有しています。文化財等の整理の際にも、以下の５つの小学校の学区を地域の単位とし

て活用します。 

 

[蟹江町の地域（小学校区）] 
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（４）土地利用 

①用途地域 

当町では、蟹江町都市計画図に示されているとおり、概ね町内を東西に通過する JR 関西本線及び国道１号

の間に用途地域が指定されており、その南北は田園地帯となっています。用途地域内では中央を南北に流れる

蟹江川に沿って既成市街地が形成されており、その東西に市街化が進展しています。蟹江川以東の既成市街地

一帯は面的な基盤整備は行われておらず、特に蟹江川両岸においては狭あい道路が多く存在し、防災面での危

険性や緊急車両進入が困難な状況となっていることに加え、老朽家屋が多く虫食い的な空地が点在しています。 

用途地域は、第一種住居地域が広範囲に指定されており、市街化区域の６２.６%を占めています。その他の住

居系用途地域は、国道１号や主要地方道路弥富名古屋線の沿道に第二種住居地域が指定されています。商業

系用途地域は、尾張温泉周辺をはじめＪＲ蟹江駅や近鉄蟹江駅の周辺、西尾張中央道沿いや役場周辺等に指

定されています。工業系用途地域は、福田川の西側や近鉄富吉駅の南側、ＪＲ蟹江駅の西側や近鉄名古屋線と

蟹江川の交差部分付近が指定されています。他に、特別用途地区の特別工業地区、観光地区が指定されてい

ます。 
 

[用途地域の指定状況]                          [蟹江町都市計画図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

面積 

（ha） 

構成比

（％） 

用 

途 

地 

域 

第一種中高層住居専用地域 39.0  9.4  

第二種中高層住居専用地域 11.0  2.6  

第一種住居地域 261.0 62.6  

第二種住居地域 31.0  7.4  

近隣商業施設 33.0  7.9  

商業地域 18.0  4.3  

準工業地域 8.0  1.9  

工業地域 16.0  3.8  

合計 417.0  100.0  

特別工業地区 4.2  - 

観光地区 1.4  - 

準防火地域 53.0  - 

（出典：蟹江町都市計画マスタープラン）       
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②土地利用状況 

当町の土地の利用面積の割合は、宅地が最も広く、３６.２%となっており、次いで農業地が１６.２%、道路が１

５.６％、水面・河川・水路が１２.５％と続いています。森林等は町内にありませんが、河川や水路等の水面が町域

の１２.５%を占めており、豊かな水辺に恵まれています。 

平成１７（２００５）年以降の土地利用面積割合の変遷をみると、人口の増加に伴い徐々に住宅地の面積が拡

大し、現在では町域の約４分の１が住宅地で占められています。一方で、田畑等の農業地の面積が縮小しており、

平成１７（２００５）年は町域の２１.８%を占めていましたが、令和２（２０２０）年には１６.２%となっています。特に田

の縮小傾向が強く約５ポイント縮小しています。 

 

 [土地利用面積割合] 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２０年版 愛知県 土地に関する統計年報 

 

 

[土地利用面積割合の変遷] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政面積１,１０９㎢（２０１０年以前は１,１１０㎢） 

資料：愛知県 土地に関する統計年報  
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③土地利用方針 

蟹江町都市計画マスタープランでは、町の継続的な発展をめざすために、地域の特性を最大限活かした土地

利用が必要であるため、「暮らしやすさの充実」「地域活力の創造」「自然環境の保全」という視点で将来土地

利用の考え方が掲げられています。 

「暮らしやすさの充実」では、当町は３つの駅に囲まれたコンパクトな市街地を形成していることから、駅を拠点

として生活サービス施設の集積を図り、その周辺で利便性の高い居住空間を確保することで、自家用車に過度

に頼らないで暮らせる生活圏の形成をめざすこと、「地域活力の創造」では、当町には尾張温泉を始め、佐屋川

や蟹江川等に関連した観光・交流を生む地域資源が数多くあるため、これらの地域資源の活用と連携により、当

町の魅力向上につながる観光振興のための土地利用を図ること、「自然環境の保全」では、当町の農地は米や

野菜等の生産の場としての機能のみならず、雨水を一時的に貯留する機能や、生物多様性を保全する機能、美

しい田園風景による癒しや安らぎをもたらす機能等、様々な機能を持っていることから、洪水被害を抑えるために

も保全を図ること、当町を流れる河川や一体となって良好な緑の空間を形成している公園・緑地については、水

郷の風景を維持するとともに、憩いやレクリエーションの場、自然保全・再生の場としての充実を図ること等が示

されています。 

 また、地域別のまちづくりの方針として、下記の基本方針や地域の環境保全・創出と景観形成の方針が掲げら

れています。 

 

地域名 基本方針及び地域の環境保全・創出と景観形成の方針 

須西地域 
○蟹江川と⼀体となった集落地の環境向上と観光の魅⼒創出 

 蟹江川･佐屋川沿いの集落・住宅地では、河川と⼀体となった景観形成を図る。 

蟹江地域 

○蟹江川沿いにおける既成市街地の更新と歴史⽂化を活かした⽔郷の⾥づくり 

 蟹江川沿いの市街地では、⽔郷の⾥の魅力再生に向け、河川との景観の一体性に配

慮しながら、歴史的な建物･町並みの修復や社寺林･屋敷林の保全を図る。 

 ＪＲ蟹江駅と近鉄蟹江駅を結ぶ町道近鉄蟹江駅前線等については、住居のほか商店

や病院等が建ち並ぶ⽣活⽂化を反映した町並み景観の形成を図る。 

学戸地域 

○尾張温泉周辺の観光地としての魅⼒づくり 

○住⺠⽣活の中⼼となる⾏政・⽂化拠点の形成 

 特徴ある流域を形成している佐屋川に沿って展開する温泉施設や公園･緑地、市街地

が河川と⼀体となった景観整備を図り、⽔郷の⾥の魅⼒再⽣を進める。 

 蟹江川に沿った市街地では、歴史的な建物･町並みの修復と共に川と⼀体となった景

観形成を進め、⽔郷の⾥の魅⼒再⽣を⽬指す。 

舟入地域 
○蟹江川と⼀体となった集落地の⽣活環境向上 

 市街地に連なる蟹江川沿いの集落地では、河川と⼀体となった景観形成を図る。 

新蟹江地域 

○河川と⼀体となった景観の保全 

 公園・緑地と河川が⼀体となった景観形成により、当町の原⾵景である、豊かな⽔と

調和した⽥園⾵景の保全を図る。 
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（５）交通 

①道路 

当町の主要な幹線道路網は、東西方向に東名阪自動車道、国道１号、主要地方道の名古屋蟹江弥富線、弥

富名古屋線、名古屋十四山線等が通り、南北方向には、一宮蟹江線・蟹江飛島線（西尾張中央道）が通ってい

ます。町内には、東名阪自動車道の蟹江インターチェンジがあり、一宮蟹江線・蟹江飛島線（西尾張中央道）と接

続しており、名古屋等の都心部へのアクセス向上につながっています。これらの軸となる道路をつなぐように、境

政成新田蟹江線、津島蟹江線等の複数の一般県道が整備されています。 

その他、主要な道路の他には蟹江川沿いの既成市街地を中心に、道路幅員が４ｍ未満の狭あい道路が多く

なっています。これらの狭あい道路沿いには、古民家等の古い建造物、寺社等が点在しており、昔の蟹江の趣を

今に残す路地道として、親しまれています。 

 

[町内道路図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：蟹江町総合交通戦略  
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②公共交通 

町内の鉄道は、JR 関西本線、近畿日本鉄道名古屋線が通っており、JR 蟹江駅、近鉄蟹江駅、近鉄富吉駅の

３つの駅があります。当町に最初の鉄道が通り駅が設置されたのは明治２８（１８９５）年で、関西鉄道（現・東海

旅客鉄道、JR東海）が名古屋駅・弥富駅間をつなぐ路線を開通した際に、町内に蟹江駅が設置されました。 

明治４０（１９０７）年に鉄道国有法により関西鉄道が国有化されると、蟹江駅も国鉄の駅となります。 

昭和に入ると、昭和１３（１９３８）年に関西急行電鉄（現・近畿日本鉄道）が名古屋から桑名間の路線を開通

させ、関急蟹江駅が設置されました。関西急行電鉄は鉄道企業の合併・吸収等によりいく度か呼称を変えなが

ら、昭和１９（１９４４）年に近畿日本鉄道になり、昭和３９（１９６４）年には富吉駅が新設され、町内の鉄道駅は３

つとなりました。 

その後、昭和６２（１９８７）年の国鉄分割民営化に伴い国鉄が JRとなり、町内の駅は JR東海の蟹江駅（通称

JR 蟹江駅）となります。令和３（２０２１）年には橋上駅となり、それと同時に JR 蟹江駅自由通路も完成し、利便

性が大きく向上しています。また、近鉄蟹江駅は利用者の増加に伴い平成１４（２００２）年に急行列車の停車駅

となる等発展してきました。 

これらの鉄道は名古屋の都心とつながっており、当町は良好なアクセスを確保しています。鉄道の１日あたりの

利用者数は平成２７（２０１５）年で、JR 蟹江駅が６,９８６人、近鉄蟹江駅が１２,３０４人、近鉄富吉駅が５,３９４人

となっています。 

 

[１日あたり駅別鉄道利用者数推移] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：蟹江町都市計画マスタープラン 

 

バスは、当町の運営するお散歩バスが町内を運行しており、誰でも無料で利用できるようになっています。 

お散歩バスのルートは、主に町内の北側区域を運行するオレンジコース、主に町内の南側区域を運行するグ 

リーンコース、日曜日のみ運行し町内を一周する日曜コースがあり、概ね町域全体を巡っています。 

利用状況を見ると、オレンジコースは、平成２４(２０１２)年度から平成２５(２０１３）年度にかけて減少しました

が、以降は概ね横ばいで推移しており、令和元(２０１９)年度では２１,９７９⼈が利用しています。グリーンコースは

概ね横ばいで推移してきており、令和元(２０１９)年度では１７,８１７⼈が利⽤しています。⽇曜コースは、利⽤者

数が増加傾向にあり、令和元(２０１９)年度では３，０１３⼈が利⽤しています。  
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[「お散歩バス」利用者数推移] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：蟹江町都市計画マスタープラン 

ふるさと振興課 

 

[ふれあいバス  バスルート図] 

オレンジコース                    グリーンコース                   日曜コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他に、かにえ移動ボランティア事業で令和２年１２月より「かにあし」等を運行させています。「かにあし」は、

地域のボランティアの人々が当町や社会福祉協議会と連携しながら、高齢で移動や外出が困難な人たちに対し

て、自動車を運転し目的地まで連れて行くサービスとなっています。乗降者位置は決められていますが、町内を広

くカバーしており無料でサービスを受けることが可能となっています。 

また、当町の平坦な地形が自転車での走行に適していることを活かし、自転車を活用したまちなかの周遊を

促進しています。無料で自転車の貸し出しを行っており、令和 4年度現在の貸出場所は、蟹江町観光交流センタ

ー「祭人」、蟹江町交流センター「みちくさの駅 楽人
が く と

」、蟹江町歴史民俗資料館、日光川ウォーターパーク、近鉄

富吉駅北口の和菓子屋「寿屋富吉」等町内の駅前や観光スポットを中心に５か所が設置されています。 
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（６）産業 

当町の産業分類別従事者数は、平成２７（２０１５）年度を見ると、第３次産業が６７.７%と最も多くなっています。

次いで、第２次産業が２７.２%、第１次産業が０．９%と続いています。 

これまでの推移を見ると、平成１７（２００５）年度は、第３次産業就業者は６６.５%、第２次産業就業者は３０.

１%、第１次産業就業者は１.４%で、第３次産業就業者が増加傾向にあります。一方で、第１次、第２次産業に就

業する人は減少傾向が続いています。特に第１次産業は、平成２２（２０１０）年度の段階で、全体の１.０％以下と

なり、実数で見ると、平成２２（２０１０）年度では１８５人、平成２７（２０１５）年度では１７８人となっています。 

蟹江町の伝統産業である、農業や漁業は第１次産業、醸造業は第２次産業にあたりますが、全体の割合でみ

ると少なく、しかも減少傾向にあります。 

 

 [産業分類別従業者数] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成２７（２０１５）年国勢調査 

 

 

 

[産業分類別従業者数割合] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：統計で見る市町村のすがた  
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情報通信業, 429

運輸業，

郵便業

1,487

卸売業，小売業

3,461

金融業，保険業, 420

不動産業，物品賃貸業, 345

学術研究，専門・技術サービス業, 536

宿泊業，

飲食サー

ビス業

1,264

生活関連サービス業，娯楽業, 622

教育，学習支援業, 701

医療，福祉

1,835

複合サービス事業, 108

サービス

業（他に

分類され

ないもの）

1,110

公務（他に分類されるものを除く）, 522

分類不能

の産業

793

総数

19,093人
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（７）観光 

吉川英治が「東海の潮来
い た こ

」と呼び、蟹江町の豊かな河川や水路のある景色、川辺の風情を愛でたように、当

町は町内の６本の河川を中心とした豊かな自然、文化、歴史に恵まれており、観光資源が豊富です。 

当町の中心を流れる蟹江川沿いの風景は蟹江の人々と川との共生の文化・歴史を感じることができる景観と

なっています。緩やかに川が流れるのどかな景観と共に、川を取り巻くように両岸には神社や家屋、商店等、まち

を形成する建物が建ち並び、旧来の趣を残しています。かつて交通の要所と言われ、多くの人で賑わった川辺や

古い町並みを楽しむことができます。 

ユネスコ無形文化遺産に登録された須成祭は須成地区で行われる川祭りで、４００年あまりの歴史があります。

冨吉建速神社と八剱社の祭礼で、数百の提灯で飾られた巻藁船が川を上る宵祭と、和紙でつくった梅花、桜花

で飾られた車楽船が川を上る朝祭は、毎年多くの人でにぎわいを見せ、蟹江町の貴重な観光資源となっていま

す。近年、蟹江町観光交流センター「祭人」が設置され、須成祭を始め、町の魅力を発信しています。 

他にも、蟹江城址や蟹江合戦の歴史、天然温泉である尾張温泉や、国の登録有形文化財となっている甘強味

淋旧本社事務所等多くの観光資源であふれています。 

加えて、川の恵みを活かした郷土料理である、いなまん、もろこ寿司、蟹江町の特産品である白イチジク等、豊

かな食文化も観光資源となっています。 
 

[当町の主な観光資源] 

河 川 日光川、善太川、蟹江川、福田川、佐屋川、大膳川 

社 寺 冨吉建速神社・八剱社、龍照院、蟹江神明社 

歴 史 蟹江城址、蟹江町歴史民俗資料館 

温 泉 尾張温泉東海センター、足湯かにえの郷 

都市景観 甘強酒造西洋館、古い町並み、山口家住宅 

文化・文学 吉川英治句碑、鹿島神社文学苑、小酒井不木生誕地碑 

祭礼・祭祀 須成祭、蟹江祭、駅前区秋祭り、今区秋祭、鍋蓋新田秋祭、西大海用神楽太鼓 

食文化 いなまん、もろこ寿司、白イチジク、茶粥 
 

町内の観光スポット等の利用者数推移を見ると、右のグラフや表のようになります。 

令和２（２０２０）年は新型コロナウイルスの影響を受けているため、それ以前の傾向をみていくと各観光スポット

の利用者は、増減しながらも概ね増加傾向です。 

須成祭については平成２７年にユネスコ無形文化遺産登録候補になったことが話題を呼び、以降来場者が

増加しています。それ以前のデータはありませんが、２倍以上になっていると考えられます。 

龍照院木造十一面観音立像は、６０年に一度開帳の秘仏とされていますが、平成１７年に国庫補助をうけ建

設した公開収蔵施設が完成したことからガイドボランティア協力のもと、定期公開が行われています。 

蟹江町歴史民俗資料館は、昭和５３（１９７８）年に開館し、蟹江町の歴史や文化を展示紹介しています。観

光交流センター開館以降は、観光者に両施設を周遊してもらうよう促す取組みも行われており、見学者は増加

しています。 

蟹江町観光交流センター「祭人」は、須成祭のユネスコ無形文化遺産登録を機に平成３０（２０１８）年５月に

開館した施設です。１階にカフェや特産品ショップ、交流スペース等、２階には須成祭ミュージアムがあり、令和２

年７月には観光協会事務所も移転し、当町の観光拠点となっています。 

尾張温泉東海センターは、昭和４１（１９６６）年掘削により噴出した尾張温泉を利用できる施設として昭和４

３（１９６８）年に民間企業が運営を始めた大浴場のある温泉施設で、泉質の良さから多くの利用者があり、県

内でも温泉・健康施設利用者数の上位に入っています。 
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[町内観光スポット利用者数] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

      資料：蟹江町 

 

 

  

H23 

(2011) 

H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

年間利用者数

（人） 
215,587  210,456  238,868  247,117  235,633  243,640  253,526  248,229  250,747  159,919  

県内利用者数 

順位 
６位 ７位 ７位 ６位 ７位 

データ 

なし 
７位 ７位 ５位 ２位 

 

尾張温泉東海センター利用者数と県内利用者数順位 

 

資料：愛知県 観光レクリエーション利用者統計  

県内観光施設等利用者数 上位観光資源「温泉・健康（上位１０か所）」 

 

 

  

292 260 303 317 
402 

459 
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248 164 

0
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（人）

須成祭 来場者数 

蟹江町歴史民俗資料館来館者

数 

民間ハイキング 

団体での来場あり 

龍照院木造十一面観音立像 

定例公開日来場者数 

3,500 

4,500 
5,300 

5,800 
5,800 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2

（人）

平成２８

（2016）年

須成祭がユ

ネスコ無形

文化遺産に

登録 
神
事
の
み 

一
般
公
開
な
し 

10,270 

11,874 
12,252 

11,717 

10,930 

16,265 

11,932 

16,476 

16,413 

2,320 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（人）

36,873 

59,514 

51,504 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H30 R1 R2

（人）

蟹江町観光交流センター「祭人」 

来館者数 

※平成 30（2018）年開設 
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３．歴史的背景 
 

（１）古代以前 

古くは濃尾平野一帯は海だったとされ、当町も海の中だったと

考えられます。蟹江町で人々の文化的な営みが確認できるのは古

代になってからのことです。奈良時代にあたる天平５（７３３）年に

は蟹江町北部の須成地区に常楽寺や冨吉建速神社・八剱社が

草創されたと伝えられています。一方、蟹江町南部では、平治元

（１１５９）年平治の乱に敗れた源義朝一行が東国に落ち延びた

際、舟を停め休んだという伝承地が「源氏島」・「源氏塚」として残

っており、このことから海辺で島が点在する地であったと考えられ

ます。 

 

 

（２）中世 

文献上に「蟹江」の地名が登場するのは、建保３（１２１５）年の

ことです。『水野文書』の中に「尾張国蟹江御品田」とあり、この頃

には蟹江に田地があり人々の生活が営まれていたと考えられま

す。文献からは、この地域の広い範囲を蟹江と呼んでいたことがう

かがえます。蟹江の地名の由来には諸説ありますが、蟹がたくさん

生息する入江だったことからきているといわれています。 

町北部の須成地区にある「冨吉建速神社本殿」、「八劔社本

殿」は室町時代に再建されたといい、この時代の特色を今に伝え

ています。徐々に現代の蟹江町へと連なる歴史文化が形成され始

めたのが中世でした。 

そして、室町時代には蟹江城も築かれることになりました。その

成立については諸説ありますが、大正４（１９１５）年建立の「蟹江

城址」の碑文によると、永享年間（１４２９～４１）に北条時任が城

塞を築いたとされています。当町周辺は、海運の要衝や伊勢攻略

の拠点であったため、何度かこの城を巡る戦いが繰り広げられま

した。 

蟹江城を舞台にした戦いは複数ありますが、特に天正１２（１５

８４）年の小牧・長久手の戦いに関連する戦いは、蟹江合戦として

後世にも語り継がれています。この戦いでは、海運の重要拠点だ

った蟹江をめぐって織田・徳川連合軍と、羽柴秀吉軍が戦い、最

終的に織田・徳川連合軍が勝利しました。蟹江の郷土食である茶
ち ゃ

粥
がゆ

は、この戦いの際に兵士が作ったのがはじまりだとされています。 

 

  

源氏塚 

冨吉建速神社本殿（右） 

八劔社本殿（左） 

蟹江合戦の図 
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（３）近世 

戦国時代の蟹江は海辺の重要な拠点でしたが、天正１３（１５８

５）年の大地震によって蟹江城が被害を受け、修復されず放置さ

れたと考えられており、その周辺は田畑として整備されたといわれ

ています。そのまま近世へと時代は移り、この地域は尾張藩に属す

る農漁村となりました。１６００年代には蟹江川の整備工事が行わ

れ、須成村や蟹江本町村は舟運により商工業が盛んになり、六斎

市が開かれる等しました。江戸時代の尾張の名所旧跡をまとめた

地誌である『尾張名所図会』の「蟹江川」項には、蟹江川沿いの

地域が舟運や漁業で栄えていたことが記録されています。その挿

絵には蟹江本町村の昇平橋周辺が描かれており、人々や船が盛

んに行き来する様子が見てとれます。江戸時代後期にまとめられ

た『郡村徇行記』によると、蟹江本町村では茶、薪、柿、灰等様々

な物資が流通し、蟹江川とその近海でとれたウナギやハマグリ、シ

ジミ等が名産として各地に出荷されていたといいます。 

南部では有力者により干拓による新田開発が進められ海岸線

は干拓により徐々に南下していきました。沿岸には田畑が広がり

水路が張り巡らされ、水郷風景が形成されていくとともに、蟹江川

河口も南下し、河口部の舟入地域は漁港として栄えるようになりま

した。江戸時代の尾張の景勝地等をまとめた『名区小景』には、

「須成天王」「蟹江古城」のほかに「蟹江舟入」「善太川」「霞切

橋」「夜寒橋」等蟹江町南部の水辺の風景が紹介されています。

新田地帯を中心に米づくりが盛んに行われたことと、豊富な水

（伏流水）と舟運に恵まれたことで醸造業が盛んになっていった

のもこの頃です。 

江戸時代になると、町民たちの文化も発展していきました。寛文

年間（１６６１－１６７３）に編さんされた『寛文村々覚書』には須成

祭が毎年旧６月１７日・１８日にあり、車楽船が出ていたことが記

録されています。また、江戸末期の『尾張名所図会附録』にも須成

祭の様子が描かれており、当時から華やかに祭りが行われていた

ことが分かります。また、蟹江神明社の祭礼である蟹江
か に え

祭
まつり

は名古

屋でも有名で、享保２（１７１７）年８月に尾張藩主徳川継友が、こ

の祭りが盛大であると聞き、近隣の神楽とともに名古屋城へ出向

かせたといわれています。 

 

 

 

 

 

 

『尾張名所図会附録』 

富吉天王宵祭須成橋古覧 

『尾張名所図会』蟹江川 

『名区小景』蟹江舟入 
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（４）近代・現代 

明治時代に入ると、明治２２（１８８９）年に市制町村制が施行さ

れ蟹江町域には蟹江町・新蟹江村・千秋村・西之森村・須成村の

５つの町村が誕生しました。当初の蟹江町は蟹江本町村・蟹江新

町村・今村・西福田村の一部が合併したものです。 その後は明治

３９（１９０６）年に蟹江町が須成村・西之森村・新蟹江村と合併、

さらに昭和３１（１９５６）年に蟹江町と永和村の一部（現在の新千

秋地区）が合併し、現在の蟹江町域となりました。それまで舟運と

漁業で発展してきた蟹江の村々は、学校や銀行等近代的な施設

の整備が進んでいき、蟹江町として近代化していくことになりま

す。 

近代化の中で、それまで船による水上交通が盛んだった当地

に、鉄道の開通による交通網の変化も訪れました。明治２８（１８９

５）年に関西鉄道（現、JR 関西本線）の蟹江駅が開業、昭和１３

（１９３８）年関急蟹江駅（現、近鉄蟹江駅）が開業しました。これ

により駅周辺には新たな住民が移り住み、旅館や商店が並ぶ商

店街が形成され賑わうようになりました。 

近代以降の産業をみてみると、まず漁業の変遷が注目されます。

明治時代にはまだ多くの漁業者が存在しており、明治３６（１９０３）

年には蟹江町漁業組合が発足する等、漁業は依然として蟹江町

の主産業で、川では良質のウナギやシジミ、伊勢湾ではセイゴや

アナゴ、エビ等多くの漁獲高があり、蟹江川沿いには魚市場もあ

りました。昭和になると海苔養殖も盛んになりましたが、時代の流

れにより漁業を離れる者も多くなり、さらに、名古屋港の開発や高

潮防潮堤設置等により伊勢湾漁業も困難な状況となり、昭和３９

（１９６４）年に漁業組合は消滅しました。 

醸造業も明治時代以降続いていましたが、徐々に衰退の兆しを

みせます。しかし、味醂製造からはじまった文久２（１８６２）年創業

の甘強酒造や明治４（１８７１）年に創業した山田酒造等、蟹江町

の醸造業の伝統は現在まで続いています。 

他にも、近代以降の蟹江町では白イチジクや日本刺繡等新た

な特産品が生み出され、白イチジクは今も特産となっています。さ

らに、昭和になると温泉の掘削に成功し、その湯量や泉質は高く

評価されています。 

  

関西線を走る機関車 

甘強味淋醸造場の図（甘強酒造蔵） 

昭和初期の漁港 
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近代の文化や人物に目を向けると、地元の著名人としては、探

偵小説（後の推理小説・ミステリー小説）として知られる小酒井
こ さ か い

不木
ふ ぼ く

（１８９０-１９２９）がいます。その他、蟹江町出身の実業家で

浮世絵を収集し「神田コレクション」を築いた神田鐳蔵
か ん だ ら い ぞ う

（１８７２-１

９３４）、近世後期から明治初期に活動した南画家の林稼亭
はやしかてい

（１８

２４-１９０５）等がいます。山田
や ま だ

玉田
ぎょくでん

（１８７２-1961）や森本
も り も と

三鎧
そうがい

（１９０１-１９７９）、丹羽
に わ

賢
けん

龍
りゅう

（１８８８-１９７４）らは、蟹江町出身の

仏教家として活躍しただけでなく、書道家としても評価が高い人

物です。 

また、昭和３９（１９６４）年には文豪吉川英治が詠んだ句碑が

建立されました。さらに昭和４３（１９６８）年には、鹿島神社文学苑

句碑の建立が始められる等、蟹江町は近代以降の文学に関連す

る著名人の活躍やそれを顕彰する活動が盛んになりました。 

 

 

  

小酒井不木 
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第２章 蟹江町の文化財の概要 
 

１．指定等の文化財 
 

国においては、文化財保護法に基づき、文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、

「文化的景観」及び「伝統的建造物群」の６つに定義し、重要な文化財が指定・選定・登録されているほか、無

形文化財、無形の民俗文化財の中から記録作成等の措置を講ずべきものが選択されています。また、愛知県で

は愛知県文化財保護条例、蟹江町では蟹江町文化財保護条例に基づき、重点的に保護すべき文化財が指定さ

れています。 

蟹江町には現在、１９件の指定文化財と７件の登録有形文化財、１件の選択文化財があり、（国指定になった

１件を除く）。合計２７件の指定・登録・選択の文化財があります。 

 

 

[指定等文化財件数] 

※国指定となった１件を除く 

 

指定文化財については、国指定が４件、県指定が２件、町指定が１３件となっています。国指定重要文化財は

「冨吉建速神社本殿」と「八劔社本殿」の建造物が２件、龍照院蔵「木造十一面観音立像」の彫刻が１件、それ

に重要無形民俗文化財として「須成祭の車楽船行事と神葭
み よ し

流
なが

し」が１件あります。県指定は地蔵寺所蔵の

「絹本
けんぽん

著色
ちゃくしょく

文殊菩薩
も ん じ ゅ ぼ さ つ

画像
が ぞ う

」「絹本著色千手観音画像」の絵画が２件です。町指定文化財には「木造狛犬」「木

類型 
国 県 町 

総数 
指定 登録 選択 指定 指定 

有形文化財 

建造物 ２ ７ ― ０ ０ ９ 

美
術
工
芸
品 

絵画 ０ ０ ― ２ ０ ２ 

彫刻 １ ０ ― ０ ３ ４ 

工芸品 ０ ０ ― ０ ４ ４ 

書跡・典籍 ０ ０ ― ０ ０ ０ 

古文書 ０ ０ ― ０ ０ ０ 

考古資料 ０ ０ ― ０ ０ ０ 

歴史資料 ０ ０ ― ０ １ １ 

小計 3 7 ― 2 8 20 

無形文化財 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

民俗文化財 

有形の民俗文化財 ０ ０ ― ０ ２ ２ 

無形の民俗文化財 １ ０ １※ ０ １ ３ 

小計 1 0 １※ 0 3 5 

記念物 

遺跡（史跡） ０ ０ ― ０ ０ ０ 

名勝地（名勝） ０ ０ ― ０ ０ ０ 

動物、植物、地質鉱物（天然記念物） ０ ０ ― ０ ２ ２ 

小計 0 0 ― 0 2 2 

文化的景観 ０ ― ― ― ― ０ 

伝統的建造物群保存地区 ０ ― ― ― ― ０ 

合 計 ４ ７ １ ２ １３ ２７ 
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造大日如来坐像」「木造薬師如来立像」の彫刻が３件、「鋳鉄造
ちゅうてつぞう

釣
つり

燈
と う

籠
ろ う

」「神前
しんぜん

鏡
きょう

（素文懸
す も ん か け

鏡
かがみ

）」「石造狛犬」

「鰐
わに

口
ぐち

」の工芸品が４件、歴史資料として冨吉建速神社の「棟
むな

札
ふだ

（五社
ご し ゃ

造営棟
ぞうえいむな

札
ふだ

）」が１件、有形の民俗文化財

として「須成祭山車人形」「彩色陶製狛犬」の２件、無形の民俗文化財として「蟹江新町日吉
ひ よ し

神楽
か ぐ ら

」１件、天然記

念物として「須成龍照院のイチョウ」「舟入中部神明社のイチョウ」の２件、という内訳です。国登録有形文化財

は、甘強味淋（現、甘強酒造株式会社）の一連の建造物「甘強味淋旧本社事務所」「甘強味淋工場」「甘強味

淋住宅主屋」「甘強味淋住宅土蔵」と、山口家に関する「山口家住宅主屋」「山口家住宅茶室」「山口家住宅表

門」の７件があります。また、国選択無形民俗文化財については、「尾張西部の子供ザイレン」の１件が該当しま

す。尾張西部の各地で子どもたちが主体となって行う祭礼として選択がされていますが、蟹江町で現存するのは、

須成地域で行われている植え付け祭りが該当します。 

６類型に従って整理してみると、有形文化財が２０件と最も多くみられ、うち建造物が最多の９件です。冨吉建

速神社本殿八劔社本殿の２件は室町時代の神社建築の様式を伝えており、甘強味淋の建造物４件や山口家の

建造物３件は当町の産業と人々の営みを示す文化財として価値があるものです。美術工芸品１１件は全て仏教

関連の文化財や神社所蔵の宝物です。次に多いのが民俗文化財の５件で、有形の民俗文化財が２件、無形の

民俗文化財が３件あり、うち４件が祭礼に関する文化財です。記念物２件は、いずれも天然記念物のイチョウです。

これらの文化財の所在地をみてみると、全て蟹江町の中心を流れる蟹江川に沿った場所にあります。 
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[指定等文化財の分布]  

 

  

■ 国指定重要文化財 

■ 国登録文化財 

■ 国選択文化財 

■ 県指定文化財 

■ 町指定文化財 

尾張西部の子供ザイレン 

冨吉建速神社本殿 

八劔社本殿 

須成祭の車楽船行事と神葭流し 

鋳鉄造釣灯籠 

神前鏡（素文懸鏡） 

石造狛犬 

木造狛犬 

棟札（五社造営棟札） 

須成祭山車人形 

彩色陶製狛犬 

木造十一面観音立像 

木造大日如来坐像 

鰐口 

須成龍照院のイチョウ 

 

「地理院地図」（国土地理院）を使用して作図 
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２．未指定文化財 
 

当町の未指定文化財は寺院や神社をはじめとして宗教関連の絵画や彫刻から歌碑、句碑等の記念碑、古文

書等幅広く、長い間積み重ねられてきた蟹江町の歴史と文化を表しているといえます。ここでは大分類を「建造

物」「文化的資料」「民俗芸能」「遺跡」「自然・景観」「石造物」「産業」「郷土食」の８つに分類し、その下をさら

に特色を示すため小分類を設定しています。 

全体の件数は５００件、大分類ごとにみてみると「建造物」が６５件、「文化的資料」が９９件、「民俗行事」が９

５件、「遺跡」が１３３件、「自然・景観」が１０件、「石造物」が６５件、「産業」が２１件、「郷土食」が１２件です。 

[未指定文化財の地域ごとの集計（件）]（令和４年６月時点） 

大分類 小分類 
須西 

地域 

蟹江 

地域 

学戸 

地域 

舟入 

地域 

新蟹江 

地域 
町全域 合計 

建造物 建物 ０ ５ ０ ０ １ ０ ６ 

橋梁 １２（３） １５（９） １８（１０） ３（３） １４（５） ０ ４７（１５） 

防災施設 ２ ２ ４ ０ ４ ０ １２ 

小計 １４（３） ２２（９） ２２（１０） ３（３） 19（５） 0 65（１５） 

文化的資料 絵画 ８ １４ ４ ０ ０ ０ ２６ 

彫刻 １３ １ ０ ０ ０ ０ １４ 

工芸品 ０ ８ ０ ０ ０ ０ ８ 

書跡 ２ １３ ０ ０ ０ ０ １５ 

古文書 ２ ９ ０ ０ ０ ０ １１ 

歴史資料 ９ １０ ０ ０ ０ ０ １９ 

生活道具 ０ ６ ０ ０ ０ ０ ６ 

小計 34 61 4 0 0 0 99 

民俗行事 有形民俗 １６ ２０ １８ ２ ２４ ０ ８０ 

無形民俗 ２ ３ ４ １ ５ ０ １５ 

小計 18 23 22 3 29 0 95 

遺跡 寺院 １３ ８ １６ ６ １６ ０ ５９ 

神社 １１ １６ ６ ４ １３ ０ ５０ 

伝承地 ２ ３ ２ ０ １ ０ ８ 

防災施設跡 ２ ３ ２ ３（１） ７（１） ０ １６（１） 

小計 28 30 26 13（１） 3７（１） 0 133（１） 

自然・景観 - ４ ２ １ １ １ １ １０ 

石造物 歌碑・句碑 １ ０ ０ ０ ２７ ０ ２８ 

記念碑 ９ １０ １ ６ ４ ０ ３０ 

灯篭 １ ４ ０ １ １ ０ ７ 

小計 11 14 1 7 32 0 65 

産業 漁業 ０ ７ ０ ０ ０ ０ ７ 

農業 ０ ７ ０ ０ ０ １ ８ 

商工業 ０ ４ ０ ０ ０ ２ ６ 

小計 0 18 0 0 0 3 21 

郷土食 - １（１） ３ ０ ０ １（１） ８ １２（１） 

合計 １１０(４) １７３(９) ７６（１０） ２７（４） １１９（７） １２ ５００（１７） 

※（）内の数字は地区を跨っている文化財の数量を示す。  



43 

小分類でみてみると、最も数が多いのは８０件の「有形民俗」です。続いて多いのが５９件の「寺院」です。５０

件の「神社」も合わせると、寺社が蟹江町における未指定文化財の多くを占めているといえます。その他、比較的

件数が多いのは「歌碑・句碑」や「記念碑」です。これは、鹿島神社文学苑の碑建立が影響していると考えられま

す。また、「建造物」の「橋梁」が多いのも蟹江町の特徴です。これは川が多い水郷である蟹江町ならではといえ

ます。一方、数量の少なさでは「建造物」の「建物」、「文化的資料」の「生活道具」、「産業」の「商工業」が６件

となっています。 

次に、地域別で文化財の所在を確認すると、地域を跨っている文化財も含めて件数の多い順に、「蟹江地域」

１７３件、「新蟹江地域」が１１９件、「須西地域」が１１０件、「学戸地域」が７６件、「舟入地域」が２７件となってい

ます。 
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３．地域ごとの文化財の特徴 
 

指定等文化財と未指定文化財を合わせると各地域の文化財の件数は、須西地域１２５件、蟹江地域１８１件、

学戸地域７９件、舟入地域２８件、新蟹江地域１１９件となります。蟹江町北部に位置し古くから土地が形成され、

門前町として栄えた区域のある須西地域や、蟹江川に接し近世以降町場として栄えた蟹江地域は、文化財の数

や種類も多く、文化的資料はこの二つの地域に集中しています。蟹江地域には歴史民俗資料館があり、その館

蔵資料も加えられているため、最も多い件数となっています。また、蟹江町南部の新蟹江地域に所在する１１件の

防災施設のうち６件は排水機場等の治水のための施設であり、土地が低く、多くの河川が南端で合流する蟹江

町ならではの特徴があらわれています。 

全域をとおして橋梁や寺院や神社が多く所在しており、川とともに人々の営みがあり、その中で篤い信仰により

宗教文化が各地に根付いたことが分かります。 

 

（１）須西地域 

須西地域は、１５件の指定等文化財があり、当町全体で最

も指定等文化財件数が多い文化財の宝庫です。龍照院及び

冨吉建速神社・八剱社所蔵の彫刻や絵画といった美術品が

多いのも特徴的です。全１１０件の未指定文化財も寺社・石造

物・絵画・彫刻等バランスよく所在しています。蟹江町北部に

位置し、中世から門前町として栄えつつも、農村的要素のある

この地域ならではといえるでしょう。 

 

   

神田氏家系碑 

蓮行寺と西之森神社 

建物, 2

橋梁, 12

防災施設, 2

絵画, 8

彫刻, 16

工芸品, 4

書跡, 2

古文書, 2

歴史資料, 10
有形民俗, 18

無形民俗, 4

寺院, 13

神社, 11

伝承地, 2

防災施設跡, 2

自然・景観, 5

歌碑・句碑, 1

記念碑, 9

灯篭, 1

郷土食, 1

須西地域

125件
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（２）蟹江地域  

蟹江地域は、指定等文化財が８件、未指定文化財は他地

区と跨るものを含めると１７３件が所在します。未指定文化財

では、寺社及び石造物が多くあげられます。さらに、石造物の

内訳として個人を記念・顕彰するもの、戦争関連のものが含ま

れます。区内には蟹江城址や蟹江川護岸跡の玉石、古い路地

等が残り、ノスタルジックな雰囲気に包まれています。蟹江川沿

いには甘強味淋工場や蟹江城に関連した文化財を中心に幅

広い文化財が所在しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）学戸地域 

学戸地域は、指定文化財３件、未指定文化財７６件が所在

しています。面積の割に寺院の数が１６件と最も多く、仏事や神

事等の行事も地域で守り伝えられてきました。新蟹江地域と同

じく神楽屋形も多く継承され、遺跡と農村的特徴を兼ね備えた

まちといえます。なお、一般的に神楽は神前に奏する舞楽を指

しますが、当町を含む尾張の西部一帯では切
き り

破風
は ふ

の祠形に彫

刻や金箔を施した屋形を神楽または神楽屋形と呼び、村ごと

にその豪華さを競いあったといいます。 

 

  

甘強味淋旧本社事務所

（甘強酒造西洋館） 

蟹江川護岸跡の玉石 

蟹江新町日吉神楽 

白イチジクの栽培地 

建物, 12

橋梁, 15

防災施設, 2

絵画, 14

彫刻, 2

工芸品, 8

書跡, 13

古文書, 9

歴史資料, 10

生活道具, 6有形民俗, 20

無形民俗, 3

寺院, 8

神社, 16

伝承地, 3

防災施設跡, 3

自然・景観, 2

記念碑, 10

灯篭, 4

漁業, 7

農業, 7 商工業, 4 郷土食, 3

蟹江地域

181件

橋梁, 18

防災施設, 4

絵画, 6

有形民俗, 18無形民俗, 5

寺院, 16

神社, 6

伝承地, 2

防災施設跡, 2

自然・景観, 1
記念碑, 1

学戸地域

79件
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（４）舟入地域 

舟入地域では、天然記念物１件、未指定文化財２７件が所

在しています。 

かつて漁港で栄えた地域のため川と家々との距離が近く、

今も堤防から階段が住宅地に伸びています。寺社に関連する

文化財が大半を占めていますが、大きな寺院だけではなく、路

傍にも小堂・小祠が多く残ります。堂内の仏像には前かけや服

が着せられ、供花が絶えず、近隣の住民の信仰心の深さがう

かがえます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（５）新蟹江地域 

新蟹江地域は、他地区と跨るものを含め、未指定文化財が

１１９件所在します。その内、鹿島神社境内の句碑が２６件、吉

川英治句碑が１件あるほか、小酒井不木が育った地域でもあ

り、文学ゆかりの地の中心地といえます。また、祭礼や神楽屋

形等の民俗文化財が地域で守られてきたことも読み取ること

ができます。 

日光川と佐屋川・蟹江川・善太川の各川の合流区域を含

むため排水に苦労を重ねた結果、域内に排水機場を多く持つ

こともこの地域の特徴といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域内に多く見られる記念碑 

秋祭り 

水田と鹿島神社 

鍋蓋地区の秋祭り 

建物, 1

橋梁, 14

防災施設, 4

有形民俗, 24

無形民俗, 5

寺院, 16
神社, 13

伝承地, 1

防災施設跡, 7

自然・景観, 1

歌碑・句碑, 27

記念碑, 4

灯篭, 1

郷土食, 1

新蟹江地域

119件

橋梁, 3

有形民俗, 2

無形民俗, 1

寺院, 6

神社, 4

防災施設跡, 3

自然・景観, 2

記念碑, 6

灯篭, 1

舟入地域

28件
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４．類型ごとの文化財の概要と特徴 
 

把握した指定等文化財と未指定文化財を踏まえ、当町の文化財の類型ごとの特徴を整理します。須成祭が大

きく注目される傾向がありますが、祭礼や神楽、それに付随する祭礼道具等蟹江町で受け継がれてきた信仰や

芸能の文化が今も数多く残っています。歌碑や句碑、記念碑、歴史資料として地元の著名人の記録があることは、

蟹江町の人々の文化的活動や歴史を掘り起こすことにもつながるでしょう。また、橋梁といった近代的な建造物

がある一方で、寺社や仏像、小社等も多くあり、昔から変わらない営みと蟹江町の発展のどちらも文化財として

残されています。祭礼や信仰関連の文化財が多いのは事実ですが、分類からは水郷として発展してきた蟹江町

の多様な面がみえてきます。 

 

（１）建造物 

未指定文化財に河川関連の建物が多いことは、水郷地としての蟹江町の姿を感じさせます。  

 

① 建物 

建物には国指定重要文化財の「冨吉建速神社本殿」「八劔社本殿」や国登録有形文化財である甘強味淋と

山口家住宅関連の建造物に加え、未指定の「黒川家住宅」や「和徳学校太鼓堂棟瓦」等が数件所在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②橋梁 

橋梁は全て未指定文化財です。「蟹江大橋」や「御葭
み よ し

橋
ばし

」等の他、「ＪＲ蟹江川橋梁」や「近鉄蟹江川橋梁」等

鉄道に関わる橋梁もあります。 

 

 

 

 

  
蟹江大橋 御葭橋 JR蟹江川橋梁 近鉄蟹江川橋梁 

甘強味淋旧本社事務所

（甘強酒造西洋館） 

山口家住宅主屋 黒川家住宅 冨吉建速神社本殿・ 

八劔社本殿 
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③防災施設 

防災施設は十数件ありますが、橋梁と同様に全て未指定文化財です。各地域にある「火の見櫓」と「大膳排

水機場」や「蟹江大澪
おおみよ

排水機場」をはじめとした排水機場の２種に大別されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）文化的資料 

文化的資料には指定及び登録文化財と未指定文化財どちらも所在しており、宗教関連の文化財が多いこと

は共通しています。 

 

①絵画 

絵画には県指定で地蔵寺所蔵の「絹本著色文殊菩薩画像」「絹本著色千手観音画像」の他、未指定にも龍

照院の「仏
ぶつ

涅槃図
ね は ん ず

」や盛泉寺の「聖徳太子真影」等各地区の寺院が所蔵している文化財が見られます。仏教関

連の絵画が多いですが、「林稼亭関連資料」「佐藤高越
こうえつ

関連資料」といった町ゆかりの画家の作品群も含まれ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
絹本著色文殊菩薩画像

（地蔵寺蔵） 

佐藤高越筆 虎図屏風 絹本著色千手観音画像

（地蔵寺蔵） 

林稼亭筆 花 

大膳排水機場 蟹江大澪排水機場 蟹江大澪排水機場 

昔使われていたポンプ 

火の見櫓（今川東） 
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②彫刻 

彫刻は、龍照院所蔵で国指定の「木造十一面観音立像」や町指定の「木造大日如来坐像」、安楽寺所蔵の

「木造薬師如来立像」等仏像が多く分類されています。指定のもの以外でも龍照院の「不動明王坐像」や

行者堂
ぎょうじゃどう

(佛光寺）の「善導
ぜんどう

大師
だ い し

」、冨吉建速神社・八剱社の「翁面」等、寺社所蔵の文化財が多くあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③工芸品 

工芸品は、町指定文化財として龍照院所蔵の「鰐口」と、冨吉建速神社・八剱社所蔵の「鋳鉄造釣燈籠」「神

前鏡（素文懸鏡）」「石造狛犬」の４件が所在しています。未指定文化財では、「中村道
どう

年
ねん

赤楽茶碗」等歴史民

俗資料館所蔵資料が７件あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④書跡 

書跡の文化財は全て未指定で、そのほとんどが「小酒井不木関連資料」や「神田鐳蔵関連資料」等蟹江町ゆ

かりの人々の関連資料です。 

 

 

  

翁面 木造大日如来坐像（龍照院蔵） 木造薬師如来立像 

（安楽寺蔵） 

鰐口（龍照院蔵） 鋳鉄造釣燈籠 

（冨吉建速神社・八剱社蔵） 

神前鏡 

（冨吉建速神社・八剱社蔵） 

木造十一面観音立像 

（龍照院蔵） 
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⑤古文書 

古文書には指定等文化財はありませんが、「鈴木家（蟹江家）文書」に代表される近世以降の資料が多数あ

ります。鈴木家は、蟹江合戦で活躍し、近世には新田開発等を行い、近代に姓を蟹江に変え、初代蟹江町長を輩

出した、当町の歴史に深い関りを持つ家柄です。そのほかに作曲家山田耕筰
こ う さ く

直筆の「蟹江小学校校歌楽譜」や

「手紙」等があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥歴史資料 

歴史資料には町指定の「棟札（五社造営棟札）」の他、未指定の「冨吉建速神社・八劔社神社棟札」や「八

幡社棟札」等棟札が多く所在しています。龍照院の「神仙
しんせん

人物
じんぶつ

故事
こ じ

鏡
かがみ

」といった什物や「鈴木家(蟹江家)生活

道具」のように歴史民俗資料館に収蔵されている道具類もあります。 

 

⑦生活用具 

生活用具はすべて未指定で、６件が該当します。蟹江町歴史民俗資料館所蔵の「住生活道具」「食生活道具」

「衣生活道具」「玩具類」に加え、「防火・防災に関する道具」と「古銭・貨幣」があります。 

 

（３）民俗行事 

有名な須成祭の他にも祭礼や神楽等の伝統芸能が今も蟹江町の人々によって受け継がれ執り行われている

ことを物語っています。 

 

①有形民俗 

有形の民俗文化財で指定のものは町指定の「須成祭山車人形」だけですが、未指定のものでは「金箔神楽

屋形」や「猩々旗
しょうじょうき

」等の祭礼道具が各地区に所在しています。他にも「獅子頭」や「馬具」、「祭礼幕」、「桶
おけ

胴
どう

太鼓
た い こ

」「力石
ちからいし

」等祭礼や行事で使われたさまざまな楽器や道具類が多く残っています。 

 

 

 

 

 

 

  

鈴木家（蟹江家）文書 蟹江小学校校歌楽譜 

須成祭山車人形 祭礼幕（源氏） 馬具（蟹江本町川西） 力石 
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②無形民俗 

指定の無形の民俗文化財には国指定の「須成祭の車楽船行事と神葭流し」と町指定の「蟹江新町日吉神楽」

があります。また、国選択無形の民俗文化財として「尾張西部の子供ザイレン」があり、須成地域で行われている

植え付け祭りが該当します。未指定では「火渡り神事」や「蟹江祭」、「舟入神楽」、「西之森神楽太鼓」等蟹江

町に伝わる様々な伝統行事や芸能が所在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）遺跡 

①寺院  

寺院に指定等文化財はありません。全て未指定で、基本的には「龍照院」や「西光寺」等蟹江町内の寺院と、

「富吉地蔵菩薩」をはじめとした蟹江町各地区に残る地蔵菩薩が中心です。一部、「舟入神明社 釈迦堂」とい

った寺院外に置かれている堂宇
ど う う

もみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②神社  

本殿が重要文化財となっている「冨吉建速神社・八剱社」をはじめ、「舟入神明社」や「西之森神社」等各地

の氏神のほか、ここには摂社、末社や小社も含まれます。「蟹江神明社 本殿石垣の礎石」や「蟹江神明社 狛犬」

等境内の文化財も神社の分類として扱っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

須成祭朝祭 火渡り神事 蟹江祭 蟹江新町日吉神楽 

龍照院 西光寺 地蔵堂（富吉） 舟入神明社 

釈迦堂 

西之森神社 蟹江神明社本殿石垣の礎石 舟入神明社 
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③伝承地 

伝承地は未指定のみで、「蟹江城址」のほか、「親鸞聖人腰掛石」「晴明塚」「源氏塚」のほか、多くの俳人が

蟹江を訪れて詠んだ句碑が建ち並ぶ「鹿島神社文学苑」も遺跡に含んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

④防災施設跡 

防災施設跡は全て未指定文化財です。各地域の「火の見櫓跡」や「日光川樋門跡」や「蟹江川樋門跡」が該

当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）自然・景観 

町指定の「須成龍照院のイチョウ」「舟入中部神明社のイチョウ」「島畑（刎
はね

畑
ばた

）」や「蟹江川護岸跡の玉石」

といった蟹江町独特の景観が所在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

源氏塚 

（現地調査写真） 

蟹江城址 晴明塚 鹿島神社文学苑 源氏塚 

蟹江川護岸跡の玉石 舟入中部神明社の 

イチョウ 

須成龍照院のイチョウ 島畑（刎畑） 

蟹江川樋門跡 
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（６）石造物 

指定等文化財に石造物は見られませんが、未指定文化財としては６５件所在しています。その多くが歌碑と句

碑ですが、それ以外にも蟹江町各地に人物や歴史に関する石造物が建てられていることがうかがわれます。 

 

①歌碑・句碑 

歌碑・句碑は多くが鹿島神社文学苑にある「中村汀女句碑」や「水原秋桜子句碑」等の石碑です。また、龍照

院に「龍照院 川柳石碑」があります。 

 

 

 

 

 

 

 

②記念碑 

記念碑は「不木碑」や「戸谷徳一翁碑」等蟹江町ゆかりの人物にまつわる碑が多くあります。その一方で、「蟹

江漁業協同組合記念碑」「蟹江城主先祖代々供養塔」「忠霊塔」「聖徳皇太子塚」「蟹江町道路元標」等もあり、

時代や傾向が幅広いのが記念碑の特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③灯篭 

灯篭は、「鹿嶋神社石灯篭」、「蟹江神明社常夜灯」と「蟹江神明社灯篭」、「三名神社常夜灯」等があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

山口誓子句碑 中村汀女句碑 水原秋桜子句碑 龍照院 川柳石碑 

不木碑 戸谷徳一翁碑 忠霊塔 聖徳皇太子塚 

蟹江神明社 

灯篭 

蟹江神明社 

常夜灯 

鹿嶋神社 

石灯篭 

三明神社 

常夜灯 
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（７）産業 

産業は未指定文化財のみですが、地域の生業を今に伝えています。 

 

① 漁業 

漁業には歴史民俗資料館所蔵の「漁業組合資料」や川漁で使用された漁具、伊勢湾で使用された打瀬船関

連の資料等があります。 

 

 

 

 

 

 

② 農業 

農業は蟹江町で採れる「白イチジク（蓬莱
ほうらい

柿
し

）」のほか、歴史民俗資料館に所蔵されている米作りで使用され

た「田舟」や「田下駄」、「耕作関連道具」や「稲作用除草機」、「米収穫関連道具」等があります。 

 

 

 

 

 

 

 

③商工業 

商工業は「味醂・酒」や明治から昭和にかけて盛んだった「日本刺繍」等があげられ、歴史民俗資料館所蔵の

醸造道具や日本刺繍の製品も多く残されています。  

 

 

 

 

 

 

 

（８）郷土食 

郷土食は全て未指定です。「いな饅頭」や「ふなみそ」、「もろこ寿司」のような川で捕れる食材を使った水郷な

らではの料理のほか、蟹江合戦が起源だとされる「茶粥（米ぢゃ）」といった、蟹江町の歴史と関連づけられる料

理もあります。 

 

 

 

  

白イチジク（蓬莱柿） 

日本刺繍 

いな饅頭 ふなみそ 茶粥 

打瀬船模型 

田舟 

醸造道具 
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第３章 蟹江町の歴史文化の特徴 
 

前章までで蟹江町の地理や歴史を確認し、文化財の整理分類をしてきました。ここからうかがえるのは、水とと

もに蟹江町が発展し、様々な文化財が生まれてきたということです。 

古くは海であったこの地域は、川が運んだ土砂によって陸地となり、多くの川が集まり海へと注ぐ土地で人々は

営みを始めました。そのため、人々の生活は常に水とともにありました。水田での稲作に加え、川や近海では漁業

が盛んに行われ、かつて水産物は蟹江町の特産品でした。また、豊富な川の伏流水や水田で収穫できる米、水

路を使った物流が醸造業の発展にもつながりました。そして、身近に捕れる川魚と酒やみりん等の調味料を活か

した郷土食がこの地に根付きました。 

多くの川が流れ、伊勢湾に近いという立地は、漁業や物流だけでなく、人の行き交いも盛んにしました。そのた

め、伊勢湾へ臨む要衝として蟹江城が築かれ、この城を奪い合う蟹江合戦にも結びついていきました。 

舟運による物流と人々の交流、水産物や伏流水の恵みによって川沿いを中心にまちは発展していきました。そ

こに住む人々が生活するなかで培ってきた篤い信仰により、寺社をはじめとした宗教文化が花開き、関連する数

多くの文化財が残されてきたのです。その中で、労働の励みとして祭礼が行われ、受け継がれてきたのです。そし

て、水の恩恵によって蟹江の地が発展し、地域特有の文化が育まれたことにより、文学者等の著名人が数多く輩

出されたのです。 

ただし、水とともに生きていくためには、度々見舞われる水害に耐え、治水への努力を絶えず行わなくてはなら

なかったのも事実です。水からの大きな恵みを受けてきた一方で、水との戦いという負の面があったことも忘れて

はなりません。 

このようにみたとき、蟹江町の歴史文化を包括する特徴は「水郷」です。多くの川が町内を流れ、古くから海沿

いの港町として発展してきた蟹江町にとって、水郷であることが文化を育む基盤であったといえます。そして、水郷

にまつわる歴史文化から派生して様々な特徴が生まれてきたのです。 

本計画では、水郷という蟹江町の歴史文化から生まれた多様なキーワードを抽出し、「水郷の生活」「蟹江城」

「祭礼」「著名人」「災害」という５つのキーワードに着目しながら特徴をまとめました。 

  

 

水
郷
に
ま
つ
わ
る
歴
史
文
化 

蟹江城と蟹江合戦 

水郷のまちの人々が守り伝えてきた祭礼・信仰 

水の豊かな土地が育んだ地域ゆかりの著名人 

水郷として育まれたまちの生活 

水との戦いを乗り越えた歴史 



56 

（１）水郷として育まれたまちの生活 

佐屋川、蟹江川、善太川等の川が日光川に注ぎ、伊勢湾に繋

がっていた蟹江は昔から良好の漁場に恵まれていました。川の水

と海水がまじりあう汽水域であったことから、フナやモロコのほか、

良質なウナギやシジミが採れ、川から引いた用水を利用した田に

は魚が入り込むこともありました。そのため、当町では海や川だけ

でなく、用水や田でも様々な漁が行なわれ、工夫を凝らした漁具

が残されています。 

江戸時代の新田開発によって開拓された水田が広がる蟹江町

の主な農産物は米です。道路があまり整備されていなかった時代

には、遠くの田んぼに出かけるために網目のように流れる水路を

使い舟を漕ぐ農家の人の姿がみられたといいます。また、低湿地

で泥土に足をとられないよう、田舟や田下駄等の道具を使ってい

たのも特徴です。また、蟹江町特産の農産物に白イチジクがありま

す。蓬莱柿という日本古来の希少な品種です。かつては蟹江川沿

いの堤防や民家の庭によく生えていたといいます。白イチジクは低

湿地によく生育しており、水郷である蟹江が適していたのです。そ

れを明治時代に出荷したのが始まりで、一時はイチジクをいっぱ

いに載せたイチジク列車が運行していたと伝えられています。伊勢

湾台風の被害や農家の減少により出荷数は減りましたが、ケーキ

や和菓子等の加工品も作られ、親しまれています。 

原料となる川の伏流水と水田で豊富に採れる米に恵まれた蟹

江町では昔から酒や味醂等の醸造業が盛んでした。蟹江川の川

筋には原料や製品を運ぶ時の利便性から酒蔵が建ち並び、明治

の初めには１９軒もの造り酒屋がありました。現在ではその数は減

ったものの、蟹江川沿いに建つ工場、住宅、蔵、事務所が登録有

形文化財建造物になっている甘強酒造をはじめとした、創立から

150年近く経つ伝統を守り続ける酒蔵が残ります。 

水郷の町、蟹江町では昔から地元で採れる魚を様々に工夫し

て食べていました。いな饅頭、ぼら雑炊、ふなみそ、もろこ寿司等が

今も受け継がれています。イナは、ボラの子で、いな饅頭は、イナの

腹を切らずに腸と背骨をとり、調理味噌を焼いた、趣向を凝らした

おもてなし料理です。伊勢湾が近い蟹江の川にはボラが遡上して

くるため、イナやボラは蟹江で昔からよく使われる食材でした。ま

た、このあたりの地域では炊き込みご飯のことを「雑炊」と言い、

ぼら雑炊はボラを使った炊き込みご飯のことを指します。大勢集ま

った時によく食べられました。ふなみそは豆味噌でフナをじっくり煮

込んだ冬のごちそう、もろこ寿司はモロコの佃煮をのせた押しずし

で、祭りや法事の時に食べたハレの食事です。郷土食を伝えるこ

昭和初期の魚市場の様子 

白イチジク 

甘強酒造 

もろこ寿司 
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とは、川魚を食べるという食文化とともに、地域の生活文化を伝え

るものでもあります。 

このように、水産物や農産物、醸造業、そして食文化にいたるま

で、いずれも海や川等豊かな水資源があったからこそ育まれてき

たものです。ここに、蟹江の生活文化が水郷特有のものであること

が見てとれます。 

 

（２）蟹江城と蟹江合戦 

蟹江城の成立は定かではないものの、大正４（１９１５）年に建

てられた「蟹江城址」の碑文によると、永享年間（１４２９－１４４１）

に北条時任がこの地に城塞を築いたとされています。また、天保１

４（１８４３）年に編纂された『尾張志』には渡辺源十郎という人物

が築城したとも記されていますが、この城塞がそのまま改築された

ものか、新たに築城されたものかは不明で、様々な伝承を生んで

いたことがわかります。 

蟹江に城が築かれた理由としては、いくつもの河川が流れ伊勢

湾に注ぐ場所で、水上交通の要衝であったことから、伊勢攻略の

拠点となると考えられたからだといわれています。そして、何度かこ

の城を巡る戦いが繰り広げられました。 

蟹江城を舞台にした戦いは複数ありますが、特に天正１２年（１

５８４）年の小牧・長久手の戦いに関連する戦いは、蟹江合戦とし

て後世にも語り継がれています。この戦いでは、海運の重要拠点

だった蟹江をめぐって織田・徳川連合軍と、羽柴秀吉軍が戦い、

最終的に織田・徳川連合軍が勝利しました。城主であった佐久間

正勝の留守を任されていた前田長定の寝返りにより秀吉軍の滝

川一益が入城した際、鈴木重安、重治が抵抗した功績により、織

田・徳川連合軍の勝利に結びついたとされ、戦いの後に徳川家康

が重治に槍を与えたと伝えられています。 

また、蟹江の郷土食である茶粥は、この戦いの際に兵士が作っ

たのがはじまりだとされています。蟹江の茶粥は、川の土手等に自

生したカワラケツメイという一年草をお茶の代用として煮出して作

るのが特徴で、町内でも蟹江城址周辺の地域の家でよく食べら

れてきました。 

 

 

 

  

蟹江城址 

茶粥 
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（３）水郷のまちの人々が守り伝えてきた祭礼・信仰 

江戸時代になると、町民たちの文化も発展していきました。寛文

年間（１６６１－１６７３）に編さんされた『寛文村々覚書』には須成

祭が毎年旧６月１７日・１８日にあり船が出ていたことが記録され

ています。また、江戸末期の『尾張名所図会附録』にも、蟹江川に

巻藁船が浮かぶ須成祭の様子が描かれており、当時から華やか

に行われていたことがわかります。蟹江川周辺の風景は変化して

いますが、祭船の様子は今もほとんど変わりありません。須成祭は

「車楽船行事」と「神葭流し」に関わる行事で構成され、長期にわ

たって数々の行事が行われますが、時代に合わせながらも伝統を

守り、地域の人々の手によって伝えられてきています。 

また、蟹江神明社の祭礼である蟹江祭は、町民が仮装等をして

祭囃子に合わせて道踊りを行い、賑やかに行われることが有名で、

享保２（１７１７）年８月に尾張藩主徳川継友が、この祭りが盛大

であると聞き名古屋城へ出向かせたとされます。この時には、蟹江

本町に加え今村、金
かね

柳
やなぎ

、百
ずん

保
ぼ

、西之森、観音寺、蟹江新田、福田

新田から総勢２千人が、馬の塔を先頭に名古屋城へ行列したと

伝えられています。昭和末期に道踊りの披露がなくなる等一時衰

退した時期もありましたが、平成以降は道踊りも復活し、祭囃子の

伝承活動も続けられています。 

蟹江川沿いには龍照院、冨吉建速神社・八剱社、善敬寺、松秀

寺、地蔵寺、西光寺、蟹江神明社、安楽寺、法応寺、盛泉寺等多く

の寺社が並んでいます。川沿いに人々の営みが育まれ、人々の精

神的な拠り所として寺社が多く存在したことがうかがえます。また、

町内各所には小社や地蔵堂も点在しています。これらの寺社等で

は古くから続く行事や祭礼、それにともなう芸能も伝えられており、

須成祭や蟹江祭のほか蟹江新町日吉神楽、秋葉三尺坊大権現

の火渡り神事、釜鳴り神事等が伝統を守って行われています。 

 

  

『尾張名所図会附録』 

富吉天王宵祭須成橋古覧 

蟹江祭 

蟹江新町日吉神楽 
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（４）水の豊かな土地が育んだ地域ゆかりの著名人 

医学者でありながら、探偵小説（後の推理小説・ミステリー小

説）として、また、俳人として大正から昭和初期にかけて活躍し、多

くの作品を残した小酒井不木（１８９０－１９２９）は、明治２３（１９９

０）年に新蟹江村（現・蟹江新田）の地主の息子として生まれまし

た。不木の生家は日光川の支流沿いにあり、自伝には川沿いの風

景を愛でる文章を残しています。太平洋戦争中には文豪吉川英

治（１８９２－１９６２）が度々蟹江を訪れたといい、蟹江の水郷地帯

の風景を「東海の潮来」と称したとされています。昭和３９（１９６４）

年には、蟹江で詠んだ「佐屋川の土手もみちかし月こよひ」の句

碑が有志により建立され今に残されています。さらに、建築家であ

り俳人である黒川巳喜
く ろ か わ み き

（１９０５－１９９４）は、昭和４３（１９６８）年

に水郷地帯の風景を句碑に刻んで残そうと鹿島神社文学苑句碑

の建立を始め、蟹江近郊で活動する俳人だけでなく全国的にも

著名な俳人に蟹江の水郷風景を詠んでもらい、神社境内に句碑

を２６基建立しました。このように、蟹江町では近代以降、文学に

関する著名人の活躍とそれを顕彰する活動が盛んにおこなわれ

ています。 

また、須成の蟹江川沿いにあった酒造業者の家に生まれた神

田鐳蔵（１８７２－１９３４）は、若い頃から実業家として力を発揮し、

証券取引や銀行経営で名を上げるとともに、浮世絵を収集し「神

田コレクション」を築き文化財の海外流出を防ぐという文化面でも

活躍した人物です。多くの政財界の人物と接点を持ち、特に渋沢

栄一とは深い交流がありました。そのほか蟹江町出身の画家では、

近世後期から明治初期に活動した南画家、林稼亭（１８２４－１９０

５）や、昭和以降活躍した佐藤百
さ と う ひ ゃ く

秋
しゅう

（１９０９－１９８２）、宇佐美
う さ み

江中
こうちゅう

（１９２９－）等がいます。佐藤百秋は、蟹江祭や蟹江の水郷

風景等、町内の情景を描いた作品を多く残しています。山田玉田

（１８７２－１９６１）や森本三鎧（１９０１－１９７９）、丹羽賢龍（１８８

８－１９７４）らは、蟹江町出身の仏教家として活躍しただけでなく、

書道家としても評価が高い人物です。 

 

 

  

神田鐳蔵 

小酒井不木 
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（５）水との戦いを乗り越えた歴史 

古くから、当町は北部の須成を中心として栄え、須成の商人は川船

で津島や清州に行き来していました。しかし、１６００年代に蟹江川が

整備されると、それまでの港の賑わいは須成村から蟹江本町村へと

移り、南部の舟入地区には漁港ができ、熱田・知多・桑名等との流通

が盛んに行われました。江戸時代の蟹江本町村絵図には、蟹江川河

口に多くの舟が描かれており、当時の舟運の様子が見てとれます。 

また、寛永年間（１６２４－１６４４）に蟹江新田、福田新田が相次い

で干拓されると、干拓された新田に引くための用水が域内に張り巡

らされ、後の蟹江町の特徴となる水郷の景観が育まれていきました。

文政５（１８２２）年に樋口好古が尾張の村々の現状と沿革をまとめた

『尾張徇行記』の巻五「蟹江新田」項には「此新田ハ東ニ蟹江舟入

川アリ、中央ニ日光川アリ、其間ニ川アリ、是ヲ佐屋川ト云。又、日光

川ノ西大野新田ノ界ニ川アリ、大膳川ト云。此二川共ニ古川ノ跡ナル

歟。四方川ニテ囲ミ実ニ水郷ノ地也。」とあり、近世からこの地が、

様々な川が流れる水郷であったということが確認できます。 

河川の豊かな水がある一方で、古くから利水と治水への対策が不

可欠だったのも蟹江の特色です。近世、尾張国内の用水は既に藩に

統制管理されており、役人らの管理の下、農業のために必要な引水

や悪水排除が行なわれ、大江通井組や蟹江大海用井組等、井筋か

らの引水を管理する「井組」が村々で結成されました。しかし、それで

も水害は避けられませんでした。『尾張徇行記』「蟹江本町村」項に

も「又、水鑑ニ蟹江川ハ往古ヨリ悪水筋ナリ。（略）慶安三寅ノ秋、大

風雨ニテ川通水潦激シクシテ堤決壊ス」という記録があります。暴風

雨や高潮により被害が発生する度に蟹江の人々は復旧工事を行い、

水門を設置して対策をする等して乗り越えてきたのです。 

近代以降水門等の設備建設は強化され、県により昭和５（１９３０）

年、現在の県道１０３号にある日光大橋の場所に樋門が、続いて昭和

７（１９３２）年には蟹江川の国道１号の上流にも樋門が建設されまし

た。しかし、昭和３４（１９５９）年に伊勢湾台風で甚大な被害を受け、

さらなる対策が必要となりました。二つの樋門は役目を終え、日光川

河口と蟹江川河口には排水機場が設置され今に至っています。 

水害に見舞われながらも人々がこの地を離れることなく生活を続

けてきたのは、川から得る恵みが豊富にあったからです。農業や漁

業、商工業、といった蟹江の人々の生業には、水源として、漁獲物の産

地として、流通の拠点として川は欠かせないものでした。また、日々の

生活のなかでも、川は生活道路として、さらには日々の食材調達の場

所として人々の日常に溶け込んでいました。蟹江町が水郷のまちとし

て発展を続けてきたのは、大小様々の河川を時に利用し、時に水と戦

いながら共存を果たしてきた結果だといえるでしょう。  

舟で田へ向かう農家の人 

蟹江本町村絵図（部分） 

（蟹江町史附図より） 

日光川樋門 

蟹江川樋門 
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第４章 文化財の保存・活用に関する現状 
 

１．文化財の保存・活用に関する現状 
 

（１）文化財の保存に関する取組みの現況 

①文化財の調査実績 

当町の文化財調査に関する実績としては以下のものが挙げられます。 

 

[愛知県による調査] 

名称 内容 

愛知県民家緊急調査 

愛知県教育委員会により昭和４７（１９０２）年に民家緊急調査が行われ、一

次調査で約 240件、二次調査１２７件、三次調査では４６棟が選定され、調査

が実施されました。 

愛知県民俗文化財緊急分

布調査 
愛知県教育委員会により昭和５３（１９７８）年に民俗調査が行われました。 

愛知県民俗芸能総合調査 

愛知県教育委員会を実施主体とし、昭和６１（１９８６）年から２ヶ年で県内

に保存・伝承されている民俗芸能、指定・未指定合わせて約１０００件以上の

調査が実施されました。 

あいちの祭り行事調査 
愛知県教育委員会を主体に、祭り・行事の実態について把握するため、平

成１０（１９９８）年から３ヶ年かけて調査が実施されました。 

愛知県史民俗調査 
愛知県史編さん委員会民俗部会を主体とし、愛知県史の編纂を目的とし

て、平成１１（１９９９）年に蟹江新町を対象とした民俗調査が行われました。 

愛知県史鈴木家（蟹江家）

文書調査 

愛知県史編さん委員会近世史部会を主体とし、愛知県史の編纂を目的とし

て、平成１３（２００１）年に鈴木家（蟹江家）文書の調査が行われました。 

近代化遺産（建造物等）総

合調査 

愛知県教育委員会を主体に、平成１４～１６年度に文化庁の国庫補助事業

として、近代化遺産である建造物等の総合調査が実施されました。 

近代和風建築総合調査 
愛知県教育委員会を主体に、平成１７～１８年度に文化庁の国庫補助事業

として、近代和風建築の総合調査が実施されました。 

 

[蟹江町による調査] 

名称 内容 

蟹江町史 
蟹江町史編さん委員会編。昭和４８（１９７３）年に刊行された蟹江町の町史

で、文化財について総合的にまとめた最初のもの。 

蟹江町十年の歩み 
蟹江町十年の歩み編集委員会編。昭和６０（１９８５）年に刊行された記念

誌。 

須成祭総合調査報告書 
蟹江町が平成１８年度から２１年度までの３か年で実施した須成祭の総合

調査。 

蟹江町制施行１３０周年記

念 蟹江町１３０年のあゆみ 

蟹江町歴史民俗資料館編。蟹江町制施行１３０周年を記念して令和元（２０

１９）年に刊行された記念誌。 

重要文化財冨吉建速神社

本殿・八劔社本殿修理工事

報告書 

昭和５２（１９７７）年に冨吉建速神社本殿と八劔社本殿が修理工事された

際の報告書。なお、令和２年度にも社殿の保存修理が行われています。 

 



62 

他地域との連携した調査の成果として、海部歴史研究会によって『海部津島人名事典』や『海部津島祭礼芸

能事典』の編纂も行われています。 

上記の他、郷土史家による研究として『蟹江のまつり』『東海の潮来』『１００年立った蟹江町の面影ふるさと

の方言とまつり』『蟹江合戦』『蟹江町年表』『ふるさと紀行』『昔の蟹江をご存じですか』『蟹江史譚』等があ

げられます。 

 

②文化財の調査状況 

当町の文化財の調査の状況は以下のとおりです。ここでは、把握調査は所在確認や基礎情報の確認調査、総

合調査は現状及び歴史・背景、周辺情報等の詳細な調査をさします。把握調査については大半が概ね調査済み

となっていますが、個人や法人、地域団体等所有の建物や文化的資料は把握が難しく、さらなる調査が必要で

す。概ね把握調査済みになっている文化財でも保存・活用のためには、総合調査が行われることが望まれます。 

 

[文化財に関する調査状況] 

 
建造物 文化的有形資料 

民俗 
行事 

遺跡 自
然
・
景
観 

石造物 産業 郷
土
食 

文
化
的
景
観 

伝
統
的
建
造
物
群 

建
物 

橋
梁 

防
災
施
設 

絵
画 

彫
刻 

工
芸
品 

書
跡 

古
文
書 

歴
史
資
料 

生
活
道
具 

有
形
民
俗 
無
形
民
俗 

寺
院 

神
社 

伝
承
地 

防
災
施
設
跡 

歌
碑
・
句
碑 

記
念
碑 

灯
篭 

漁
業 

農
業 

商
工
業 

調
査 

△ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― ― 

 

＜凡例＞◎：総合調査済み ●：把握調査済み  ○：概ね把握調査済み △：一部把握調査済み －：対象なし 

 

③文化財保護等の財政支援 

蟹江町では、指定等文化財の所有者や管理者により文化財の保護管理等が行われているほか、地域の郷土

芸能保存団体により伝承活動が行われています。そうした活動に対して蟹江町文化財保護等事業費補助金交

付要綱に基づき、国・県・町文化財保護事業のほか、指定・登録のない郷土芸能伝承活動等にも補助金を交付

してきました。令和元年度から３年度までの３年間の事業実績は以下のとおりです。 
 

[事業一覧] 

事業名 
令和元（２０１９） 

年度 

令和２（２０２０） 

年度 

令和３（２０２１） 

年度 

国指定文化財保存修理事業 ― １件 ― 

国指定重要無形民俗文化財伝承事業 １件 １件 １件 

国指定文化財維持管理事業 １件 １件 １件 

国指定文化財防災設備復旧理事業 ― ― １件 

町指定文化財維持管理事業 ― ― １件 

町指定無形民俗文化財伝承事業 １件 ― １件 

町指定天然記念物保護増殖事業 ― ― １件 

郷土芸能伝承活動振興事業 １７件 ４件 ４件 

郷土芸能道具等保存修理事業 ２件 ― ― 
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④文化財の防災対策 

国指定の文化財建造物については、文化庁および県の指導のもと、耐震や防火対策がとられています。指定

文化財が多数ある須成地区については、文化財防火デーにあわせ、毎年防火訓練を行ってきました。 

また、平成２３（２０１１）年度に県によりデジタル文化財台帳が CD 版で作成され、国・県・町指定の文化財に

ついての基本情報を愛知県と当町で共有しています。 

その他の文化財については、補助金申請時に防災対策についての方針について確認を行っています。 

 

⑤個別の文化財保存活用計画 

当町の個別の文化財に関する保存活用計画は、作成実績はありません。総合計画のなかに文化財について

の施策が組み込まれており、今まではそれに従って適切な保存・活用を行ってきました。 

 

（２）文化財の活用に関する取組みの現況 
 

①歴史民俗資料館での取組み 

１）展示 

■蟹江町歴史民俗資料館（場所：愛知県海部郡蟹江町城一丁目２１４番地） 

蟹江町歴史民俗資料館は、昭和５３（１９７８）年に開館しました。昭和５１（１９７６）年の蟹江町役場新庁舎移

転にともないその跡地の一画に建設され、昭和４４（１９６９）年開館の蟹江町郷土館を受け継ぎました。 

平成元（１９８９）年には、隣接して開館した蟹江町産業文化会館と接続され、会

館内に企画展示室と収蔵庫が設けられ、その後事務所も会館内に入り、産業文化

会館という複合施設の一部として機能しています。平成９（１９９７）年には、旧蟹江

家土蔵の寄贈を受け、翌年より別棟収蔵庫として活用してきましたが、平成２９（２０

１７）年、多世代交流施設建設のため撤去・廃止となり、現在に至っています。 
 

第１展示室 

小酒井不木資料室 

蟹江町出身の探偵小説家である小酒井不木に関する資料を展示してい

る。小酒井不木全集をはじめとした作品や直筆原稿、江戸川乱歩との交

友関係を示す手紙のほか、自身が発起した「ねんげ句会」の活動等で残

した俳句の作品も多く展示している。 

民俗展示室兼研修室 

蟹江の生活道具展示 

蟹江の昔の家の中の暮らしの道具を、食卓を中心に再現展示している。

図書コーナーもあり、歴史・民俗に関する学習もできる。 

第２展示室 

川・水と歴史・くらし 

水郷地帯独特の農具や漁具、夏に行われる川祭り「須成祭」に関する資

料、水際の要衝地であった蟹江城に関する資料を展示している。 

企画展示室 

蟹江の歴史と文化・機織コーナー 

蟹江町の歴史や産業・祭り・遊び・災害・教育・郷土ゆかりの文化人等を

紹介している。この展示室は特別展会場にもなる。 
 

年２回ほど特別展を開催、企画展も随時開催し、古文書を読む会、郷土体験学習会、文化財研修会等の教育

普及活動を行っています。 

 

２）資料の収集・保管 

当館の収集資料の特色としては、木曽川デルタ地帯の南に位置を占めて発達した海抜ゼロメートル地帯の水

郷に関連した資料が多くなっています。 

淡水水面と近海の海水面を含めた漁労関係資料、低湿地特有の農具、水上交通や豊富な米と良質の水を利

用した醸造用具、当町の歴史背景や新田開発の記録を残す古文書等が基本的なものです。近年は郷土ゆかり

の著名人に関連する資料、戦後の人々の生活や世相を反映した諸資料等も収集・保管しています。



64 

[資料点数] 

【蟹江町歴史民俗資料館所蔵資料】（令和４年度 6月時点） 

大分類 小分類 名称 総数  大分類 小分類 名称 総数 

文化
的資
料 

絵画 

宇佐美江中関連資料 １９  

民俗

行事 

有形

民俗 

須成祭稚児衣装 ４ 

黒川紀章関連資料 ２  須成祭絹行灯・提灯 ２７ 

佐藤高越関連資料 ７  馬具（五之町） １ 

佐藤百秋関連資料 ２  馬具（新屋敷） １ 

林稼亭関連資料 １３  その他祭礼用具 ２ 

川合玉堂作水車梅 １  太鼓等楽器 １０ 

鬼頭鍋三郎筆舞妓額装 １  

産業 

漁業 

漁業組合資料 ２６ 

熊谷守一作梅額装 １  淡水漁業関連漁具 ９３ 

工芸
品 

蟹江町歴史民俗資料館所蔵のカニ

に関する工芸品 
２６３ 

 海水漁業関連漁具 ７ 

海苔養殖関連漁具 ５１ 

荒川豊蔵作志野茶碗 １  漁獲物流通関連道具 ２７ 

初代中村道年作楽茶椀蟹印入 ２  漁船関連資料 ２４ 

太刀備前長船則光 １ 漁業風景模型 ２１ 

青貝菊花紋鐙 １  

農業 

田舟 ２ 

黒漆覆輪小鞍 １  田下駄 ２ 

萌葱糸威胴丸 １  耕作関連農具 ３３ 

書跡 

飯田棲山関連資料 １９  田植えに関する農具 ２４ 

神田蘇華関連資料 ６  稲作用除草機 ６ 

神田鐳藏関連資料 １９  米収穫関連農具 ６９ 

黒川巳喜関連資料 １６  蔬菜栽培・畑作関連資料 ５ 

小酒井不木関連資料 ７２９  

商工

業 

醸造業関連道具 ２３ 

丹羽賢龍関連資料 ２  日本刺繍業関連道具 ４８ 

服部擔風関連資料 ５  看板・店舗用品 １００ 

森本三鎧関連資料 １０  製造器機 ３ 

山田玉田関連資料 ９  

郷土食 

寿司箱 １ 

吉川英治関連資料 ４  郷土食模型 １５ 

鹿島神社文学苑句碑俳人直筆掛軸 ２４  郷土食調理映像資料 １ 

野口雨情掛軸（蟹江音頭歌詞） １  総数 ７,１３９ 

鬼頭鍋三郎書 １      

古文
書 

鈴木家（蟹江家）文書 ６２１  【寄託資料】 

山口家文書 ３１  

文化
的資
料 

古文
書 

鈴木家（蟹江家）文書 ５,２２０ 
永田家文書 １,５００ 

太田家文書 ９６  

歴史
資料 

蟹江冬蔵軍服 １ 

蟹江本町村屋敷地絵図 １  鈴木家（蟹江家）武具等 ６８ 

蟹江町歴史民俗資料館所蔵の地方

文書等 
１,３７７ 鈴木家（蟹江家）生活道

具・調度品 
１５ 

近代以降教科書・教養書 ３１５  

歴史
資料 

鈴木家（蟹江家）生活道具 ７３ 総数 ５,３０４ 

鈴木家使用印 １２ 

火縄銃等武具 １１     

太平洋戦争関連資料 ４０  ※資料館が所蔵する未指定文化財についての資料点数は、上 

蟹江町歴史民俗資料館所蔵の世相
に関する資料 

１４ 
 
の表の「名称」１つにつき１点として未指定文化財件数に反 

生活
道具 

蟹江町歴史民俗資料館所蔵衣生活道具 １０８  映させています。 

蟹江町歴史民俗資料館所蔵食生活道具 ７００   

蟹江町歴史民俗資料館所蔵住生活道具 １６０      

防火・防災に関する道具 ３３      

蟹江町歴史民俗資料館所蔵玩具類 １７０      

古銭・貨幣 ９０      
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３）普及・啓発 

（ⅰ）教育普及 

現在実施している講座等は次のとおりです。 

 

[取組一覧] 

講座名 内 容 

古文書を読む会 古文書をとおして当時のくらしや歴史を知る 

「かにえ地域学」講座 地域散策や実習を中心に行い地域の歴史や文化、産業等を学ぶ 

エコきっず調査隊 小学生対象の川を中心とした環境学習 

郷土体験学習会 小学生対象の体験学習 

須成祭体験講座 須成祭の準備等の行事を現地で体験する講座 

須成祭マイスター養成講座 須成祭について詳しい知識を持ち、普及できる人材を育成する講座 

出前授業 学芸員が小中学校に出向き、蟹江の歴史文化等について授業を行う 

出前講座 
学芸員が住民グループの要望に応じて蟹江の歴史文化等についての講座

を行う 

文化財研修会 有識者を講師に招き講演会を行う 

 

（ⅱ）書籍・冊子等の発行 

当町の文化財の普及・啓発に資する取組みとして、様々な書籍や冊子等を発行してきました。 

 

[発行物] 

・蟹江町歴史民俗資料館年報第１冊（昭和５４年度）～４３冊（令和４年度） 

・郷土かにえのお話 ・鈴木家文書（１）～（４） ・古文書研究資料編１～６ 

・蟹江町歴史民俗資料館 紀要 ・蟹江町歴史民俗資料館特別展 貝殻からみえる昔のくらし 

・須成祭ユネスコ無形文化遺産登録記念特別展  ・須成祭の車楽船行事と神葭流し 

・須成祭ガイドブック 

 

（ⅲ）資料館自主グループとの連携 

資料館で活動する自主グループに「機織染色学習会」があります。グループの会員により歴史民俗資料館所

蔵の糸車や機織等の道具を使い、かつて蟹江周辺の地域で生産されてきた「尾張木綿」の製作工程の再現が

され、グループの活動日には実演による動体展示が行われています。また、会員の協力を得て、綿から布ができ

る工程を小学生が体験する講座も定期的に行ってきました。 

 

②他部局との連携による取組み 

１）文化財等の保存に関する取組み 

消防本部予防課では、文化財防火デーあるいはその直前の日曜日に冨吉建速神社・八剱社で敬神会等と合

同放水訓練の実施、消防訓練の直前の金曜日に歴史民俗資料館、冨吉建速神社等の立入検査の実施等を行

い、文化財等の保存に努めています。 
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２）文化財等の活用に関する取組み 

他部局と連携し、様々な文化財等を活用した取組みを推進しています。 

 

[取組一覧] 

担当課等 取組内容 

総務課 新人職員向けに町の施設や歴史の概要説明を行う取組み 

ふるさと振興課 
蟹江城址の御城印の販売や町出身の探偵小説家である「小酒井不木」の作品を活用

し、町外からの誘客を図る取組み 

土木農政課 
水郷の里の魅力再生を目的とし、かつての石積護岸の景観再現を目指して「蟹江川か

わまちづくり計画」に基づき、河川空間を再整備する取組み 

消防本部 

予防課 

文化財防火デーに合わせて、歴史民俗資料館、冨吉建速神社等の立入検査を実施し、

冨吉建速神社・八剱社で敬神会等と消防訓練を実施し、合同放水訓練等を行う取組み 

教育課 
蟹江町立の小中学校へ転入した教職員や町の新人職員を対象に町内を巡り町の施設

や歴史の概要説明を行い、町の歴史等への理解を促進する取組み 

生涯学習課 
学芸員の案内で文化財所在地等を巡って歩き、楽しみながら運動（ウォーキング）すると

いった取組み 

観光交流センター

「祭人」 

センター内の須成祭ミュージアムでの須成祭の魅力の発信や、蟹江町の特産品や土産

品の販売・郷土食の提供、レンタサイクル事業により歴史民俗資料館等との周遊を促

し、賑わいを創出する取組み 

 

③地域との連携による取組み 

１）文化財公開事業 

町民の方々に町内の文化財にふれてもらう機会として、毎月１８日にガイドボランティア協力のもと、国指定重

要文化財 木造十一面観音立像（龍照院）の公開を実施してきました。 

また、１０月に実施される「かにえ町民まつり」の会場にて、無形の民俗文化財および郷土芸能の公開を地元

町内会の協力のもと実施しています。 

 

２）出前講座 

地域住民のグループが主体となる勉強会に学芸員が講師として出向き、蟹江町の歴史や文化について講義

を行っています。 

 

④広域連携の取組み 

当町では、以下の団体に加盟および連携体制をとって広域で文化財の保護や普及に取り組んでいます。 

・全国山・鉾・屋台保存連合会 （須成文化財保護委員会が会員、蟹江町が事務等担当） 

・あいち山車まつり日本一協議会（須成文化財保護委員会・蟹江町が加盟） 

・愛知県博物館協会（蟹江町歴史民俗資料館が加盟） 

・海部歴史研究会（海部地域の文化財担当者や学芸員による連絡会議と講演会等を企画） 

（このほか、登録有形文化財所有者が愛知登文会に加盟する等連携をとって活動しています） 
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２．町民の文化財に対する意識の現況 
 

町民の文化財に対する意識や、保存・活用に対する考え方を確認し計画書に反映させるため、令和２年度に

意識調査として町民アンケート調査及び小・中学生アンケート調査を、令和３年度に住民参加のワークショップを

行いました。 

 

（１）意識調査概要 

令和３年１月、１８歳以上の町民を対象とした町民アンケート調査と、蟹江町の将来を担う世代を対象とした

小・中学生アンケート調査を実施しました。調査の概要と調査結果からみる蟹江町の強みと弱みは以下のとおり

です。 

 

①町民アンケート調査 
 

対  象 蟹江町内在住の町民から無作為に抽出した３,０００人 

方  法 郵送によるアンケート調査票の配布、回収 

回収状況 有効回収数１,０７９票、有効回収率３６．０％ 

 

②小・中学生アンケート調査 

 小学生 中学生 

対  象 蟹江町内の小学６年生３０８人 蟹江町内の中学２年生２８９人 

方  法 学校を通じた配布、回収 学校を通じた配布、回収 

回収状況 有効回収数３０８票 有効回収率１００％ 有効回収数２８９票 有効回収率１００％ 

 

③アンケート調査結果からみる蟹江町の強みと弱み 

 強み 弱み 

①
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査 

・歴史文化へ関心のある人が多い 

・神社仏閣や史跡等観光地、名所となる場への

関心が高い 

・蟹江町の歴史文化の印象として水郷文化が根

付いている 

・文化財の保存・活用を重要と考えている人が多

い 

・１０歳代は歴史文化への関心が高くないが、保

存活用は重要と考えている 

・イベントや祭り等への参加の意欲が高い 

・継承のためには歴史文化に触れる機会の増加

や教育に力をいれるべきと考えている人が多い 

・十代の歴史文化への関心が低い 

・俳句・和歌・文学作品、古文書等への関心が低

い 

・蟹江町の強みである伝統芸能や祭り、食文化

や生活風習に対しての関心は高くない 

・若い世代で、歴史文化は自分の生活に関係な

いと感じるため関心が無い人が多い 

・ガイドボランティアや伝統芸能の継承等自身が

歴史文化を学んで継承していく意欲の人が少

ない。 

 

②
小
中
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査 

・歴史文化に興味のある人が多い 

・歴史上の人物への関心が高い 

・町独自の歴史文化は須成祭や水郷文化等、川

が多く親和性が高いという認識がある 

・町内祭に楽しんで参加している人が多い 

・舟入小学校児童は町の歴史文化の認識度が

高い 

・学校教育や行事、地域の祭り等が充実している 

・遺跡や美術品、生活文化への関心が低い 

・歴史文化に関心が無い人は、好きではないと感

じている 

・須成祭の認知度は高いが、須成神社の認知度

は低い 

・郷土料理を「よく知っている」という人が少ない 
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（２）ワークショップ概要 

令和３年７月から８月にかけて、全３回にわたり、「かにえの歴史文化の魅力を発見しよう」と題してワークショッ

プを実施し、２０代から８０代まで各世代の町民２０人が参加しました。現地学習やグループワークを行い、蟹江町

の歴史文化の魅力の抽出や活用してくための取組案みの案を検討しました。 

 

①実施内容 

第１回 

（R３.７.４） 

かにえの歴史文化を知ろう！ 

蟹江町の歴史を紹介、町民の気になる・好きな文化財を抽出 

第２回 

（R３.７.１８） 

かにえの歴史文化について考えよう！  

文化財の優先度合いや保護活用の方向性、特に重要な文化財の抽出 

重要と考える文化財でまとまりをつくり文化財群として新しいストーリーを構築 

第３回 

（R３.８.２２） 

かにえの歴史文化の魅力と保存活用について考えよう！  

新しく作った文化財群の魅力を拡散・継承していくための取組みを検討 

  



69 

第５章 文化財の保存・活用に関する将来像 
 

１．文化財の保存・活用に関する将来像 
 

蟹江町は、わが国で町村制が施行された明治２２（１８８９）年に誕生した、全国で最も古い町の一つです。令

和元（２０１９）年には町制施行１３０周年を迎え、これまでのあゆみをたどるとともに、町の発展を支えてきた先人

の英知と情熱に思いを深める機会にもなりました。さらに歴史をたどると、「蟹江」という地名の記述は、建保３

（１２１５）年まで遡ることができます。時代を経る中で戦禍や災害にも見舞われた一方で、約４００年以上前から

行われている「須成祭」が継承され、平成２８（２０１６）年には、ユネスコ無形文化遺産としても登録されました。 

この長い歴史の中で、当町は「水郷のまち」として川とともに発展し、川沿いを中心に市街地が形成され、都市

化してきました。当町ならではの自然環境と人の営み、人と人との温かいつながりの中で独自の歴史文化が生ま

れ、それを守っていこうとする地域の人々の想いと努力によって文化財も守り伝えられてきました。こうして守り伝

えられてきた文化財をさらに未来へ継承していくために、わたしたちは尽力していかなくてはなりません。 

蟹江町の最上位計画である第５次総合計画において、教育・文化施策の方向性として「『歴史・文化・愛着』

誇りを育むまちづくり」が掲げられています。この考え方に準じて、本計画においては、「歴史文化・愛着・誇りを育

むまちづくり」を将来像として掲げ、これまでの取組みを継続・発展させ、文化財の保存・活用を推進していきます。 

 

 

 

将 来 像 

歴史文化・愛着・誇りを育むまちづくり 

当町の歴史文化についての発掘が進み理解が深まり、みんなの財産として町民が協力して

文化財の保存に努めます。それが活用に結びつき、文化財の価値や魅力について広く発信や

普及活動が行われることにより、町への愛着や誇りを育みます。そして、文化財を活用すること

で地域が活性化し、次世代への継承へとつながっていくことを目指します。 
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２．将来像を実現するための方向性 
 

前項で定めた将来像を実現するため、文化財の保存・活用についての取組みの方向性として、「体制構築」、

「把握・保存」、「活用・継承」の３つを掲げます。 
 

方向性１ 体制構築 

文化財を保存・活用していくための取組みを実現可能なものとするた

めに、その土台となる取組みを行う人材の確保や育成をし、連携体制

を整備することで、体制を構築する 

方向性２ 把握・保存 
文化財の調査による把握を行い適切な保存に取り組むとともに、文化

財保存のための意識の啓発や仕組みの構築、危機管理推進をはかる 

方向性３ 活用・継承 
文化財の魅力や価値の発信により愛着や誇りを醸成することで、文化

財を活用した地域の活性化へとつなげ、次世代への継承をはかる 

 

これらの方向性は、当町の歴史文化を通して町に愛着を持ち、誇りを育むまちづくりを実現する際に、持続可

能なものとして機能していくにはどんな取組みが必要か、といった視点を切り口として整理しています。 

それぞれの方向性が単独で機能するわけでなく、「体制構築」を基に「把握・保存」ができ、それが「活用・継

承」へとつながり、歴史文化に興味のある人材が増え、「体制構築」が保持、拡大される、という好循環を生み出

すことで、文化財を保存・活用する仕組みが持続することをねらっています。そして、方向性一つ一つが機能する

ことで、将来像の実現に結び付くことを目指します。 

 

 

［文化財の保存・活用の仕組み］ 
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第６章 文化財の保存・活用に関する課題と方針 
 

１．文化財の保存・活用に関する課題 
 

当町がめざす将来像を実現するための課題について、前章で掲げた方向性に沿って整理すると以下のように

なります。 
 

方向性 課題 

方向性１ 

体制構築 

 少子高齢化等により担い手・支え手が不足してきており、今後の文化財の保存・活用に課題

があります。 

 広域の保存団体への加盟や意見交換会等を行っていますが、より充実した蟹江町の文化財

の保存・活用のためには、更なる関係団体等との連携の強化が必要となります。 

方向性２ 

把握・保存 

 須成祭や資料館特別展に関連する文化財の把握調査は十分に行われてきましたが、民家や

神社・寺院の宝物、地域の風習、町内各地の祭り等調査が不十分な文化財があります。 

 文化財の保存にあたっては、補助金等を活用して事業を推進していますが、文化財を修復す

るための技術者の確保が難しい状況があります。 

 文化財の保存にあたって、現状の歴史民俗資料館の収蔵庫の収容能力では受け入れること

ができないものがあります。 

 未指定文化財の中には、都市化が進む中で失われる懸念のあるものがあり、今後文化財とな

りうる資源の取り扱い方が明確に示されていない状況です。 

 水郷にまつわる蟹江町独自の文化財を保存したいという町民の意向も強いですが、食文化や

景観、自然等の形のないものや所有者がないものについて適切な保存が難しい状況です。 

 町民が関心ある文化財は偏りがあり、町全体の幅広い分野に渡る歴史文化の保存が見込ま

れない可能性があります。 

 個人や団体が所有する文化財の中には、所有者がその価値について認識していない、保存の

仕方がわからない等の理由により、適切に保存されず、貴重な文化財が失われる可能性があ

るものがあります。 

 文化財の保存にあたり、財源の確保が不十分です。 

 文化財の防災・防犯のための体制整備や継続的な意識啓発の取組みが十分ではありませ

ん。 

方向性３ 

活用・継承 

 蟹江町の歴史文化や文化財について、よく知らない町民も多く、文化財への関心が低い状況

です。 

 須成祭や川、蟹江城のイメージは強い傾向にありますが、それ以外のイメージは希薄です。今

までもさまざまな文化財の啓発・周知に取り組んできましたが、依然として蟹江町の歴史文化

へのイメージの偏りがあります。 

 観光産業の取組みにおいて、様々な活用が進められている部分がありますが、あまり知られて

いない文化財の活用が不十分です。 

 町や観光協会のホームページ等において文化財や関連する観光スポットに関する基本的な情

報発信は行われていますが、様々なターゲット（年齢等）を意識した取組みを展開することが

できておらず、IT等の活用も不十分となっています。 

 歴史文化だけをテーマとした活用では、歴史文化にあまり関心がない層に目を向けてもらうこ

とが難しい状況です。 

 蟹江町の総合計画等においても歴史文化の継承を位置づけ、取組みを推進してきましたが、

親しみのある身近な取組みが少なく、町民の具体的な取組みへ寄与していません。 

 子どもたちやその親世代の文化財への関心が少ないうえに、子どもと大人との接点が希薄

で、地域や家庭で歴史文化を伝える、触れる機会が少ない状況です。 
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２．文化財の保存・活用に関する方針 
 

当町で今後取組むべき文化財の保存・活用に関する方針について、将来像を実現するための方向性とそれに

対する課題をふまえ、以下の通り定めます。 

 

方向性１ 文化財の保存・活用に向けた体制を構築します（体制構築） 

庁内の推進体制を充実するとともに、文化財を活かしたまちづくりの担い手となる人材を育成します。また、文

化財所有者や関係団体との連携体制を整え、保存活用ための仕組みを構築していきます。 
 

 

方向性２ 文化財を把握し、適切に保存します（把握・保存） 

文化財の調査を実施し把握したうえで、適切な保存に努めます。また、文化財を理解するための意識啓発を行

い、地域内で保存・継承していく仕組みを構築します。加えて、緊急時に文化財を守るための取組みを充実します。 
 

 

 

 

 

方針１－１ 

文化財の保存・活用に向けた

人材の確保と育成 

①文化財の適切な保存・

活用に向けた人材の確

保と育成 

適切な文化財の保存・活用に向けた人材の確

保と担い手の育成を推進します。 

方針１－２ 

関係団体等との連携体制の

強化 

①広域的な連携の推進 適切な文化財の保存・活用に向け、町内外の関

係団体との連携を強化し、体制を構築します。 

方針２－１  

各種分野の調査による文化

財の把握  

①各種文化財の調査に

よる文化財把握 

町内文化財の調査を継続的に実施し、文化財

の把握に努めます。 

方針２－２  

蟹江町を特徴づける文化財

の適切な保存 

①指定等文化財の継続

的な保存の取組み 

文化財保護等補助事業を継続して行うほか、関

係団体と連携して技術者等の確保に努めます。 

②資料館の機能充実や

収蔵のあり方の検討 

資料館機能の充実をはかり、地域と連携した文

化財の保存方法を検討します。 

③未指定文化財の適切

な保存の推進 

未指定文化財カルテを作成するとともに、調査

や記録作成を行い適切な保存につなげます。 

④町独自の文化財の適

切な保存 

町独自の登録文化財制度等の構築や、水郷に

まつわる文化財の保存に努めます。 

方針２－３  

文化財を保存していくための

意識啓発 

①町民の文化財の保存

への意識啓発 

文化財を保存することの重要性について町民へ

の啓発活動を行い意識向上をはかります。 

②文化財の所有者の理

解の醸成 

文化財所有者等との意見交換や現地指導を行

い、理解の醸成を進めます。 

方針２－４  

文化財を保存していくための

仕組みの構築 

①町の単費や補助金に

加え、新たな財源の確保 

町の単費や補助金に加え、新たな財源の確保

の検討をします。 

方針２－５ 

文化財を守るための危機管

理の推進  

①文化財の防災・防犯の

体制構築及び意識向上

の取組みの推進      

文化財に対する防災・防犯体制を構築し、町民

の防災・防犯意識を向上と災害時への備えを充

実させます。 
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方向性３ 文化財を活用し、次世代へ継承します（活用・継承） 

文化財について広く情報発信するとともに、教育や生涯学習、観光、IT 等さまざまな場面で当町の文化財に

触れる機会を増進し、当町の魅力を高めます。そして、町民自らが積極的に活用に参画し、次世代へも継承され

ていく持続可能なまちづくりへとつなげます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針３－１ 

文化財の魅力・価値の発信に

よる愛着・誇りの醸成 

①町民の認知度向上や価

値を理解するための取組

みの推進 

文化財についての魅力や価値を様々な手法で

発信し、町民の歴史文化への理解を深め、愛着

や誇りを醸成します。 

②未指定文化財を含めた

文化財の周知・啓発の取

組みの推進 

未指定文化財を含めた文化財のガイドブックや

ルートマップを作成し、さまざまな文化財につい

ての周知・啓発を行い、魅力を発信します。 

方針３－２ 

持続可能なまちづくりに向け

た、文化財を活用した地域の

活性化の推進 

①未指定文化財を含め

た文化財の積極的な活

用の推進 

今まであまり知られていなかった未指定文化財

等を活用した事業を展開することで、地域活性

化に寄与します。 

②IT 等最先端技術を用

いた新たな取組みの推

進 

IT等を用いた新しい取組みを充実し、様々なタ

ーゲットに向けた取組みを推進します。 

③他の事業主体の取組

みと連携した新たな活用

の展開 

観光等の取組みや大規模なイベント主体との協

働での活用事業の展開にすることで、多くの方

に文化財に関心を持ってもらい、持続可能なま

ちづくりへとつなげます。 

方針３－３ 

町民同士での文化財に触れ

る機会の創出、次世代への歴

史文化の継承 

①文化財を身近に感じる

ことができる取組みの推

進 

文化財公開等直接文化財に触れる事業や、ガイ

ドボランティア等の人材を活用した事業を推進し

文化財への親しみを醸成します。 

②次世代への継承促進 学校での普及活動や、親子講座等を行うほか、

地域と連携して体験事業を展開し、次世代への

歴史文化の継承をはかります。 



75 

第７章 文化財の保存・活用に関する措置 
 

当町の将来像を実現するための方向性と、文化財の保存・活用に関する課題と方針を踏まえ、本計画の措置

として令和５年度から１３年度までの９年間で実施していく事業について、体系的に整理します。 

各事業については、事業名、事業内容とともに取組主体、財源、取組年度を定めており、計画に沿って文化財

の保存・活用のための事業を推進していきます。取組む時期については、９年の計画期間の中で前期、中期、後

期に区分しており、概ね前期は令和５年度から７年度、中期は８年度から１０年度、後期は１１年度から１３年度を

実施期間として想定しています。 

より具体的な事業の詳細については、各事業に記載された取組主体と連携・相談しながら計画を作成し、実

施します。 

また、事業実施の財源については、町費、県費、国費（文化財補助金やデジタル田園都市国家構想交付金等）

の利用を検討します。 
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方向性 蟹江町の文化財の課題 方針 

 
１  文化財の
保存・活用に
向けた体制を
構築します 
（体制構築） 

少子高齢化等により担い手・支え手が不足してきており、今後の
文化財の保存・活用に課題がある。 

１－１ 
文化財の保存・活用に向けた
人材の確保と育成 

広域の保存団体への加盟や意見交換会等を行っているが、より
充実した蟹江町の文化財の保存・活用のためには、更なる関係
団体等との連携の強化が必要である。 

１-２ 
関係団体等との連携体制の
強化 

 
２  文化財を
把握し、適切
に保存します 
（把握・保存） 

須成祭や資料館特別展に関連する文化財の把握調査は十分に
行われてきたが、民家や神社・寺院の宝物、地域の風習、町内各
地の祭り等調査が不十分な文化財がある。 

２－１  
各種分野の調査による文化
財の把握 

文化財の保存にあたっては、補助金等を活用して事業を推進し
ているが、文化財を修復するための技術者の確保が難しい状況
である。 

２－２  
蟹江町を特徴づける文化財
の適切な保存 

文化財の保存にあたって、現状の歴史民俗資料館の収蔵庫の収
容能力では受け入れることができないものがある。 

未指定文化財の中には、都市化が進む中で失われる懸念のある
ものがあり、今後文化財となりうる資源の取り扱い方が明確に示
されていない状況である。 

水郷にまつわる蟹江町独自の文化財を保存したいという町民の
意向も強いが、食文化や景観、自然等の形のないものや所有者
がないものについて適切な保存が難しい状況である。 

町民が関心ある文化財は偏りがあり、町全体の幅広い分野に渡
る歴史文化の保存が見込まれない可能性がある。 

２－３  
文化財を保存していくための
意識啓発 

個人や団体が所有する文化財の中には、所有者がその価値につ
いて認識していない、保存の仕方がわからない等の理由により、
適切に保存されず、貴重な文化財が失われる可能性があるもの
がある。 

文化財の保存にあたり、財源の確保が不十分である。 
２－４  
文化財を保存していくための
仕組みの構築 

文化財の防災・防犯のための体制整備や継続的な意識啓発の
取組みが十分ではない。 

２－５  
文化財を守るための危機管
理の推進 

 
３  文化財を
活用し、次世
代へ継承しま
す 
（活用・継承） 

蟹江町の歴史文化や文化財について、よく知らない町民も多く、
文化財への関心が低い状態である。 

３－１  
文化財の魅力・価値の発信
による愛着・誇りの醸成 

須成祭や川、蟹江城のイメージは強い傾向にあるが、それ以外の
イメージは希薄である。今までもさまざまな文化財の啓発・周知に
取り組んできたが、依然として蟹江町の歴史文化へのイメージの
偏りがある。 

観光産業の取組みにおいて、様々な活用が進められている部分
があるが、あまり知られていない文化財の活用が不十分である。 

３－２  
持続可能なまちづくりに向け
た、文化財を活用した地域の
活性化の推進 

町や観光協会のホームページ等において文化財や観光スポット
に関する基本的な情報発信は行われているが、様々なターゲット
（年齢等）を意識した取組みを展開することができておらず、IT
等の活用も不十分である。 

歴史文化だけをテーマとした活用では、歴史文化にあまり関心が
ない層に目を向けてもらうことが難しい状況である。 

蟹江町の総合計画等においても歴史文化の継承を位置づけ、取
組みを推進してきたが、親しみのある身近な取組みが少なく、町
民の具体的な取組みへ寄与していない。 ３－３  

町民同士での文化財に触れ
る機会の創出、次世代への歴
史文化の継承 子どもたちやその親世代の文化財への関心が少ないうえに、子

どもと大人との接点が希薄であり、地域や家庭で歴史文化を伝
える、触れる機会が少ない状況である。 



77 

 NO 措置 

①文化財の適切な保存・活
用に向けた人材の確保と育
成 

１ 文化財保存・活用体制の充実 

２ 文化財所有者・保存団体との連携強化 

３ 須成祭マイスターやガイドボランティア等の伝道師の育成・支援 

①広域的な連携の推進 

４ 広域の保存団体への加盟の継続・充実 

５ 関係部署・関係団体との連携の強化 

６ 広域で取り組む文化財の保存・活用事業の実施 

①各種文化財の調査による
文化財把握 

７ 文化財の把握調査の継続 

８ 未調査の文化財の調査・研究 

９ 町民を巻き込んだ未指定文化財の調査・研究 

①指定等文化財の継続的な
保存の取組み 

１０ 文化財保護等補助事業の継続 

１１ 町独自の文化財保護指導員による指導 

１２ 関係団体との連携による情報の収集 

②資料館の機能充実や収蔵
のあり方の検討 

１３ 資料館の機能充実 

１４ 文化財の保存施設としての資料館の施設運営・収集・保管活動の充実 

１５ 地域と連携した文化財の保存方法の検討 

③未指定文化財の適切な保
存の推進 

１６ 未指定文化財カルテの作成 

１７ 未指定文化財の調査・記録作成の実施 

④町独自の文化財の適切な
保存 

１８ 町独自の文化財の登録制度等の構築 

１９ 郷土食の普及 

２０ 水郷の自然環境の保存 

①町民の文化財の保存への
意識啓発 

２１ 町民の意識向上の取組み 

②文化財の所有者の理解の
醸成 

２２ 文化財所有者や保存団体との文化財保存・活用に関する意見交換会の実
施 

２３ 文化財の保存・活用に関する現地指導の充実 

①町の単費や補助金に加え、
新たな財源の確保 

２４ 国や県、財団による補助金の利用促進 

２５ 観光産業や企業との連携事業による財源獲得 

①文化財の防災・防犯の体
制構築及び意識向上の取組
みの推進 

２６ 文化財防災台帳の整備 

２７ 文化財所有者・保護団体・地域住民への啓発の強化 

２８ 消防用設備等の整備と消防関係機関等との連絡・協力体制の確立 

２９ 町民の防災意識向上の取組み 

①町民の認知度向上や価値
を理解するための取組みの
推進 

３０ 各種講座の継続、充実 

３１ 企画展・特別展の開催 

３２ 様々なメディアでの情報発信 

②未指定文化財を含めた文
化財の周知・啓発の取組み
の推進 

３３ 未指定文化財を含めた文化財のガイドブックや文化財紹介カード発行 

３４ 未指定文化財を含めた文化財を巡るルートマップの作成 

①未指定文化財を含めた文
化財の積極的な活用の推進 

３５ 未指定文化財を含めた文化財を巡る散策事業等の展開 

３６ 祭り道具の写真集出版・公開事業実施 

②IT 等最先端技術を用いた
新たな取組みの推進 

３７ インターネットミュージアムの充実 

３８ 文化財デジタルアーカイブの作成・公開 

③他の事業主体の取組みと
連携した新たな活用の展開 

３９ 他の事業主体と協働の活用事業の推進 

４０ 学校や、他の大規模なイベント主体と協働で行う啓発活動 

①文化財を身近に感じること
ができる取組みの推進 

４１ 文化財公開や古民家を利用した取組み等直接文化財に触れる事業の推進 

４２ 
ガイドボランティアや須成祭マイスター等の人材を活用した事業の推進・支
援 

４３ キャラクターやキャッチフレーズ等の身近な啓発素材の活用 

②次世代への継承促進 

４４ 学校での普及活動の充実 

４５ 子どもを対象とした体験講座・伝承教室の実施 

４６ 親子で歴史文化に触れる講座の実施 

４７ 地域と連携した伝承事業の実施 
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方向性１ 文化財の保存・活用に向けた体制を構築します（体制構築） 

１－１ 文化財の保存・活用に向けた人材の確保と育成 

①文化財の適切な保存・活用に向けた人材の確保と育成 

措置 

取組主体※１ 

財源 

取組年度※２ 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

１ 文化財保存・活用体制の充実 〇 〇 〇 〇 〇 〇 町費 〇 〇 〇 

文化財の保存・活用事業が適切に推進できるように、文化財担部署に歴史・民俗等の専門的な知識の

ある学芸員等を配置し、文化財保存・活用体制を充実します。 

２ 文化財所有者・保存団体との連携強

化 
  〇   〇 町費 〇 〇 〇 

文化財所有者や保存団体との連絡会議や話し合いの場を持ち、文化財の保存や活用の状況、防災体

制等について意見交換を行い連携体制を強化します。 

３ 須成祭マイスターやガイドボランティア

等の伝道師の育成・支援 
〇   〇 △ 〇 町費 〇 〇 〇 

須成祭マイスターやガイドボランティア等の、蟹江町の歴史文化を伝える人材を育てるため、養成講座の

実施や活動の支援を行います。 

 

※１ ○：主体的に取組を推進  △：連携 

【取組主体の例】 

行政      蟹江町生涯学習課や他部署の事業担当課 

学識者等  大学教授や歴史研究者、学芸員等蟹江町の歴史文化に造形が深く専門知識を持つ人物 

関係機関  観光交流センター「祭人」や蟹江町観光協会・商工会、ガイドボランティアや婦人会等の 

地域団体 

所有者    指定文化財、登録文化財をはじめとする町内文化財の所有者、所有団体 

自治会    各地域の住民で構成される自治会 

町民      蟹江町に居住する住民 

※２ 前期（令和５年度～７年度）、中期（令和８年度～１０年度）、後期（令和１１年度～１３年度） 

 

１－２ 関係団体等との連携体制の強化 

①広域的な連携の推進 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

４ 広域の保存団体への加盟の継続・充

実 
  〇 〇  〇 町費 〇 〇 〇 

全国山・鉾・屋台保存連合会やあいち山車まつり協議会等広域の団体に継続して加盟するほか、連携可

能な新たな団体への加盟を推進します。 

５ 関係部署・関係団体との連携の強化    〇  〇 町費 〇 〇 〇 

観光産業を担当するふるさと振興課や、観光交流センター、観光協会、商工会等と定期的に情報を交換

し情報共有することで連携を強化します。 
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措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

６ 広域で取り組む文化財の保存・活用

事業の実施 
  〇 〇 △ 〇 町費ほか 〇 〇 〇 

海部地域の各市町村の文化財担当者で定期的に文化財の保存・活用に関する情報交換を行うととも

に、協働での事業実施を推進します。(季刊誌発行、海部歴史研究会講演会、散策事業実施等） 

 

方向性２ 文化財を把握し、適切に保存します（把握・保存） 

２－１ 各種分野の調査による文化財の把握 

①各種文化財の調査による文化財把握 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

長
期 

７ 文化財の把握調査の継続 △ △ △ △ 〇 〇 町費 〇   

古民家調査や神社・寺院の宝物等の所在確認、地域の風習等についての聞き書き調査を継続して行

い、文化財の把握と文化財資源の発掘をさらにすすめ、保存・活用事業の充実に寄与します。 

８ 未調査の文化財の調査・研究 △ △ △ △ 〇 〇 国・県・町費  〇 〇 

町内各地の秋祭りや歴史民俗資料館所蔵の鈴木家（蟹江家）文書等、総合調査が実施できていない文

化財についての調査や研究を行い、報告書等を発行することで、文化財への理解と適切な保存に役立

てます。 

９ 町民を巻き込んだ未指定文化財の調

査・研究 
〇  △  △ 〇 町費 〇 〇 〇 

町民の関心の高い未指定文化財について、町民有志と協働で調査・研究等を行うことで、町民と情報共

有をしながら文化財の把握をし、適切な保存につなげます。（案：昔の川筋や水路についての調査、蟹江

合戦に関連した調査等） 

 

２－２ 蟹江町を特徴づける文化財の適切な保存 

①指定等文化財の継続的な保存の取組み 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

１０ 文化財保護等補助事業の継続   〇 △  〇 国・県・町費 〇 〇 〇 

文化財保護等補助事業を継続して実施し、文化財の保存に努めます。また、説明会等で補助制度につ

いての理解を深めてもらうことで、より効果的に制度が利用できるよう促します。 

１１ 町独自の文化財保護指導員による指

導 
  〇  〇 〇 町費  〇 〇 

町独自の文化財保護指導員を設置し、定期的に文化財の所在確認や指導等を行うことで、より適切な

文化財の保存と継承を促進します。 



80 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

１２ 関係団体との連携による情報の収集    〇  〇 町費 〇 〇 〇 

周辺自治体や広域の保存団体と連携し、文化財や文化財修復技術者に関する情報を共有することで、

文化財修復技術者等の確保に努めます。 

 

②資料館の機能充実や収蔵のあり方の検討 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

１３ 資料館の機能充実 △ △ △ △ △ 〇 町費 〇 〇 〇 

資料館においての展示活動や教育普及活動を充実させるとともに、文化財の研究・保存・活用の拠点と

しての機能の充実をはかります。町民誰もが気軽に文化財に関する知識が得られるように、専門知識を

持つ学芸員を配置する等、サービスの向上に努めるとともに、歴史文化に関する情報ステーションとなる

よう、関係機関と連携をはかり、きめ細やかな対応ができるように努めます。 

１４ 文化財の保存施設としての資料館の

施設運営・収集・保管活動の充実 
  〇  △ 〇 町費  〇 〇 

地域の文化財は、地域での保存が望ましいが、保管することが難しくなった文化財の散逸を防ぐため、資

料館でそれらの文化財資料を保管できるよう、施設運営・収集・保管活動の充実をはかります。 

１５ 地域と連携した文化財の保存方法の

検討 
〇 〇 〇   〇 町費  〇 〇 

地域の文化財を地域で保存していけるよう、保存方法のアドバイスや、保存すべき文化財リストの共有や

情報提供を行う等、地域と連携して文化財を保存する方法を検討します。 

 

③未指定文化財の適切な保存の推進 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

１６ 未指定文化財カルテの作成  △ △ △ △ 〇 国・町費 〇 〇 〇 

文化財台帳のような文化財カルテを作成します。文化財カルテには、名称、所在地、所有者、文化財に関

する情報、写真等を掲載するほか、防災に関する情報等も盛り込み、適切な保存につなげます。 

１７ 未指定文化財の調査・記録作成の実

施 
△ △ △ △ 〇 〇 国・県・町費  〇  

特に必要な未指定文化財については、カルテだけでなく、本格的な調査を行い記録作成をすることで、伝

承や保存のための基礎資料を整えます。 

 

  



81 

④町独自の文化財の適切な保存 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

１８ 町独自の文化財の登録制度等の構築      △ 〇 町費   〇 

町独自の文化財の登録制度等の構築を検討し、文化財の保存・活用につなげます。 

１９ 郷土食の普及    〇  〇 国・町費 〇 〇 〇 

郷土食の体験講座を実施するとともに、その由来や作り方等についての情報提供、郷土料理を活かした

名物の開発や販売促進等を行い、郷土食に親しむ機会を増やし、普及に努めます。 

２０ 水郷の自然環境の保存 △ △ 〇 〇 △ 〇 国・県・町費 〇 〇 〇 

蟹江川や佐屋川は特徴ある河川景観を形成していることから、蟹江町の水郷環境として保全していきま

す。また、水辺の自然の保全や活用を図り、生物多様性と自然とのふれあいの環境づくりに努めます。ま

た、集落内に点在する寺社は水郷の歴史を物語る文化財であることから、境内の社寺林は当町の歴史

文化と結びついた緑地として維持・保全を図っていきます。 

 

２－３ 文化財を保存していくための意識啓発 

①町民の文化財の保存への意識啓発 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

２１ 町民の意識向上の取組み 〇 △ 〇 △  〇 町費 〇 〇 〇 

文化財の現地見学や体験学習、パンフレット発行等の啓発活動を積極的に行い、文化財を保存していく

ことの重要性について、町民の意識向上に努めます。 

 

②文化財の所有者の理解の醸成 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

２２ 文化財所有者や保存団体との文化財

保存・活用に関する意見交換会の実施 
 〇 〇   〇 町費 〇 〇 〇 

文化財所有者の理解の醸成のため、所有者や保存団体との連絡会議や話し合いの場を持ち、文化財の

保存や活用の状況、防災体制等について意見交換をし、相互理解を深めます。 

２３ 文化財の保存・活用に関する現地指

導の充実 
  〇  〇 〇 町費 〇 〇 〇 

文化財担当者や学識経験者による現地指導を積極的に行い、文化財所有者がその価値を理解し、適切

に保存していくことができるよう働きかけます。 
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２－４ 文化財を保存していくための仕組みの構築 

①町の単費や補助金に加え、新たな財源の確保 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

２４ 国や県、財団による補助金の利用促進    〇 △  〇 国・県ほか 〇 〇 〇 

国や県、財団等による補助金の情報収集および情報提供を的確に行い利用促進をすることで、文化財

の保存を促進します。 

２５ 観光産業や企業との連携事業による

財源獲得 
  〇 〇  〇 民間ほか  〇 〇 

文化財保存を目的とした、観光産業や企業との連携事業による財源獲得を目指します。 

 

２－５文化財を守るための危機管理の推進 

①文化財の防災・防犯の体制構築及び意識向上の取組みの推進 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

２６ 文化財防災台帳の整備  △ △ △ △ 〇 国・県・町費 〇 〇 〇 

指定文化財の防災台帳（レスキュー台帳）を整えるとともに、未指定文化財カルテを作成します。文化財

カルテには、名称、所在地、所有者、文化財に関する情報、写真等を掲載するほか、防災に関する情報等

も盛り込むことで、適切な保存につなげます。 

２７ 文化財所有者・保護団体・地域住民

への啓発の強化 
〇 〇 〇 〇  〇 町費 〇 〇 〇 

文化財防火デーにあわせて消防訓練や立入検査、防災への啓発活動をおこなうほか、文化財所有者や

保存団体との連絡会議や話し合いの場を持ち、文化財の保存や活用の状況、防災・防犯体制等につい

て意見交換を行います。 

２８ 消防用設備等の整備と消防関係機関

等との連絡・協力体制の確立 
  〇 〇  〇 町費 〇 〇 〇 

文化財所有者に対し、消防用設備等の整備を行うよう指導するとともに、消防署や消防団等の消防関係

機関との連絡・協力体制の確立を推進します。 

２９ 町民の防災意識向上の取組み 〇 △ △ 〇 △ 〇 町費 〇 〇 〇 

災害の歴史を学ぶ講座や企画展、防災教室等の実施によって町民の防災意識向上をはかります。 

 

  



83 

方向性３ 文化財を活用し、次世代へ継承します（活用・継承） 

３－１ 文化財の魅力・価値の発信による愛着・誇りの醸成 

①町民の認知度向上や価値を理解するための取組みの推進 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

３０ 各種講座の継続、充実   △ △ △ 〇 国・町費 〇 〇 〇 

地域の歴史文化資料を活用した古文書を読む会や現地で歴史文化を学ぶ「かにえ地域学」講座、郷土

体験学習会等の資料館講座を、内容を充実させながら継続して行い、町民の歴史文化への理解を深

め、愛着・誇りを醸成します。 

３１ 企画展・特別展の開催   △ △ △ 〇 町費 〇 〇 〇 

町内の歴史文化資料について、学芸員がテーマを設定して調査・研究を行い、その成果を企画展・特別

展として発信することで、認知度向上をはかります。 

３２ 様々なメディアでの情報発信    〇  〇 町費 〇 〇 〇 

パンフレットや広報誌等の印刷物のほか、ホームページやマスメディアを利用し、町の文化財について広

く情報発信を行うことで、町民の誇りへとつなげます。 

 

②未指定文化財を含めた文化財の周知・啓発の取組みの推進 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

３３ 未指定文化財を含めた文化財のガイ

ドブックや文化財紹介カード発行 
  △ 〇 △ 〇 国・町費 〇 〇  

未指定文化財を含めた文化財のガイドブックを関係機関と協働で作成・発行するほか、文化財を紹介す

るカードを発行し、多くの町民が文化財について気軽に知ることができる素材を充実させ、愛着を高めま

す。 

３４ 未指定文化財を含めた文化財を巡る

ルートマップの作成 
  △ 〇  〇 国・町費  〇  

未指定文化財を含めた文化財について、関連文化財群やエリアごとに巡るルートマップを作成します。徒

歩の他に自転車でのルートマップ等作成し、観光ガイドが案内する際にも利用できるような内容を検討し

ます。 
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３－２ 持続可能なまちづくりに向けた、文化財を活用した地域の活性化の推進 
①未指定文化財を含めた文化財の積極的な活用の推進 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

３５ 未指定文化財を含めた文化財を巡る

散策事業の展開 
  △ 〇  〇 国・町費  〇 〇 

未指定文化財を含めた文化財について、関連文化財群やエリアごとに巡る散策事業を展開し、周知・啓

発を推進します。 

３６ 祭り道具の写真集出版・公開事業実施  △ △ 〇 △ △ 〇 国・町費 〇 〇  

町内各地には伝統ある祭りがあり、馬具や祭礼幕等の古くから伝えられてきた貴重な道具が保管されて

おり、なかには美術工芸品としての価値が高いと思われるものもあります。しかし、その存在についてはほ

とんど知られていないため、写真集を出版するとともに、保存団体と協働で公開事業を行う等の活用事

業をすることで、地域の郷土芸能の価値を伝え、町民が伝統行事を守り伝える活力を醸成します。 

 

②IT等最先端技術を用いた新たな取組みの推進 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

３７ インターネットミュージアムの充実   △ △  〇 国・町費 〇 〇 〇 

資料館の展示品や歴史文化についてホームページ上で子どもたちに分かりやすく紹介するおうちミュー

ジアムを継続して開設することに加え、どの世代の人でも手軽に蟹江町の歴史文化資料についての専門

的な知識に触れることのできるインターネットミュージアムの展開をめざします。 

３８ 文化財デジタルアーカイブの作成・公開   〇 〇 〇 〇 国・町費 〇 〇  

文化財についての詳細な情報を文字だけでなくデジタル映像で記録し、文化財の姿を後世に伝えるとと

もに、その内容をホームページ等で公開して、様々な層の方々が活用できるよう、文化財デジタルアーカイ

ブ作成事業の展開を推進します。 

 

③他の事業主体の取組みと連携した新たな活用の展開 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

３９ 
他の事業主体と協働の活用事業の推進 〇 △ △ 〇 △ 〇 

国・県・町費 

ほか 
〇   

観光産業振興プロジェクトや、かわまちづくり等の取組みのほか、民間事業者や町民グループ等の取組

みにも参画し、文化財に関する情報提供等を行うことで、文化財の積極的な活用を推進します。 
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措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

４０ 学校や、他の大規模なイベント主体と

協働で行う啓発活動 
 △ △ 〇  〇 町費ほか 〇 〇 〇 

町の歴史文化について、副読本に掲載したり学校での授業に取り入れたりすることで、郷土の歴史文化

への愛着を育て、文化財の保存を日常生活に反映させる基礎を醸成します。また、町民まつりや文化祭

において地域の郷土芸能を公開する等、大規模なイベント主体と協働での文化財の活用事業や啓発活

動を推進し、文化財に親しみを持てる機会を創出します。 

 

３－３ 町民同士での文化財に触れる機会の創出、次世代への歴史文化の継承 

①文化財を身近に感じることができる取組みの推進 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

４１ 文化財公開や古民家を利用した取組

み等直接文化財に触れる事業の推進 
  〇 △ △ 〇 国・町費  〇 〇 

毎月定例的に実施している龍照院の木造十一面観音立像の公開を継続して行うほか、その他の文化財

についても公開事業の実施を推進します。加えて、町内に残る古民家を活用した事業を推進する等、町

民が直接文化財に触れる機会を増やすことで、歴史文化への理解を深めます。 

４２ ガイドボランティアや須成祭マイスター

等の人材を活用した事業の推進・支

援 

〇   〇  〇 町費 〇 〇 〇 

須成祭マイスターやガイドボランティア等の、蟹江町の歴史文化を伝える人材を活用した、町民から町民

へと歴史文化の魅力を伝える事業を推進し、人的支援等を行います。 

４３ キャラクターやキャッチフレーズ等の身

近な啓発素材の活用 
△   〇  〇 町費  〇 〇 

歴史文化に関するキャラクターやグッズ、キャッチフレーズ等の身近な啓発素材を活用し、文化財に対して

親近感を持てるような取組みを進めます。 

 

②次世代への継承促進 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

４４ 学校での普及活動の充実   △ △  〇 町費 〇 〇 〇 

小学校や中学校での出前講座等を充実し、若い世代の歴史文化への理解を深め、愛着・誇りを育てま

す。 
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措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

４５ 子どもを対象とした体験講座・伝承教

室の実施 
△ △ △ 〇 △ 〇 町費 〇 〇 〇 

子どもを対象とした須成祭体験学習や郷土料理教室、川についての環境学習等の体験学習や伝承教

室を実施し、次世代の担い手を育成します。 

４６ 親子で歴史文化に触れる講座の実施 △ △ △ 〇 △ 〇 町費 〇 〇 〇 

親子で参加する郷土料理教室や、文化財見学会等を開催し、世代間で文化財に関する知識や体験を共

有してもらうことで、町民から町民へと文化財を伝える仕組みをつくります。 

４７ 地域と連携した伝承事業の実施 △ △ 〇 〇 △ 〇 町費ほか  〇 〇 

文化財の所在する地域や、文化財所有者、文化財保存団体と連携して体験事業等を開催し、地域の力

で次世代へ文化財を継承する力を強化します。 
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第８章 関連文化財群 
 

（１）関連文化財群の目的 

関連文化財群とは、地域の多種多様な文化財を歴史文化や地域の特徴から導き出される歴史的・地域的な

関連性（ストーリー）に基づいて、まとまりとしてとらえたものです。まとまりとして扱うことで、指定・未指定を問わ

ず文化財を関連文化財群の構成要素として価値付けすることが可能となり、相互に結びついた文化財の多面的

な価値・魅力を発見することができます。 

当町においても、町内に点在する多様な文化財について、共通の歴史文化の特徴を持つものや同じ背景に基

づくものを関連文化財群としてまとめることで、町内外の方々の、当町の歴史文化への理解がより深まることが

期待されます。また、単独ではなく、関連文化財群を構成する文化財の一体的な保存・活用に取り組むことで、そ

れぞれの文化財の価値や存在意義を高めることができ、それによって、地域に対する愛着や誇りを育み、歴史文

化を活かしたまちづくりにつながることが期待されます。 

 

（２）関連文化財群設定の考え方 

第３章では、「水郷の歴史文化」という当町の歴史文化の全体の特性を基本として、当町の歴史文化から生ま

れた多様なキーワードの中から、「水郷の生活」「蟹江城」「祭礼」「著名人」「災害」という５つのキーワードに着

目し、「水郷として育まれたまちの生活」「蟹江城と蟹江合戦」「水郷のまちの人々が守り伝えてきた祭礼・信仰」

「水の豊かな土地が育んだ地域ゆかりの著名人」「水との戦いを乗り越えた歴史」という５つの歴史文化の特徴

にまとめました。関連文化財群は、この５つの歴史文化の特徴に対応するかたちで設定し、設定においては、以下

の点を基準とします。 

① 当町の歴史文化をわかりやすく伝えるストーリーを構成しているもの 

② 後世に継承すべきものや地域振興につながるもの 

③ 郷土学習の題材や観光資源となるもの 

④ 構成文化財に対して一体的な保存・活用に結び付けることができること 

 

こうしたことを踏まえ、次の６つの関連文化財群を設定しました。 

 

  

歴史文化の特徴 

「水郷として育まれたまちの生活」 

「蟹江城と蟹江合戦」 

「 」 

「 」 

「水との戦いを乗り越えた歴史」 

① 「水郷のまちの川の恵みと郷土食」 

② 「蟹江城と天下を決めた蟹江合戦」 

③ 「受け継がれてきた地域の祭り」 
④ 「歴史上の人物と祈りの聖地」 

⑤ 「文学のさと蟹江」 

⑥ 「川との戦いと共存」 

関連文化財群 

水
郷
に
ま
つ
わ
る
歴
史
文
化 
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（３）関連文化財群及びその保存活用計画 

①水郷のまちの川の恵みと郷土食 

１）ストーリー 

町内に幾筋もの河川が流れ、伊勢湾にも近い蟹江では、かつて漁業が盛んに行われていました。蟹江川の河

口には漁港があり、伊勢湾で漁をする漁師がいた一方で、川で漁をする者も多く存在しました。この地域の川は

元々汽水域で、ウナギやシジミ、フナやモロコ、ボラ等様々な魚介類が豊富にとれ、特産になっていました。また、

農地には水路がはりめぐらされ水田を潤し、米作りも盛んに行われてきました。用水と水田を行き来する川魚も

多く、農家等でもそれらを食材とすることが多くありました。さらに、豊富にとれる米と川の伏流水、川を利用した

舟運により、蟹江川沿いを中心に醸造業が発展し、食材を引き立てる調味料となる酒や味醂づくりを生業とする

業者も多数軒を並べていました。 

こうした環境のなか、さまざまな川の恵みをうけ、もろこ寿司やぼら雑炊、ふなみそ、いな饅頭等水郷地帯独特

の食文化が育まれてきました。川魚料理以外では、蟹江川周辺の地域で茶粥を食べる習慣があります。一説に

よると蟹江合戦に起源があると伝えられています。蟹江の茶粥は、川の土手等に自生するというカワラケツメイと

いう一年草をお茶の代用として使うのが特徴となっています。また、蟹江新町等では白イチジク（蓬莱柿）の栽培

が盛んで、その風味の良さが評価され、特産になっています。かつては川の土手にイチジクの木が生い茂ってい

たといい、川に近い立地が栽培に適しているため、蟹江産のイチジクは風味が良いのではないかといわれていま

す。これらも、川の恵みをうけて伝えられてきた食文化だといえます。 

生活環境が変わり、川に親しむ機会が少なくなった現在、残された食文化が、川と密接に関わってきた生活が

あったことを伝えるものとなっています。 

こうした水郷にかかわる生業や食文化をもとに関連文化財群を作成します。 
 

【関連文化財一覧】 
 

No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

１ 国登録 建造物 建物 甘強味淋旧本社事務所 蟹江 

２ 国登録 建造物 建物 甘強味淋工場 蟹江 

３ 国登録 建造物 建物 甘強味淋住宅主屋 蟹江 

４ 国登録 建造物 建物 甘強味淋土蔵 蟹江 

５ 無 石造物 記念碑 蟹江漁業協同組合 記念碑 舟入 

６ 無 産業 漁業 漁業関連資料 蟹江 

７ 無 産業 漁業 淡水漁業関連漁具 蟹江 

８ 無 産業 漁業 海水漁業関連漁具 蟹江 

９ 無 産業 漁業 海苔養殖関連漁具 蟹江 

１０ 無 産業 漁業 漁獲物流通関連漁具 蟹江 

１１ 無 産業 漁業 漁船関連資料 蟹江 

１２ 無 産業 漁業 漁業風景模型 蟹江 

１３ 無 産業 農業 白イチジク（蓬莱柿） 蟹江町全域 

１４ 無 産業 商工業 味醂・酒 蟹江町全域 

１５ 無 産業 商工業 醸造関連道具 蟹江 

１６ 無 郷土食 ― もろこ寿司 蟹江町全域 

１７ 無 郷土食 ― はえ寿司 蟹江町全域 

１８ 無 郷土食 ― ぼら雑炊（ぼらぞー） 蟹江町全域 

１９ 無 郷土食 ― ふなみそ 蟹江町全域 

２０ 無 郷土食 ― いな饅頭 蟹江町全域 

21 無 郷土食 ― 茶粥（米ぢゃ） 蟹江町全域 

２２ 無 郷土食 ― あじずし 新蟹江・須西 

２３ 無 郷土食 ― 寿司箱 蟹江 
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２）課題と方針 

蟹江町が、かつて漁業が盛んだったことは、一定の世代以下の方にはあまり知られていないため、漁業につい

ての情報提供の充実が必要です。また、醸造業についても、古い記録等の情報が不足しており、情報発信が十

分にできているとはいえません。 

郷土食については、茶粥やもろこ寿司等、よく知られているものの他にどのような郷土食があるのか掘り起し

が不足しています。また、よく知られている料理についても、料理の歴史といった背景についてはあまり知られてい

ません。さらに、近年は生活環境の変化に伴い郷土食に触れる機会が減少し、家庭内での継承ができておらず、

継承のための仕組作りも求められています。 

そのため、漁業についてのデータ作成や普及、醸造業についての情報発信の充実、郷土食や食文化について

より深く情報を集めるための聞き取り等の調査をすすめます。また、地域の人々が郷土食に親しんでもらえるよう、

体験講座の実施やレシピを公開するとともに、伝統産業や特産物に触れる機会を増やします。 

 

３）措置 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

４８ 漁業についてのデータ作成・普及    △ △ 〇 国・町費 〇 〇 〇 

かつて蟹江で盛んだった漁業についての資料を活用できるようにデータ化を行い、水郷の歴史文化の普

及につなげます。 

４９ 醸造業についての情報発信   〇 〇 △ 〇 町費・その他 〇 〇 〇 

醸造業が盛んだった時代の記録を掘り起こし、蟹江の醸造業の歴史についての情報発信を充実させま

す。また、酒蔵見学等を通じて蟹江の醸造業についての理解を深めます。 

５０ 食文化の調査・記録作成 △ △ △ △ 〇 〇 町費 〇   

地域で作られている郷土食や食文化について、町民への聞き取り調査や記録作成を行います。加えて近

隣地域も含めた把握調査を行うことで、その位置づけが分かるようにします。 

５１ 郷土食に関する講座の実施    〇 △ 〇 町費 〇 〇 〇 

幅広い年齢層を対象とした郷土食の体験講座を実施し、郷土食を次世代へ継承します。 

５２ 郷土食のレシピ等の公開    〇 △ 〇 町費 〇 〇 〇 

郷土食の由来や背景、レシピをホームページ等で公開し、郷土食の伝承につなげます。 

５３ 伝統的な食材を使った料理の開発・普

及 
   〇  〇 町費・その他 〇 〇  

古くから盛んに生産されてきた地酒やみりん、白イチジク等の伝統的な食材や、郷土料理を活かした名

物を開発し普及することで蟹江町の伝統産業や特産物に触れる機会を増やします。 
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関連する主な文化財の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内全域に分布：もろこ寿司、はえ寿司、ぼら雑炊（ぼらぞー）、 

ふなみそ、いな饅頭、茶粥（米ぢゃ） 

須西地域・新蟹江地域の一部に分布：あじずし 

「地理院地図」（国土地理院）を使用して作図 
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②蟹江城と天下を決めた蟹江合戦 

１）ストーリー 

蟹江町の歴史のなかで、多くの人々に注目されてきた事柄であり、現在へと語り継がれているのが、蟹江城と

蟹江合戦です。伝承によると蟹江城は永享年間（１４２９～４１）に北条時任が築いたとされています。当時の蟹江

は伊勢湾に面しており、水上交通の重要な拠点でした。そのため、幾度かこの城をめぐる戦いが行われました。

中でも有名なのが、天正１２（１５８４）年、羽柴秀吉軍と織田信雄・徳川家康軍によって行われた小牧・長久手の

戦いにおける攻防です。この戦いは尾張北部を中心に、美濃や伊勢等各地でも合戦が繰り広げられ、蟹江もそ

の戦場のひとつとなりました。ここでの蟹江城を巡る激しい攻防戦は「蟹江合戦」として知られ、後世、軍記や絵

図等に描かれてきました。 

その後、蟹江城は蟹江合戦の翌年に起きた大地震によって崩壊し、そのまま廃城となったと伝えられています。

城郭は現存しないものの、現在は蟹江城址や本丸井戸跡といった遺跡があり、その歴史を伝えています。 

蟹江城や蟹江合戦に関する歴史は、周辺の地域にも残されており、蟹江新町にある地蔵寺が蟹江城主の守り

本尊を安置したことに始まると伝えられている等、蟹江町内には蟹江合戦の際に戦火の被害にあったことを伝え

る寺院や神社が多数あります。また、蟹江合戦で活躍した鈴木重安・重治を輩出した鈴木家（蟹江家）文書等に

は、後に記録された合戦に関する記述も確認することができます。さらに、蟹江町の郷土食である茶粥は、蟹江合

戦に由来するという伝承もあります。このように、遺跡、資料、伝承等蟹江城と蟹江合戦は様々な形で現在に伝え

られており、蟹江の歴史や文化にも影響を与えた貴重な資源だといえます。 

そこで、蟹江城築城および蟹江合戦に関わる史跡や資料、伝承等を周辺の寺社も含め、蟹江城をとりまく関

連文化財群として作成します。 

 

【関連文化財一覧】 
 

No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

１ 無 遺跡 伝承地 蟹江城址 蟹江 

２ 無 石造物 記念碑 蟹江城址石碑 蟹江 

３ 無 遺跡 伝承地 蟹江城本丸井戸跡 蟹江 

４ 無 石造物 記念碑 蟹江城主先祖代々供養塔 蟹江 

５ 無 建造物 建物 旧蟹江家門 蟹江 

６ 無 文化的資料 古文書 鈴木家（蟹江家）文書 蟹江 

７ 無 文化的資料 歴史資料 鈴木家（蟹江家）武具等 蟹江 

８ 無 遺跡 神社 蟹江神明社 蟹江 

９ 無 遺跡 寺院 安楽寺 蟹江 

１０ 無 遺跡 寺院 西光寺 蟹江 

１１ 無 遺跡 寺院 地蔵寺 学戸 

１２ 無 遺跡 寺院 法応寺 学戸 

１３ 無 遺跡 神社 冨吉建速神社・八剱社 須西 

１４ 無 遺跡 寺院 龍照院 須西 

１５ 無 遺跡 寺院 松秀寺 須西 

１６ 無 遺跡 伝承地 伝信長街道 須西 

１７ 無 郷土食 ― 茶粥（米ぢゃ） 蟹江町全域 
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２）課題と方針 

蟹江城や蟹江合戦に関する調査・研究が不足しています。そのため、蟹江城や蟹江合戦に関する情報が少な

く、町内外での認知度の低さにつながっています。更なる資料の収集や調査研究を推進するとともに、ワークショ

ップや講座を実施するほか、解説コンテンツ等を作成・活用して認知度の向上をはかります。 

また、蟹江合戦は小牧・長久手の戦いの一つに位置づけられるため、戦況や戦場、武将との関わりは他地域と

も影響し合っています。しかし、蟹江町では蟹江合戦の部分だけを取り上げることが多く、他の合戦地との横の連

携が不足しています。小牧・長久手の戦いの一つとしての価値を発信するとともに、他地域との連携によって地域

全体の活性化を目指します。 

 

３）措置 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
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所
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後
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５４ 蟹江城や蟹江合戦に関する調査・情報

収集 
  △ △ 〇 〇 町費 〇   

蟹江城の規模や変遷について、文献だけでなく堀跡の現地調査等を行うことで明確化をはかります。ま

た、蟹江合戦についても、蟹江城の支城である大野城があった愛西市等と協力し合いながら、現存する

記録や情報を収集することで、小牧・長久手の戦いの中における蟹江合戦の立ち位置を明確にしていき

ます。 

５５ 蟹江城に関する研究・学習の充実 〇 △   △ 〇 町費 〇   

蟹江城や蟹江合戦について、町民と一緒に考察し学習する新たな形式のワークショップや講座を行い、

資料の少ない蟹江城についての研究を進めながら魅力を発信します。 

５６ 解説コンテンツの作成    △ △ 〇 国・町費  〇  

調査研究により明らかになった合戦当時の様子を映像等のコンテンツで作成し、視覚的にわかりやすい

情報を作成し広く周知します。 

５７ 広域で連携した蟹江合戦（小牧・長久

手の戦い）についての情報発信 
   〇  〇 町費 〇   

小牧・長久手の戦いに関連する他の自治体と連携して蟹江合戦についての情報発信を行うことで、蟹江

合戦や小牧・長久手の戦いについての知名度を高め、地域活性化につなげます。 

５８ 情報発信の充実     〇  〇 町費 〇 〇 〇 

既存の情報や調査で得られた情報を整理し、さまざまなメディアで発信するとともに、他機関との連携の

取組みによってより広く蟹江城や蟹江合戦について周知します。 
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関連する主な文化財の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「地理院地図」（国土地理院）を使用して作図 
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③受け継がれてきた地域の祭り 

１）ストーリー 

蟹江町には様々な祭礼やそれに伴う芸能が今も伝えられており、地域の祭りに関連する文化財にも様々なも

のがあります。 

蟹江町で最も知られている祭りとしては、国指定重要無形民俗文化財でありユネスコの無形文化遺産にも登

録されている須成祭があげられます。夏の川祭りとして行われ、「車楽船の川祭」と「神葭流し」から構成される

この祭りは、地元の人々だけでなく他地域からも多くの方が訪れます。須成祭では、車楽船で須成祭囃子が演奏

されるだけでなく、奉納太鼓として須成鼓笛保存会による神子太鼓の演奏や、町内の他の地域の神楽太鼓も演

奏される場面もあります。 

さらに、町内各地では、蟹江新町日吉神楽や蟹江祭等、秋祭りとして多くの地域で祭礼が行われ、芸能が披

露されます。蟹江新町日吉神楽は、蟹江町指定無形民俗文化財で、神楽屋形を巡行させながら神楽太鼓を奏

でて行われます。この地域の農村部の祭りの特徴をよく伝えており、町内の他の地域でも同様の祭りが多くみら

れます。古くは何か行事があると神楽寄せといって、近隣から神楽屋形を曳いて集まり太鼓を演奏したといい、近

隣地域同士で影響し合って発展してきたそうです。蟹江祭は江戸時代から道踊り等が華やかに行われ、祭りの

噂が当時の尾張藩主の耳にも入り、近隣の神楽とともに披露をしたことがあったと伝えられています。 

また、各祭礼や行事で用いられてきた祭礼幕や神楽屋形、馬具等多種多様な文化財も残されており、保存会

をはじめとした地元の人々が大切に受け継いできた伝統ある祭りや、それに伴う芸能、祭礼道具によって関連文

化財群を作成します。 

 

【関連文化財一覧】 
 

No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

１ 国指定 民俗行事 無形民俗 須成祭の車楽船行事と神葭流し 須西 

２ 町指定 民俗行事 有形民俗 須成祭山車人形 須西 

３ 町指定 民俗行事 無形民俗 蟹江新町日吉神楽 学戸 

４ 無 民俗行事 有形民俗 須成祭稚児衣裳 須西 

５ 無 民俗行事 無形民俗 須成川西上・川西下神楽 須西 

６ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（須成川西） 須西 

７ 無 民俗行事 有形民俗 白木神楽屋形（須成川西） 須西 

８ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「須成邨川西北」 須西 

９ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「須成川西南」 須西 

１０ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（須成川西上） 須西 

１１ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（須成川西下） 須西 

１２ 無 民俗行事 無形民俗 西之森神楽太鼓 須西 

１３ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（西之森本田） 須西 

１４ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江町西之森」 須西 

１５ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「海東郡西之森」 須西 

１６ 無 民俗行事 有形民俗 祭礼幕（西之森本田） 須西 

１７ 無 民俗行事 有形民俗 白木神楽屋形（北新田） 須西 

１８ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（北新田） 須西 

１９ 無 民俗行事 有形民俗 須成祭稚児衣装（資料館所蔵） 蟹江 

２０ 無 民俗行事 無形民俗 今神楽 蟹江 

２１ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（今） 蟹江 

２２ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「今」 蟹江 

２３ 無 民俗行事 無形民俗 駅前区祭囃子 蟹江 
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No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

２４ 無 民俗行事 無形民俗 蟹江祭 蟹江 

２５ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町城之町」 蟹江 

２６ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（城之町） 蟹江 

２７ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町上之町」 蟹江 

２８ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「本町北之町」 蟹江 

２９ 無 民俗行事 有形民俗 馬具(北之町) 蟹江 

３０ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町中之町」 蟹江 

３１ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町五之町」 蟹江 

３２ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（五之町） 蟹江 

３３ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町新屋敷」 蟹江 

３４ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（新屋敷） 蟹江 

３５ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江町海門」 蟹江 

３６ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江町海門寺割」 蟹江 

３７ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町海門寺割」 蟹江 

３８ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（海門） 蟹江 

３９ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町川西」 学戸 

４０ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（蟹江本町川西） 学戸 

４１ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（蟹江新町） 学戸 

４２ 無 民俗行事 有形民俗 白木神楽屋形（蟹江新町） 学戸 

４３ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「新町」 学戸 

４４ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江新町上之割」 学戸 

４５ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江新町下之割」 学戸 

４６ 無 民俗行事 有形民俗 旗印「蟹江新町上之割」 学戸 

４７ 無 民俗行事 有形民俗 旗印「蟹江新町下之割」 学戸 

４８ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（蟹江新町） 学戸 

４９ 無 民俗行事 有形民俗 一文字笠 学戸 

５０ 無 民俗行事 無形民俗 源才神楽 学戸 

５１ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（源才） 学戸 

５２ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「源氏才勝」 学戸 

５３ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「西之森村 源氏才勝」 学戸 

５４ 無 民俗行事 有形民俗 祭礼幕（源氏） 学戸 

５５ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（源才） 学戸 

５６ 無 民俗行事 有形民俗 太鼓巻（源才） 学戸 

５７ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（観音寺） 学戸 

５８ 無 民俗行事 無形民俗 舟入神楽 舟入 

５９ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（舟入） 舟入 

６０ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「舟入」 舟入 

６１ 無 民俗行事 無形民俗 本町分神楽 新蟹江 

６２ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（本町分） 新蟹江 

６３ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江新田本町分」 新蟹江 

６４ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（本町分） 新蟹江 

６５ 無 民俗行事 有形民俗 神楽屋形長持幕 新蟹江 

６６ 無 民俗行事 無形民俗 西大海用神楽太鼓 新蟹江 

６７ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（西大海用） 新蟹江 

６８ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（西大海用） 新蟹江 

６９ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「大海用」 新蟹江 

７０ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（西大海用） 新蟹江 

７１ 無 民俗行事 有形民俗 祭礼幕（西大海用） 新蟹江 

７２ 無 民俗行事 有形民俗 男獅子用台座 新蟹江 

７３ 無 民俗行事 有形民俗 獅子頭（男獅子用） 新蟹江 

７４ 無 民俗行事 有形民俗 男獅子衣装・道具 新蟹江 
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No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

７５ 無 民俗行事 有形民俗 桶胴太鼓 新蟹江 

７６ 無 民俗行事 無形民俗 東大海用神楽 新蟹江 

７７ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（東大海用） 新蟹江 

７８ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「東大海用」 新蟹江 

７９ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（東大海用） 新蟹江 

８０ 無 民俗行事 有形民俗 祭礼幕（東大海用） 新蟹江 

８１ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「大海用東之割」 新蟹江 

８２ 無 民俗行事 有形民俗 獅子頭（男獅子用） 新蟹江 

８３ 無 民俗行事 有形民俗 桶胴太鼓 新蟹江 

８４ 無 民俗行事 無形民俗 富吉（百保）神楽 新蟹江 

８５ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（富吉） 新蟹江 

８６ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「富吉」 新蟹江 

８７ 無 民俗行事 有形民俗 獅子頭（男獅子用） 新蟹江 

８８ 無 民俗行事 有形民俗 男獅子道具 新蟹江 

８９ 無 民俗行事 無形民俗 鍋蓋秋季祭礼 新蟹江 

 

２）課題と方針 

須成祭以外の祭礼行事に関して、調査や記録が十分にできていません。さらなる祭礼行事の調査研究が必

要です。須成祭以外の祭礼行事や、須成祭についても車楽船行事（宵祭・朝祭）以外の神葭流しに関連する行

事については、認知度が低い状況です。そのため、須成祭の神葭流しに関する行事やそのほかの祭礼について

も魅力を広く情報発信する必要があります。また、祭礼行事の担い手が不足しているため、後世に継承していくた

めの支援を行う必要があります。 

各地区の神楽庫等には古い祭礼道具等が保管されていますが、関心や把握が不足しており、保管状態がよく

ありません。後世に継承していくためにも、適切に祭礼道具の修繕や管理ができる環境整備を推進します。 

 

３）措置 

措置 
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後
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５９ 各地の祭りについての調査・記録作成 △ △ △ △ 〇 〇 国・県・町費 〇 〇  

各地の祭りについて調査を行い、報告書を作成したり、祭礼の様子等を映像や写真で記録したりするこ

とで後世への継承に活用していきます。 

６０ 継承活動の支援   △   〇 町費 〇 〇 〇 

後継者不足の改善のため、継承活動を行う団体への情報提供や補助金等の案内を行い、支援します。 

６１ 郷土芸能の公開機会の充実  △ 〇 〇  〇 町費 〇 〇 〇 

町民まつりや町内外で行われる芸能大会等で郷土芸能を公開する機会を充実することで、町民だけで

なく、町外にも蟹江町の伝統文化を広く普及します。 

３６ 祭り道具の写真集出版・公開事業実施

（再掲） 
△ △ 〇 △ △ 〇 国・町費 〇 〇  

町内各地には伝統ある祭りがあり、馬具や祭礼幕等の古くから伝えられてきた貴重な道具が保管されて

おり、なかには美術工芸品としての価値が高いと思われるものもあります。しかし、その存在についてはほ

とんど知られていないため、写真集を出版するとともに、保存団体と協働で公開事業を行う等の活用事

業をすることで、地域の郷土芸能の価値を伝え、町民が伝統行事を守り伝える活力を醸成します。 



97 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

６２ 祭り道具等の保存施設整備への支援  〇 〇  △ 〇 国・県・町費 〇 〇 〇 

祭りで使用される道具等の保管状態を把握し、所有者へ適切な保管方法の指導を行います。また、適切

な保管のための施設や設備に不足のある場合には、整備のための補助金の支給等を検討します。 

 

  



98 

関連する主な文化財の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

猩々旗「蟹江本町新屋敷」 

猩々旗「蟹江本町川西」 

猩々旗「源氏才勝」 

猩々旗「蟹江本町中之町」 

鍋蓋秋季祭礼 

「地理院地図」（国土地理院）を使用して作図 
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④歴史上の人物と祈りの聖地 

１）ストーリー 

古くから人々の心の拠り所として信仰されてきた神社や寺院には、様々な縁起や説話等の言い伝えや伝承が

あり、その中には歴史上との人物に関わるものも多数存在しています。また、蟹江町内にある遺跡の中には、歴史

上の人物が立ち寄った地として伝承されているところがいくつもあり、歴史上の人物が祈りを捧げたと伝えられて

いるところや、その場所が信仰の対象になっているところもあります。 

蟹江町の学戸地区南部の源氏塚は、平安時代、平治の乱に敗れた源義朝一行が東国に落ち延びる際、当時

小島であったこの地に舟を停め立ち寄ったと伝えられている場所です。源氏島伝説は、源氏という地名の由来に

もなっています。晴明塚は陰陽師として有名な安倍晴明が訪れ、火伏せの祈祷をしたと伝承されている遺跡です。

他にも、親鸞聖人腰掛石や、織田信長や豊臣秀吉が疫病退散を祈願した冨吉建速神社・八剱社、龍照院には

木曽義仲を弔って巴御前が安置したという木造大日如来坐像や木曽義仲の位牌等があります。 

伝承の中には、源氏島のように、水運の要所だった蟹江ならではの話もあり、こうした伝承はその土地の成り

立ちや人々の信仰心を示すものでもあります。このような、地域に伝わる歴史上の人物についての伝承等にちな

んだ社寺や遺跡、石造物等によって関連文化財群を作成します。 

 

【関連文化財一覧】 
 

No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

１ 国指定 建造物 建物 冨吉建速神社本殿 須西 

２ 国指定 建造物 建物 八劔社本殿 須西 

３ 町指定 文化的資料 彫刻 木造大日如来坐像 須西 

４ 町指定 自然・景観 ― 須成龍照院のイチョウ 須西 

５ 無 文化的資料 歴史資料 木曽義仲位牌 須西 

６ 無 遺跡 神社 冨吉建速神社・八劔社 須西 

７ 無 遺跡 寺院 龍照院 須西 

８ 無 遺跡 伝承地 伝信長街道 須西 

９ 無 石造物 記念碑 蟹江城主先祖代々供養塔 蟹江 

１０ 無 遺跡 神社 富吉神社（銭洗弁財天） 蟹江 

１１ 無 遺跡 伝承地 親鸞聖人腰掛石 蟹江 

１２ 無 遺跡 伝承地 晴明塚 学戸 

１３ 無 遺跡 神社 日吉神社 学戸 

１４ 無 遺跡 伝承地 源氏塚 学戸 

１5 無 遺跡 神社 源氏島八幡社 学戸 

 

２）課題と方針 

遺跡や伝承地についての根拠資料の調査の蓄積が不十分です。今後、調査や研究を進めていくことが必要

です。 

また、文化財自体は地域に根付いた伝承にまつわるものであり、蟹江の歴史や信仰がうかがえる点で価値が

あります。しかし、それぞれの文化財が小規模であり、単独での効果的な活用や発信が難しいため、文化財を結

び付けた周遊ルートを作成し、案内・解説を行う等、効果的な活用を促進する必要があります。 
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６３ 歴史上の人物にゆかりのある遺跡や伝

承地についての調査・研究 
△ △ △ △ 〇 〇 町費 〇 〇  

寺社等の自伝や社伝、地域の伝承のヒアリング等を行い、各文化財について調査・研究を進めます。 

６４ 周遊ルートの作成   △ 〇  〇 国・町費  〇  

それぞれ独立している文化財を結び付けて町内を周遊するようなルートを作成し、それぞれの文化財の

回遊性向上を図ります。 

６５ 案内看板等の制作  △ △ 〇  〇 国・町費  〇  

各文化財を広く周知するため、現地に案内看板を設置したり、文化財同士の位置関係を示した案内マッ

プを制作したりすることで当町における文化財の認知度向上を図ります。 
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関連する主な文化財の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
日吉神社 

「地理院地図」（国土地理院）を使用して作図 



102 

⑤文学のさと蟹江 

１）ストーリー 

蟹江町には、当町出身の探偵小説家小酒井不木をはじめとした文学者ゆかりの地が多数あります。 

小酒井不木は、明治２３（１８９０）年に新蟹江村（現・蟹江新田）の日光川沿いの地主の家に生まれ、医学者

でありながら、大正から昭和初期の日本の探偵小説の黎明期に活躍した人物です。数多くの作品を残しただけ

でなく、多くの作家らと交流し、特に江戸川乱歩と深い親交を持ちました。大正１２（１９２３）年には名古屋に自宅

を構え積極的に執筆活動を行い、晩年には、現在も名古屋を中心に活動を続けている「ねんげ句会」を立ち上

げ、俳句の作品も多く残しています。小酒井不木が生まれた蟹江新田には、不木と同じ新蟹江（尋常）小学校出

身の建築家、黒川紀章揮毫の小酒井不木生誕地碑が建立されています。また、蟹江町歴史民俗資料館には不

木愛用の机や直筆原稿等の関連資料が収蔵されているほか、江戸川乱歩揮毫の不木碑があります。 

太平洋戦争中には、文豪吉川英治が蟹江の地を度々訪れています。 都会では、戦争が激しくなってきた昭和

１７・1８（１９４２・194３）年のことで、縁者を頼って蟹江で過ごし、蟹江の水郷地帯の風景を「東海の潮来」と称

したとされています。後に、建築家黒川紀章の父で同じく建築家の黒川巳喜ら地元有志４人により、英治が詠ん

だ「佐屋川の土手もみちかし月こよひ」の句碑が建立されました。黒川巳喜は、この経験を生かし、水郷地帯の

風景を句碑に刻んで残そうという発想に至り、鹿島神社文学苑が設立されました。文学苑には、小酒井不木を始

めとしたねんげ句会同人や、山口誓子や中村汀女等の著名な俳人、そして黒川巳喜らが蟹江の水郷風景を詠

んだ句碑が２６基建てられています。また、蟹江町歴史民俗資料館には、文学苑を建立する際に俳人らが直筆で

書いた掛軸が所蔵されています。  

こうした、当町にゆかりのある作家や作品に関連する資料から関連文化財群を作成します。 

 

【関連文化財一覧】 
 

No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

１ 無 文化的資料 書跡 小酒井不木関連資料 蟹江 

２ 無 文化的資料 書跡 黒川巳喜関連資料 蟹江 

３ 無 文化的資料 書跡 吉川英治関連資料 蟹江 

４ 無 文化的資料 書跡 鹿島神社文学苑句碑俳人直筆掛軸 蟹江 

５ 無 石造物 記念碑 不木碑 蟹江 

６ 無 石造物 記念碑 小酒井不木生誕地碑 学戸 

７ 無 遺跡 伝承地 鹿島神社文学苑 新蟹江 

８ 無 石造物 記念碑 鹿島神社文学苑石碑 新蟹江 

９ 無 石造物 歌碑・句碑 杉浦冷石句碑 新蟹江 

１０ 無 石造物 歌碑・句碑 上野千秋句碑 新蟹江 

１１ 無 石造物 歌碑・句碑 殿島蒼人句碑 新蟹江 

１２ 無 石造物 歌碑・句碑 岡戸武平句碑 新蟹江 

１３ 無 石造物 歌碑・句碑 宮田重亭句碑 新蟹江 

１４ 無 石造物 歌碑・句碑 桑原閑古亭句碑 新蟹江 

１５ 無 石造物 歌碑・句碑 山田麗眺子句碑 新蟹江 

１６ 無 石造物 歌碑・句碑 小酒井不木句碑 新蟹江 

１７ 無 石造物 歌碑・句碑 寺田栄一句碑 新蟹江 

１８ 無 石造物 歌碑・句碑 桃山葱雨句碑 新蟹江 

１９ 無 石造物 歌碑・句碑 中村汀女句碑 新蟹江 

２０ 無 石造物 歌碑・句碑 狩野近雄句碑 新蟹江 

２１ 無 石造物 歌碑・句碑 原たかし句碑 新蟹江 

２２ 無 石造物 歌碑・句碑 杉戸清句碑 新蟹江 

２３ 無 石造物 歌碑・句碑 山口誓子句碑 新蟹江 
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No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

２４ 無 石造物 歌碑・句碑 長谷川朝風句碑 新蟹江 

２５ 無 石造物 歌碑・句碑 加藤かけい句碑 新蟹江 

２６ 無 石造物 歌碑・句碑 橋本鶏二句碑 新蟹江 

２７ 無 石造物 歌碑・句碑 水原秋桜子句碑 新蟹江 

２８ 無 石造物 歌碑・句碑 阿波野青畝句碑 新蟹江 

２９ 無 石造物 歌碑・句碑 長谷川双魚句碑 新蟹江 

３０ 無 石造物 歌碑・句碑 山口青邨句碑 新蟹江 

３１ 無 石造物 歌碑・句碑 稲畑汀子句碑 新蟹江 

３２ 無 石造物 歌碑・句碑 清崎敏郎句碑 新蟹江 

３３ 無 石造物 歌碑・句碑 鷹羽狩行句碑 新蟹江 

３５ 無 石造物 歌碑・句碑 黒川巳喜句碑 新蟹江 

３６ 無 石造物 歌碑・句碑 吉川英治句碑 新蟹江 

 

２）課題と方針 

それぞれの文化人の人物名はある程度の認知度がありますが、作家の経歴や交友関係等について深掘りで

きていない部分があるため、調査・研究を継続していく必要があります。 

文学に関する定期的な活動の場が少なく、町民が文学を学ぶ機会が限られているため、講座等の実施により、

文学作品や俳句等を定期的に学ぶ場の提供が必要です。また、作品に触れる機会が少なく、作品の認知度が

低い状況にあるため、文化人や作品についての情報発信の充実が必要です。 

また、小酒井不木は晩年名古屋に家を構え、名古屋にゆかりのある江戸川乱歩と深い交流を持ちました。近

年、江戸川乱歩の名古屋での足跡を顕彰する動きのなかで小酒井不木が取り上げられる例もあるため、作品や

作家について他地域での活動や関わりも含めて考えることが、新たな発見や広域の情報発信につながる可能

性があります。小酒井不木に関する文化財の保存・活用事業が進められていますが、さらに体制を充実させるた

め、名古屋市等の関係機関との連携も視野に入れて取り組んでいきます。 
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３）措置 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

６６ 蟹江町ゆかりの文学者に関する調査・

研究 
   △ 〇 〇 町費 〇 〇 〇 

小酒井不木の交友関係や、吉川英治の蟹江での足跡、鹿島神社文学苑に石碑のある俳人の人物像等

についての調査・研究を進めます。 

６７ 講座の実施    〇 △ 〇 町費 〇 〇 〇 

人物についての学習や、俳句会等の文学に触れる講座を実施します。 

６８ 作品に触れる機会の創出    〇  〇 国・町費 〇 〇 〇 

資料館での作品展示、ホームページでのバーチャル文学館の設置やショートムービー作成公開、朗読会

の実施等を行い、作品の周知を行います。 

６９ メディアを活用した周知    〇  〇 町費 〇 〇 〇 

広報誌やホームページ等を活用して郷土の文化人について発信することで、郷土の著名人について周

知し郷土への愛着を醸成します。 

７０ 関係機関との連携    〇  〇 町費  〇 〇 

名古屋市や他の文学館等と連携をとり、小酒井不木らの作家に関する文化財の保存・活用を推進しま

す。 
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関連する主な文化財の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「地理院地図」（国土地理院）を使用して作図 
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⑥川との戦いと共存 

１）ストーリー 

蟹江町は、幾筋もの川が流れているというだけでなく、土地が低い海抜ゼロメートル地帯であるため、昔から

度々川の氾濫による水害に悩まされてきました。昔から当町に伝わる地名には、水害に由来するものも少なくあり

ません。その中で、昔の人々は水害に対して、ただ手をこまねいていたわけではなく、川の合流点に水門を設置し

たり、堤防を築いたりして対策をしてきました。時には、川の流れを変えて護岸を整備することもありました。そして、

災害を経験するごとに、その教訓を生かし、さらなる対策を講じてきました。 

大正１０（１９２１）年には高潮の大きな被害を受け、日光川への樋門設置が促進され、昭和５（１９３０）年、現

在の県道１０３号にある日光大橋の場所に樋門が設置されました。この樋門の上部はコンクリート製の橋になっ

ており、その親柱には、蟹江町出身の建築家黒川巳喜がデザインしたゾウをイメージしたモニュメントがついてお

り、地元の人々は「ゾウ橋」と呼んで親しんでいました。また、蟹江川には昭和７（１９３２）年に現在の国道１号の

上流に樋門が設置されました。この樋門設置には当時盛んだった漁業者等からの反対もありましたが、船の航

行に支障のないように場所が決められたとのことです。しかし、昭和３４（１９５９）年この地域を伊勢湾台風の猛

威が襲い、蟹江町も一面海と化し、さらなる対策が必要となり、蟹江町の漁業組合が解散するきっかけとなった

のでした。現在、蟹江川の樋門は姿を消し、日光川の樋門は普通の橋に架け変わりましたが、蟹江川堤防には樋

門の痕跡があります。蟹江町産業文化会館玄関にはゾウ橋のモニュメントが移設されており、これらはかつて災

害と漁業の共存をめざした歴史を知る資源のひとつだといえます。また、舟入地区には漁業組合の記念碑が建

てられており、その歴史を伝えています。 

このように度重なる水害と闘いながらも、人々がこの地に住み続けるのは、川からの恵みも大きいからです。漁

業はもちろんのこと、船が重要な交通手段とされていた時代には、舟運により商業や工業の発展が加速され、川

沿いにまちができ、人々が多く行き交いました。そのため古くから架けられている橋梁も多く、中には江戸時代末

の「尾張名所図会」や「名区小景」に描かれたものもあり、蟹江町内の川沿いの風景が名所であったことを伝え

ています。 

こうした、水害と戦った痕跡を示す資料や川との共存の歴史を示す資料から関連文化財群を作成します。 

 

【関連文化財一覧】 
 

No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

１ 無 建造物 橋梁 天王橋 須西 

２ 無 建造物 橋梁 御葭橋 須西 

３ 無 建造物 橋梁 飾橋 須西 

４ 無 建造物 橋梁 昇平橋 蟹江・学戸 

５ 無 建造物 橋梁 霞切橋 学戸 

６ 無 建造物 橋梁 夜寒橋 新蟹江 

７ 無 建造物 橋梁 旧日光大橋 親柱象の飾り 蟹江 

８ 無 遺跡 防災施設跡 日光川樋門跡 新蟹江 

９ 無 遺跡 防災施設跡 蟹江川樋門跡 舟入・新蟹江 

１０ 無 自然・景観 ― 古堤防跡 須西 

１１ 無 自然・景観 ― コイド 須西 

１２ 無 自然・景観 ― 蟹江川護岸跡の玉石 蟹江 

１３ 無 石造物 記念碑 戦没者・伊勢湾台風殉職者鎮魂碑 新蟹江 

１４ 無 石造物 記念碑 蟹江漁業協同組合 記念碑 舟入 

１５ 無 産業 漁業 漁業組合資料 蟹江 

１６ 無 産業 漁業 淡水漁業関連漁具 蟹江 
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No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

１７ 無 産業 漁業 海水漁業関連漁具 蟹江 

１８ 無 産業 漁業 海苔養殖関連漁具 蟹江 

１９ 無 産業 漁業 漁獲物流通関連漁具 蟹江 

２０ 無 産業 漁業 漁船関連資料 蟹江 

２１ 無 産業 漁業 漁業風景模型 蟹江 

 

２）課題と方針 

伊勢湾台風の被害等を体験した人や川と密接に共存してきた人々が高齢となり、災害や川の恵みについての

情報が十分に継承されない可能性があります。また、現在では災害の痕跡が残っていないところも多く、解説板

等の設置をしていない場所もあるため、災害そのものを知らない年代もいます。さらに、水害に悩まされてきた一

方で、川の恵みも多く、災害を乗り越えて川と共存してきた点が、町としての魅力であることが若年層にあまり知

られていません。 

災害関連の資料を調査整理するとともに、川との共存の歴史を体験してきた高齢者の方々に聞き取りを実施

し、かつて盛んだった漁業や、人々の生活が川と密着していたことを示す文化財の調査や整理を行います。さらに、

若年層へ災害を乗り越え川と共存してきた記憶を継承するため、デジタル技術を活用した情報発信や講座を行

い、防災意識の高まりや防災対策にもつなげます。 

 

３）措置 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

７１ 災害や河川利用の歴史についての調

査・記録の確認・整理 

   △  〇 
町費 〇 〇  

これまでの調査や記録情報をもとに過去の災害や河川利用の歴史等についての情報を再確認し、周知

や継承を行っていくための情報の整理を行います。 

７２ 

 

デジタル技術を活用した広報の実施    〇  〇 国・町費  〇 〇 

昔の川の風景や災害時の様子を現地で伝えるため、デジタル技術を活用し、当時の様子が現地で体感

できるコンテンツを制作することで、学習や一般への普及を行います。 

７３ 

 

周遊ルートの作成    〇  〇 国・町費  〇  

河川沿いの景観を巡りながら歴史について学ぶことのできるような周遊ルートを作成します。 

７４ 

 

過去の災害から学ぶ講座等の実施 △   〇 △ 〇 町費 〇 〇 〇 

伊勢湾台風等の災害の歴史を学ぶ講座や企画展を開催することで、災害を乗り越えてきた先人の歩みが今

の生活につながっていることを伝え、郷土への愛着につなげます。 

７５ 

 

町内団体との連携  〇  〇  〇 町費 〇 〇 〇 

防災の会や自治会とも連携を行い過去の災害の記録を共有することで、災害時の文化財の避難等に対

応できる体制を形成します。 
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関連する主な文化財の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「地理院地図」（国土地理院）を使用して作図 
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第９章 文化財保存活用区域 
 

（１）文化財保存活用区域の設定の目的 

「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画・保存活用計画の策定等に関する

指針」（令和３年６月最終変更、文化庁）では、文化財が特定の地区に集中している場合に、その周辺環境を含

め当該文化財（群）を核として、文化的な空間を創出するための計画区域を「文化財保存活用区域」と定めて

います。 

当町では、町内全域にわたって文化財を保存・活用していく方針ですが、文化財が集中して存在する地域に

ついて、指針に示された「文化財保存活用区域」を設定し、町域全体における取組みを先導する区域として位置

づけていきます。 

文化財保存活用区域を設定し、核となる文化財とその文化財を育んだ周辺地域を一体的に整備していくこと

で、当町の魅力や特徴を形成する歴史文化をより明確化し、「文化財の保存と活用に関する方針」に示した「体

制構築」、「把握・保存」、「活用・継承」といった文化財の保存・活用の好循環を促進し、まちづくりに活かしてい

きます。 

保存活用区域を設定することで、保存活用区域を起点としてその他の地域への周遊を促すことができる等、

波及効果が期待できます。 
 

（２）文化財保存活用区域の設定の考え方 

本計画では、文化財保存活用区域とは多種多様な文化財が特定の区域に集まっている場合に、その価値と

関連する周辺環境も含め、文化的な空間を創出しているエリアのことを指します。そのため、文化財保存活用区

域を設定するにあたっては、以下の点を基準とします。 

①文化財保存活用区域の構成要素となるそれぞれの文化財が地域内に群としてまとまり、一体的な保存・活

用に結び付けることができること 

②文化財の保存・活用に関する取組みに対しての町民等の担い手がきちんと存在すること 

③保存・活用の拠点となる関連施設が存在し、区域の文化財の保存・活用が重点的にできること 
 

この基準を踏まえ、「須成地区」と「城地区」とを文化

財保存活用区域として設定します。 

①須成地区 

蟹江町の北端に位置し、中央を南北に蟹江川が流

れ、冨吉建速神社・八剱社や龍照院を中心に門前

町として栄えた地区です。ユネスコ無形文化遺産に

登録された須成祭が開催される地域であり、水郷

のまち蟹江を特徴づける文化が残る地区です。地

区内には、須成祭ミュージアムを備えた観光交流セ

ンター「祭人」があります。 

②城地区 

蟹江城址とその周辺を含む地区です。蟹江城址の

ほか、地区内には国登録有形文化財である山口家

住宅や甘強味淋工場をはじめ、古い商家の建物が

あり、迷路のようにある細い路地は江戸時代の道筋

がそのまま残っているものです。地区内には、蟹江

町歴史民俗資料館があります。 
 

①須成地区 

②城地区 

蟹江町歴史民俗資料館 

蟹江町観光交流センター「祭人」 

「地理院地図」（国土地理院）を使用して作図 
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（３）文化財保存活用区域及びその保存活用計画 

①須成地区 

１）概要 

須成地区は蟹江町の北端に位置し、中心を蟹江川が流れ、須成祭の舞台となる歴史文化の豊かな地区です。 

濃尾平野の南部にある当町は、川の流れによって運ばれた土砂によって大地が形成されたところで、須成の

地名も「砂成」「洲成」に由来するといわれています。古代、蟹江町南部はまだ海だったとされ、町の北端に位置

する須成地区は、町内で最も古くからの文化・歴史がある地区となっています。この地区は奈良時代に草創され

たと伝わる冨吉建速神社・八剱社と龍照院を中心に門前町として栄えてきた歴史があり、地区内は現代でも落

ち着いた長閑な景観に包まれています。また、人々が育んできた長い歴史文化の足跡を示す様々な文化財が指

定・未指定を問わず豊富に集積しています。 

地区内の最も知られている文化財として、国指定重要無形民俗文化財であり、平成２８（２０１６）年に「山・

鉾・屋台行事」の一つとしてユネスコ無形文化遺産に登録された須成祭があります。冨吉建速神社・八剱社の祭

礼である須成祭は、水郷のまちである蟹江町のシンボルともいえる川祭りで、約１００日間に渡って神事が行われ

ます。メインとなる車楽船の運航では、当町の町民だけでなく多くの観光客で蟹江川周辺が賑わいます。 

他に、地区内の代表的な文化財として、国指定重要文化財である冨吉建速神社本殿、八劔社本殿を始めとす

る多数の寺社や、寺社が所有する仏像等の文化財も多数あり、龍照院所蔵の木造十一面観音立像は、国指定

重要文化財となっています。他にも、冨吉建速神社・八剱社所蔵の鋳鉄造釣灯籠、神前鏡、石造狛犬、木造狛犬、

彩色陶製狛犬、須成祭山車人形、棟札や、龍照院所蔵の木造大日如来坐像、鰐口等の町指定文化財がありま

す。また、龍照院のイチョウは樹齢が４００年あまりある太閤お手植えのイチョウと伝えられ、町指定天然記念物に

なっています。 

こうした指定文化財の他にも魅力的な歴史文化の足跡として、伝信長街道や佐野
さ の

七五三之
し め の

助
すけ

の墓、神田氏

家系碑といった当町に縁のある著名人の文化財も集積しています。 

伝信長街道はかつて清州攻めの際に織田信長が通った道と伝えられている道で、蟹江城へと続く重要な道

でもありました。佐野七五三之助は、江戸時代末期に冨吉建速神社・八剱社の神職の息子として生まれ、尊王

攘夷を志して家を離れ、新選組の隊士となりました。しかし、新選組の幕臣取り立てに抗議し京都で自刃し、壮絶

な最期をとげました。後に須成でも葬儀が行われ、須成天王橋西に墓があります。神田鐳蔵は、地区内にあった

酒造業者の家で生まれ、明治から昭和初期にかけて金融業で名を成した実業家です。渋沢栄一とも親交が深く、

善敬寺境内に渋沢栄一筆による神田氏家系碑が残されています。 

蟹江川は、須成祭の舞台となるだけでなく、人々の生活を支えてきた存在でもあります。川の堤防には「コイド」

とよばれる川に降りていくための階段・傾斜を各所に見ることができますが、これは、船着き場や野菜の洗い場等

として、川と人の生活を直接つなぐ場で、現在でも須成祭の船の乗降に利用されています。 

本地区は現在、蟹江川沿いの区域を中心とした「かわまちづくり計画」にも登録されており、蟹江川の護岸整

備とともに周辺の歴史文化や地域資源の周遊性を高める取り組みが進められています。 

また、蟹江町では、このエリアに蟹江町観光交流センター「祭人」をオープンし、センター内に須成祭ミュージア

ムを開設するとともに、センターを拠点として地域の文化や観光・産業の振興、交流人口拡大・地域活性化に取

り組んでいます。  
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【地区内文化財】 

指定等文化財【国指定等文化財 ５件 蟹江町指定文化財 １０件】 
 

No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

１ 国指定 有形文化財 建造物 冨吉建速神社本殿 須西 

２ 国指定 有形文化財 建造物 八劔社本殿 須西 

３ 国指定 有形文化財 美術工芸品（彫刻） 木造十一面観音立像 須西 

４ 国指定 民俗文化財 無形民俗 須成祭の車楽船行事と神葭流し 須西 

５ 町指定 有形文化財 美術工芸品（工芸品） 石造狛犬 須西 

６ 町指定 有形文化財 美術工芸品（工芸品） 木造狛犬 須西 

７ 町指定 民俗文化財 有形民俗 彩色陶製狛犬 須西 

８ 町指定 有形文化財 美術工芸品（工芸品） 鰐口 須西 

９ 町指定 有形文化財 美術工芸品（工芸品） 鋳鉄造釣燈籠 須西 

１０ 町指定 有形文化財 美術工芸品（工芸品） 神前鏡（素文懸鏡） 須西 

１１ 町指定 有形文化財 美術工芸品（彫刻） 木造大日如来坐像 須西 

１２ 町指定 有形文化財 美術工芸品(歴史資料) 棟札（五社造営棟札） 須西 

１３ 町指定 民俗文化財 有形民俗 須成祭山車人形 須西 

１４ 町指定 記念物 天然記念物 須成龍照院のイチョウ 須西 

15 国選択 民俗文化財 無形民俗 尾張西部の子供ザイレン 須西 

 

未指定文化財 
 

No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

１６ 無 建造物 橋梁 名阪北蟹江橋 須西 

１７ 無 建造物 橋梁 天王橋 須西 

１８ 無 建造物 橋梁 御葭橋 須西 

１９ 無 建造物 橋梁 飾橋 須西 

２０ 無 建造物 防災施設 火の見櫓 須西 

２１ 無 文化的資料 絵画 仏涅槃図 須西 

２２ 無 文化的資料 絵画 十王図 須西 

２３ 無 文化的資料 絵画 釈迦十六善神像 須西 

２４ 無 文化的資料 絵画 十一面観音三尊像 須西 

２５ 無 文化的資料 絵画 三朝高祖真影 須西 

２６ 無 文化的資料 彫刻 四天王立像 須西 

２７ 無 文化的資料 彫刻 観音三十三応現身像 須西 

２８ 無 文化的資料 彫刻 弁財天坐像 須西 

２９ 無 文化的資料 彫刻 不動明王坐像 須西 

３０ 無 文化的資料 彫刻 如意輪観音菩薩坐像 須西 

３１ 無 文化的資料 彫刻 弘法大師坐像 須西 

３２ 無 文化的資料 彫刻 不動明王立像 須西 

３３ 無 文化的資料 彫刻 弥勒菩薩坐像 須西 

３４ 無 文化的資料 彫刻 興教大師像 須西 

３５ 無 文化的資料 彫刻 毘沙門天立像 須西 

３６ 無 文化的資料 彫刻 善光寺如来像 須西 

３７ 無 文化的資料 彫刻 翁面 須西 

３８ 無 文化的資料 彫刻 円空作神像 須西 

３９ 無 文化的資料 古文書 伝源頼朝文書 須西 

４０ 無 文化的資料 歴史資料 須成東神明社棟札 須西 

４１ 無 文化的資料 歴史資料 神仙人物故事鏡 須西 
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No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

４２ 無 文化的資料 歴史資料 扁額「蟹江山」 須西 

４３ 無 文化的資料 歴史資料 木曽義仲位牌 須西 

４４ 無 文化的資料 歴史資料 佐野七五三之助位牌 須西 

４５ 無 文化的資料 歴史資料 冨吉建速神社・八剱社棟札 須西 

４６ 無 文化的資料 歴史資料 須成西神明社棟札 須西 

４７ 無 文化的資料 歴史資料 須成八幡社棟札 須西 

４８ 無 民俗行事 有形民俗 力石 須西 

４９ 無 民俗行事 有形民俗 須成祭稚児衣装 須西 

５０ 無 民俗行事 有形民俗 金箔神楽屋形（須成川西） 須西 

５１ 無 民俗行事 有形民俗 白木神楽屋形（須成川西） 須西 

５２ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「須成邨川西北」 須西 

５３ 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「須成川西南」 須西 

５４ 無 民俗行事 無形民俗 須成川西上・川西下神楽 須西 

５５ 無 遺跡 寺院 龍照院 須西 

５６ 無 遺跡 寺院 松秀寺 須西 

５７ 無 遺跡 寺院 善敬寺 須西 

５８ 無 遺跡 寺院 地蔵堂（大字須成字西矢倉下） 須西 

５９ 無 遺跡 寺院 地蔵堂（大字須成字奥ノ坊） 須西 

６０ 無 遺跡 寺院 地蔵堂（大字須成字六白） 須西 

６１ 無 遺跡 寺院 龍照院 地蔵堂 須西 

６２ 無 遺跡 寺院 松秀寺 地蔵堂 須西 

６３ 無 遺跡 寺院 秋葉大権現 須西 

６４ 無 遺跡 神社 冨吉建速神社・八剱社 須西 

６５ 無 遺跡 神社 東神明社 須西 

６６ 無 遺跡 神社 西神明社 須西 

６７ 無 遺跡 神社 八幡社 須西 

６８ 無 遺跡 神社 市神社 須西 

６９ 無 遺跡 神社 御嶽神社 須西 

７０ 無 遺跡 伝承地 伝信長街道 須西 

７１ 無 遺跡 伝承地 佐野七五三之助墓所 須西 

７２ 無 遺跡 防災施設跡 火の見櫓跡 須西 

７３ 無 自然・景観 ― 島畑（刎畑） 須西 

７４ 無 自然・景観 ― コイド 須西 

７５ 無 石造物 句碑・歌碑 龍照院 川柳石碑  須西 

７６ 無 石造物 記念碑 神田氏家系碑 須西 

７７ 無 石造物 記念碑 
冨吉建速神社・八剱社 

石碑「御大典記念」 
須西 

７８ 無 石造物 記念碑 松秀寺 元位置 石碑 須西 
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区域内の主な文化財の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

※『須成祭総合調査報告書』を参考に区域を設定しています。 

  

「地理院地図」（国土地理院）を使用して作図 
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２）課題と方針 

須成地区の文化財群の核となる冨吉建速神社・八剱社の祭礼として行われる須成祭は、７月初旬から１０月

下旬までの長期にわたり祭事が行われる祭りですが、よく知られているのは車楽船行事（宵祭・朝祭）のみで、

神葭流しに関連する行事についてはあまり知られていません。また、行事が長期にわたるため担い手の負担が大

きくなっていることや、祭りの道具や衣装、神社の宝物等の保管環境が十分に整備されていない状況があります。 

当町で最も歴史が古い地区であり、文化財が豊富にある一方で、須成祭以外の文化財の調査や、記録の作

成が不足しています。また、著名人の碑等、あまり知られていない文化財が多数あります。 

蟹江町観光交流センター「祭人」を観光拠点に、水郷・温泉・歴史と美食のまちとして、誘客のための様々な取

組みを行っていますが、町民との協働での取組みを充実させることも必要です。 

今後の方針としては、須成祭を含めた域内の文化財の普及活動や支援を継続して行うとともに、関連する祭り

道具等の保存環境の整備を支援します。また、域内の未指定文化財等の調査や記録作成を行い、地区のさまざ

まな文化財の魅力発信を行います。 

さらに、観光交流センター「祭人」を拠点施設とし、行政と町民、観光協会等の関係機関による協働の取組み

を充実することで、貴重な歴史文化資源を未来に向けて保存・継承し、地区の賑わいを創出します。 

 

３）措置 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

７６ 須成祭の支援  〇 〇 〇  〇 国・県・町費 〇 〇 〇 

継続して須成祭の普及や伝承活動を支援するとともに、祭道具の適切な保管ができるよう、指導や補助

を行います。 

６２ 

 

祭道具等の保存施設整備への支援

（再掲） 
 〇 〇  △ 〇 国・県・町費 〇 〇 〇 

祭りで使用される道具等の保管状態を把握し、所有者へ適切な保管方法の指導を行います。また、適切

な保管のための施設や設備に不足のある場合には、整備のための補助金の支給等を検討します。 

７７ 未調査の文化財の調査・記録の作成 △ △ △ △ 〇 〇 町費 〇 〇  

地区内にある未調査の文化財について調査・記録を行い、整理し、地区の魅力の向上のための活用方

法を検討します。 

７８ 

 

須成地区の文化財に関する講座の継

続、充実 
△ △ △ 〇 △ 〇 町費 〇 〇 〇 

須成祭をはじめとする地区内の文化財について、地区の歴史文化や特徴を踏まえながら魅力を紹介す

る講座を継続し、内容も充実させていきます。 

７９ 須成地区に縁のある著名人の魅力の発

信 
   〇 △ 〇 町費 〇 〇 〇 

新選組隊士佐野七五三之助や第２４代総理大臣加藤高明、実業家神田鐳蔵等、須成地区に縁がある著名

人に関連する文化財や逸話の紹介を通じて、須成地区の新たな魅力の一つとして発信します。 
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措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

８０ 冨吉建速神社・八剱社、地区内の宝物

等の公開機会の充実 
  〇 〇  〇 町費  〇 〇 

月に１回開催している龍照院所蔵の木造十一面観音立像の公開に加えて、地区内の寺社が所蔵する宝

物等の公開の機会を増加するとともに、ボランティアガイドとも連携し、文化財の説明・紹介等を実施し

て、内容の充実を図ります。 

８１ デジタル技術を活用した須成祭体験事

業の推進 
 △ △ 〇  〇 国・町費 〇 〇 〇 

デジタル技術を活用して時季を選ばず須成祭の車楽船行事（宵祭・朝祭）や、認知度が低い神葭流し等

を体感できる取組みや、ドローンを活用した映像を多言語化して作成し、いつでも誰でも須成祭を知り、

楽しむことができる機会の充実を図ります。 

８２ 観光交流センター「祭人」を中心とした

観光事業の推進 
   〇  〇 国・町費 〇 〇 〇 

観光交流センター「祭人」の須成祭ミュージアムの展示等により一年をとおして須成祭を体感してもらう

とともに、須成地区を起点とした水辺に親しむ町内観光の開発等、水郷にまつわる歴史文化を体感でき

る観光事業を推進します。 

８３ 

 

蟹江川の景観保全活動の推進 △ △  〇  〇 国・県・町費 〇   

「蟹江川かわまちづくり計画」に従い、親水護岸工事や景観に配慮した柵の設置等の蟹江川の整備に

加え、須成地区の水郷風情を楽しむことができる誘導や景観対策、地域住民や地域団体との協働による

河川環境の保全等の事業を推進します。 

８４ 保存活用地区を核とした周遊ネットワー

クの構築 
   〇  〇 町費 〇 〇 〇 

須成地区と城地区の二つの文化財保存活用地区を核とし、それぞれの拠点施設である観光交流センタ

ー「祭人」と蟹江町歴史民俗資料館を起点として、相互に行き交う仕組みを構築するだけでなく、他地区

の文化財所在地を巡ることができる散策ルートやサイクリングコースの設定、周遊ラリーの実施等により、

町内全域の文化財の周遊ネットワーク構築を目指します。 

 

  



116 

②城地区 

１）概要 

城地区は、当町のほぼ中央に位置し、近鉄名古屋線と県道弥富名古屋線の間の蟹江川東岸エリアで、蟹江

城址を含む蟹江地区の一部です。現在は主に住宅街となっていますが、江戸時代以降商工業が栄え、昭和の時

代まで地区には近隣からも多くの人々が訪れる商店街があり、宿屋や料亭、置屋等もあった賑わいのある場所

でした。 

蟹江城は室町時代の永享年間（１４２９～１４４１）に北条時任（時満）によって築城されたと伝承されています。

蟹江は伊勢湾を臨む交通の要衝であり、蟹江城は戦国の時代において軍事上も重要な拠点でありました。 

小牧・長久手の戦いの中で、徳川家康勢と羽柴秀吉が蟹江城を巡り戦う蟹江合戦が起こりますが、これは一

連の戦いの雌雄を決した重要な合戦として評価する記述も見られます。激しい戦禍にさらされたためか、蟹江城

は蟹江合戦が幕を閉じた翌年に、天正地震により壊滅したと伝えられ、現在は城址の石碑と本丸井戸が残るの

みとなっています。 

蟹江城が廃城になった後、辺りは田畑や住宅となり、江戸時代に入り蟹江川の整備が進められると、舟運によ

り商工業の発展が促されました。蟹江川沿いには船で運ばれる魚介類や材木等を扱う商店のほか、川の伏流水

を利用した醸造業者も多く軒を連ねました。江戸時代末期に書かれた『尾張名所図会』には、船が蟹江川を行

き来する様子や、今の昇平橋である「蟹江橋」の上をたくさんの人が往来する様、橋の袂には高札場も描かれて

おり、当時からこの地区が、人が集い賑わう産業の中心であったとともに、政治の中心としても発展してきたこと

が読み取れます。 

古くからまちが形成されてきた歴史は、地区内の路地道や多数の寺社からも伺い知ることができます。蟹江川

の堤防を降りて住宅街の中に一歩足を踏み入れると、細い路地道が迷路のように通っています。この細い路地

道は江戸時代から変わらないもので、当時の地図でも確認することができます。そしてまちのなかには蟹江神明

社や各地にある秋葉社等の神社、町指定文化財である木造薬師如来立像を所蔵する安楽寺や西光寺、地蔵堂

等の仏教施設も多く見られます。多くの人々の営みがここにあり、まちの中を行き交い生活する中で、生業の発展

や生活の無事を祈り、厚い信仰が根付いたのでしょう。神明社の祭礼として江戸時代以前からこの地区で華や

かに行われてきた蟹江祭は、人々の信仰と、商工業により栄えたまちの歩みを伝えるものでもあり、祭礼当日には

各町内会から屋形が出され、狭い路地道を巡行します。 

この地区の総庄屋であった山口家の住宅は国の登録有形文化財となっており、古くから残る門構えや茅葺の

主屋の景観は地区の古い歴史を物語っています。また、この地区では近代以降も商工業の発展が続き、地区の

中心部には多くの商店が並び賑わいました。今も蟹江川沿いに建つ甘強味淋旧本社事務所（甘強酒造西洋館）

等も、近代以降のまちの発展を今に伝える文化財として趣ある街並みの景観を呈しています。 

こうしたまちの歴史文化を知るための拠点として地区内には蟹江町民俗資料館があり、蟹江町の歴史文化を

物語る貴重な資料を収集、展示しているだけでなく、さまざまな文化財の保存・活用の取組みをおこなっています。  
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【地区内文化財】 

指定等文化財【国登録文化財 ７件 蟹江町指定文化財 １件】 
 

No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

１ 国登録 有形文化財 建造物 甘強味淋旧本社事務所 蟹江 

２ 国登録 有形文化財 建造物 甘強味淋工場 蟹江 

３ 国登録 有形文化財 建造物 甘強味淋住宅主屋 蟹江 

４ 国登録 有形文化財 建造物 甘強味淋土蔵 蟹江 

５ 国登録 有形文化財 建造物 山口家住宅 主屋 蟹江 

６ 国登録 有形文化財 建造物 山口家住宅 茶室 蟹江 

７ 国登録 有形文化財 建造物 山口家住宅 表門 蟹江 

８ 町指定 有形文化財 美術工芸品（彫刻） 木造薬師如来立像 蟹江 

 

未指定文化財 
 

No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

９ 無 建造物 建物 旧蟹江家門 蟹江 

１０ 無 建造物 建物 旧鈴木家（蟹江家）三階鷹の間格天井 蟹江 

11 無 建造物 建物 黒川家住宅 蟹江 

12 無 建造物 建物 蟹江小学校旧門柱 蟹江 

13 無 建造物 橋梁 三明橋 蟹江・学戸 

14 無 建造物 橋梁 城新橋 蟹江・学戸 

15 無 建造物 橋梁 昇平橋 蟹江・学戸 

16 無 建造物 橋梁 記念橋 蟹江・学戸 

17 無 建造物 橋梁 新記念橋 蟹江・学戸 

18 無 建造物 橋梁 近鉄蟹江川橋梁 蟹江・学戸 

19 無 建造物 橋梁 旧日光大橋 親柱飾り 蟹江 

22 無 文化的資料 絵画 有馬温泉旅行絵巻物 蟹江 

23 無 文化的資料 絵画 方便法身尊形(阿弥陀如来画像） 蟹江 

24 無 文化的資料 彫刻 蟹江神明社獅子頭 蟹江 

25 無 文化的資料 古文書 蟹江小学校校歌楽譜 蟹江 

26 無 文化的資料 歴史資料 蟹江神明社棟札 蟹江 

27 無 文化的資料 歴史資料 鈴木家（蟹江家）伝来太刀 付奉納文書 蟹江 

28 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町城之町」 蟹江 

29 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町上之町」 蟹江 

30 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「本町北之町」 蟹江 

31 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町中之町」 蟹江 

32 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町五之町」 蟹江 

33 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町新屋敷」 蟹江 

34 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江町海門」 蟹江 

35 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江町海門寺割」 蟹江 

36 無 民俗行事 有形民俗 猩々旗「蟹江本町海門寺割」 蟹江 

37 無 民俗行事 有形民俗 馬具（城之町） 蟹江 

38 無 民俗行事 有形民俗 馬具（北之町） 蟹江 

39 無 民俗行事 有形民俗 馬具（海門） 蟹江 

40 無 民俗行事 無形民俗 蟹江祭 蟹江 

41 無 遺跡 寺院 西光寺 蟹江 

42 無 遺跡 寺院 安楽寺 蟹江 

43 無 遺跡 寺院 地蔵堂（北之町） 蟹江 
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No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 地域 

44 無 遺跡 寺院 地蔵堂（安楽寺） 蟹江 

46 無 遺跡 寺院 地蔵堂（五之町） 蟹江 

47 無 遺跡 寺院 地蔵堂（海門） 蟹江 

45 無 遺跡 寺院 観音堂 蟹江 

50 無 遺跡 神社 蟹江神明社 蟹江 

49 無 遺跡 神社 富吉神社（銭洗弁財天） 蟹江 

51 無 遺跡 神社 海門秋葉神社 蟹江 

５７ 無 遺跡 神社 新屋敷秋葉神社 蟹江 

５８ 無 遺跡 神社 中之町秋葉神社 蟹江 

53 無 遺跡 神社 北之町秋葉神社 蟹江 

48 無 遺跡 神社 城之町秋葉神社 蟹江 

52 無 遺跡 神社 海門大松大神 蟹江 

55 無 遺跡 神社 蟹江神明社 青峰山神社 蟹江 

56 無 遺跡 神社 蟹江神明社 南無金毘羅宮 蟹江 

54 無 遺跡 神社 蟹江神明社 末社 蟹江 

59 無 遺跡 神社 
蟹江神明社 本殿石垣の礎石 「享和元秊 

辛酉八月」 
蟹江 

６０ 無 遺跡 神社 
蟹江神明社 本殿石垣の礎石「大正五年 辰

七月改築」 
蟹江 

6１ 無 遺跡 神社 蟹江神明社 狛犬 蟹江 

６７ 無 遺跡 伝承地 蟹江城址 蟹江 

6８ 無 遺跡 伝承地 蟹江城本丸井戸跡 蟹江 

62 無 遺跡 防災施設跡 火の見櫓跡 蟹江 

63 無 遺跡 防災施設跡 火の見櫓跡 蟹江 

6９ 無 自然・景観 ― 蟹江川護岸跡の玉石 蟹江 

7６ 無 石造物 記念碑 蟹江町道路元標 蟹江 

７１ 無 石造物 記念碑 蟹江城址石碑 蟹江 

7５ 無 石造物 記念碑 黒川新四郎翁碑 蟹江 

7７ 無 石造物 記念碑 石碑「山田家祖先発祥之地」 蟹江 

７４ 無 石造物 記念碑 蟹江城主先祖代々供養塔 蟹江 

7３ 無 石造物 記念碑 蟹江神明社 記念碑「戦捷記念碑」 蟹江 

７２ 無 石造物 記念碑 
蟹江神明社 石碑「軍人勅諭下賜五十周年

記念」 
蟹江 

６４ 無 石造物 灯篭 蟹江神明社 灯篭 「天照皇太神宮」 蟹江 

６5 無 石造物 灯篭 
蟹江神明社 常夜灯 「享和二 壬戌 夏四

月」 
蟹江 

６6 無 石造物 灯篭 蟹江神明社 常夜灯 「享和元辛酉仲冬」 蟹江 

７０ 無 石造物 記念碑 不木碑※ 蟹江 

7８ 無 文化的資料 絵画 宇佐美江中関連資料※ 蟹江 

7９ 無 文化的資料 絵画 黒川紀章関連資料※ 蟹江 

８０ 無 文化的資料 絵画 佐藤高越関連資料※ 蟹江 

8１ 無 文化的資料 絵画 佐藤百秋関連資料※ 蟹江 

8２ 無 文化的資料 絵画 林稼亭関連資料※ 蟹江 

8３ 無 文化的資料 絵画 川合玉堂作水車梅※ 蟹江 

8４ 無 文化的資料 絵画 鬼頭鍋三郎筆舞妓額装※ 蟹江 

8７ 無 文化的資料 絵画 熊谷守一作梅額装※ 蟹江 

8８ 無 文化的資料 工芸品 
蟹江町歴史民俗資料館所蔵のカニに関する

工芸品※ 
蟹江 

８９ 無 文化的資料 工芸品 荒川豊蔵作志野茶碗※ 蟹江 

９０ 無 文化的資料 工芸品 初代中村道年赤楽茶椀蟹印入※ 蟹江 
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No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 蟹江 

9１ 無 文化的資料 工芸品 初代中村道年黒楽茶椀蟹印入※ 蟹江 

9２ 無 文化的資料 工芸品 太刀備前長船則光※ 蟹江 

9３ 無 文化的資料 工芸品 青貝菊花紋鐙※ 蟹江 

9４ 無 文化的資料 工芸品 黒漆覆輪小鞍※ 蟹江 

9５ 無 文化的資料 工芸品 萌葱糸威胴丸※ 蟹江 

9６ 無 文化的資料 書跡 飯田棲山関連資料※ 蟹江 

9７ 無 文化的資料 書跡 神田蘇華関連資料※ 蟹江 

9８ 無 文化的資料 書跡 神田鐳藏関連資料※ 蟹江 

9９ 無 文化的資料 書跡 黒川巳喜関連資料※ 蟹江 

１００ 無 文化的資料 書跡 小酒井不木関連資料※ 蟹江 

10１ 無 文化的資料 書跡 丹羽賢龍関連資料※ 蟹江 

10２ 無 文化的資料 書跡 服部擔風関連資料※ 蟹江 

10３ 無 文化的資料 書跡 森本三鎧関連資料※ 蟹江 

10４ 無 文化的資料 書跡 山田玉田関連資料※ 蟹江 

10５ 無 文化的資料 書跡 吉川英治関連資料※ 蟹江 

10６ 無 文化的資料 書跡 鹿島神社文学苑句碑俳人直筆掛軸※ 蟹江 

10７ 無 文化的資料 書跡 野口雨情掛軸（蟹江音頭歌詞）※ 蟹江 

10８ 無 文化的資料 書跡 鬼頭鍋三郎書※ 蟹江 

10９ 無 文化的資料 古文書 鈴木家（蟹江家）文書※ 蟹江 

1１０ 無 文化的資料 古文書 鈴木家（蟹江家）文書（寄託資料）※ 蟹江 

11１ 無 文化的資料 古文書 山口家文書※ 蟹江 

11２ 無 文化的資料 古文書 永田家文書※ 蟹江 

11３ 無 文化的資料 古文書 太田家文書※ 蟹江 

11４ 無 文化的資料 古文書 蟹江本町村屋敷地絵図※ 蟹江 

11５ 無 文化的資料 古文書 蟹江町歴史民俗資料館所蔵の地方文書等※ 蟹江 

11６ 無 文化的資料 古文書 近代以降教科書・教養書※ 蟹江 

11７ 無 文化的資料 歴史資料 鈴木家（蟹江家）生活道具※ 蟹江 

11８ 無 文化的資料 歴史資料 鈴木家使用印※ 蟹江 

11９ 無 文化的資料 歴史資料 火縄銃等武具※ 蟹江 

１２０ 無 文化的資料 歴史資料 蟹江冬蔵軍服※ 蟹江 

12１ 無 文化的資料 歴史資料 鈴木家（蟹江家）武具等※ 蟹江 

12２ 無 文化的資料 歴史資料 鈴木家（蟹江家）生活道具・調度品※ 蟹江 

12３ 無 文化的資料 歴史資料 太平洋戦争関連資料※ 蟹江 

12４ 無 文化的資料 歴史資料 
蟹江町歴史民俗資料館所蔵の世相に関する

資料※ 
蟹江 

12５ 無 文化的資料 生活道具 蟹江町歴史民俗資料館所蔵住生活道具※ 蟹江 

12６ 無 文化的資料 生活道具 蟹江町歴史民俗資料館所蔵食生活道具※ 蟹江 

12７ 無 文化的資料 生活道具 蟹江町歴史民俗資料館所蔵衣生活道具※ 蟹江 

12８ 無 文化的資料 生活道具 防火・防災に関する道具※ 蟹江 

12９ 無 文化的資料 生活道具 蟹江町歴史民俗資料館所蔵玩具類※ 蟹江 

1３０ 無 文化的資料 生活道具 古銭・貨幣※ 蟹江 

13１ 無 民俗行事 有形民俗 須成祭稚児衣装※ 蟹江 

13２ 無 民俗行事 有形民俗 須成祭絹行灯・提灯※ 蟹江 

13３ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（五之町）※ 蟹江 

13４ 無 民俗行事 有形民俗 馬具（新屋敷）※ 蟹江 

13５ 無 民俗行事 有形民俗 その他祭礼用具※ 蟹江 

13６ 無 民俗行事 有形民俗 太鼓等楽器※ 蟹江 

13７ 無 産業 漁業 漁業組合資料※ 蟹江 
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No 指定の有無 文化財区分（大分類） 文化財区分（小分類） 名 称 蟹江 

13８ 無 産業 漁業 淡水漁業関連漁具※ 蟹江 

13９ 無 産業 漁業 海水漁業関連漁具※ 蟹江 

1４０ 無 産業 漁業 海苔養殖関連漁具※ 蟹江 

14１ 無 産業 漁業 漁獲物流通関連道具※ 蟹江 

14２ 無 産業 漁業 漁船関連資料※ 蟹江 

14３ 無 産業 漁業 漁業風景模型※ 蟹江 

14４ 無 産業 農業 田舟※ 蟹江 

14５ 無 産業 農業 田下駄※ 蟹江 

14６ 無 産業 農業 耕作関連農具※ 蟹江 

14７ 無 産業 農業 田植えに関する農具※ 蟹江 

14８ 無 産業 農業 稲作用除草機※ 蟹江 

14９ 無 産業 農業 米収穫関連農具※ 蟹江 

1５０ 無 産業 農業 蔬菜栽培・畑作関連資料※ 蟹江 

15１ 無 産業 商工業 醸造業関連道具※ 蟹江 

15２ 無 産業 商工業 日本刺繍業関連道具※ 蟹江 

15３ 無 産業 商工業 看板・店舗用品※ 蟹江 

15４ 無 産業 商工業 製造器機※ 蟹江 

15５ 無 郷土食 ー 寿司箱※ 蟹江 

１５６ 無 郷土食 ー 郷土食模型※ 蟹江 

１５７ 無 郷土食 ー 郷土食調理映像資料※ 蟹江 

※は蟹江町歴史民俗資料館所蔵又は寄託資料 
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区域内の主な文化財の分布 

 
 

 

※城一丁目、二丁目、三丁目、四丁目を区域に設定しています。 

 

 

  

「地理院地図」（国土地理院）を使用して作図 
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２）課題と方針 

蟹江城や蟹江祭等地区内の文化財の調査や記録が不十分で、不明な部分も多い状況となっています。また、

地区の歴史文化や魅力について町民が十分に認識していない状況があります。そのため、都市化が進む中で、

古民家や街並み等が失われてしまう懸念があります。また、地区内は狭あいな路地と住宅が密集しているため、

火災等の発生時に被害が甚大になる可能性があります。そして、これらをふまえ、文化財を重点的に保存・活用

していくための仕組みの構築が必要です。 

今後の方針としては、城地区の文化財の掘り起こしを行い、地区の歴史文化の魅力について啓発を行います。

また、都市化が進む中で、古民家や街並み等地区内で失われる懸念のある文化財・資源についての扱い方を検

討するとともに、地区内の文化財の防災体制を強化します。さらに、蟹江町の歴史文化が集中した地区としての

意識と愛着を醸成するために、地区内の団体や個人に加え関係機関等との連携体制を構築します。 

 

３)措置 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

８５ 地区内の文化財に関する調査・掘り起

こしの推進 
△ △ △ △ 〇 〇 町費 〇 〇  

蟹江城や蟹江祭等、調査や記録が不足している文化財について調査や記録作成を行うことで、地区内

の文化財の掘り起こしを推進します。 

８６ 講座の実施 〇  △ 〇 △ 〇 町費 〇 〇 〇 

歴史民俗資料館講座において地区内の文化財についての学習会を実施し、地区の歴史文化の魅力を

啓発します。さらに地域住民への出前講座等も積極的に行い、蟹江町の歴史文化が集中した地区として

の意識と愛着を高めます。 

５７ 広域で連携した蟹江合戦（小牧・長久

手の戦い）についての情報発信（再掲） 
   〇  〇 町費 〇   

小牧・長久手の戦いに関連する他の自治体と連携して蟹江合戦についての情報発信を行うことで、蟹江

合戦や小牧・長久手の戦いについての知名度を高め、地域活性化につなげます。 

８７ 

 

古い町並みや路地道の保存活用の意

識の醸成 
〇 △ 〇 〇  〇 国・町費 〇 〇 〇 

地区内のまちあるき等を通じて、山口家住宅、甘強味醂等の近代建造物や地区内の網目のように通る

路地道と昭和の面影を残す町並み等の魅力を紹介し、これらを蟹江町の特徴として保存していく意識を

醸成します。 

８８ 山口家住宅の定期的な公開と環境整

備 
  〇 〇  〇 国・町費 〇   

所有者との連携体制を整え、尾張地方特有の建築構造を保持する山口家住宅の茶室等、公開可能な

箇所についての見学会の実施や、見学のための環境整備をすすめます。 

８９ 古民家等を活用した地区拠点の設置

等の推進 
△  〇 〇  〇 国・町費   〇 

地区内に残る古民家を活用して郷土食の提供や地区内の観光スポットの案内を行う等、古民家を地区

の歴史文化体感施設や観光の拠点施設として整備していくことを、所有者や関係機関と連携をとりなが

ら検討します。 
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措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

９０ デジタル技術を活用した、近代以降のレ

トロな町並みの復元事業 
   〇  〇 国・町費  〇 〇 

写真資料や口伝によって伝えられている近代以降の地区の町並みを、デジタル技術の活用によって復元

し地域資源として魅力を発信します。 

９１ 地区内の文化財所有者や関連団体の

防災意識の強化 
〇 〇 〇 〇  〇 町費    

文化財所有者や関連団体との連携を強化し、火災等の際にも適切な対応をとれるよう啓発を行う等、防

災意識の強化に努めます。 

８４ 保存活用地区を核とした周遊ネットワー

クの構築（再掲） 
   〇  〇 町費 〇 〇 〇 

須成地区と城地区の二つの文化財保存活用地区を核とし、それぞれの拠点施設である観光交流センタ

ー「祭人」と蟹江町歴史民俗資料館を起点として、相互に行き交う仕組みを構築するだけでなく、他地区

の文化財所在地を巡ることができる散策ルートやサイクリングコースの設定、周遊ラリーの実施等により、

町内全域の文化財の周遊ネットワーク構築を目指します。 
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第１０章 文化財の防災・防犯 
 

１．防災・防犯の現況と課題 
 

蟹江町は沖積層の平野や干拓による低湿地により成り立っており、町域のほとんどが伊勢湾に面した海抜ゼ

ロメートルの低地であることから、台風等による大雨や津波による水害が心配されます。水害の他にも、軟らかい

地盤のため地震時の建物の倒壊、液状化現象等が懸念されます。また、蟹江川両岸等の住宅が密集する地域

等では、狭あい道路も多く大型の緊急車両の往来が困難なところもあり、火災が発生した時に大規模化すること

が懸念されます。その他、町内の公共施設は、災害時には避難所としての機能も求められますが、１９８０年代ま

でに整備された施設が全体の約７０％を占めるため老朽化の進行も懸念されます。 

こうした状況がある中で、非常時に備え、消防署や消防団、文化財関連団体と連携し毎年文化財防火デーを

契機に消防用設備等の点検や消防訓練等を実施しています。また、行政から文化財所有者や文化財保護団体

に対して防災体制を整えるよう呼びかけ、対策強化に努めています。 

しかし、地域住民の生活様式が変わり、消防団員の確保や文化財保護団体の迅速な対応も以前に比べると

困難な状況があります。さらに、未指定の文化財については、地域住民の知名度が低いものもあり、災害時での

対応が遅れる懸念があります。 

防犯においては、蟹江町でも家屋への侵入盗や自動車を狙った犯罪が増加しているだけでなく、近年は神

社・仏閣の賽銭等の盗難の被害も報告されているため、対策が求められています。 

こうしたことから、水害や火災等の災害が発生した際の文化財の保護については、町内の体制を強化するとと

もに広域での連携にも取り組む必要があります。また、町民の防災や防犯への意識の強化が必要とされていま

す。 

 

２．防災・防犯の方針と措置 
 

（１）文化財の防災・防犯に関する方針 
 

水害や火災、盗難や破損等の被害から貴重な文化財を守るため、平時、災害時、防犯の３つの視点から必要

な措置を検討します。 

平時においては、文化財の所在や保管状況を把握し、災害時に文化財への影響が小さくなるよう保管施設・

設備の整備等事前の備えを行うとともに、防災意識の向上を図ります。災害時には、適切な対応ができるような

体制の構築・強化を図ります。 

防犯においては、町全体で犯罪が起きにくい環境をつくり治安を向上させることで、文化財に対する町の防犯

機能も高めます。 
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（２）文化財の防災・防犯に関する措置 
 

（２）－１ 災害から文化財を守る平時の備えのための措置 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 

中
期 

後
期 

２６ 文化財防災台帳の整備（再掲）  △ △ △ △ 〇 国・県・町費 〇 〇 〇 

指定文化財の防災台帳（レスキュー台帳）を整えるとともに、未指定文化財カルテを作成します。文化財

カルテには、名称、所在地、所有者、文化財に関する情報、写真等を掲載するほか、防災に関する情報等

も盛り込むことで、適切な保存につなげます。 

９２ 

 

適切な整備・修繕の推進  〇 〇   〇 町費 〇 〇 〇 

文化財及び保存施設等の状態について適宜確認し、不具合等が発見された時には速やかに修理を促

し、予想される被害を未然に防止します。 

９３ 防災・防犯設備の整備  △ 〇   〇 国・県・町費 〇 〇 〇 

国の「国宝・重要文化財（建造物）等の防火対策ガイドライン」（令和２年１２月改定）及び「国宝・重要

文化財（美術工芸品）を保管する博物館等の防火対策ガイドライン」（令和元年９月策定）に基づき、自

動火災報知設備、貯水槽、防火壁等の設置を促進するとともに、適切な保守点検を行い設備の長寿命

化を図ります。 

２ 文化財所有者・保存団体との連携強化

（再掲） 
  〇   〇 町費 〇 〇 〇 

文化財所有者や保存団体との連絡会議や話し合いの場を持ち、文化財の保存や活用の状況、防災体

制等について意見交換を行い連携体制を強化します。 

９４ 消防関係機関等との連絡・協力体制の

確立 
 △ 〇 〇  〇 町費 〇 〇 〇 

消防署や消防団等の消防関係機関との連絡・協力体制の確立を推進します。 

９５ 防火訓練の実施 〇 〇 〇 〇  〇 町費 〇 〇 〇 

既存の消火設備を用いた訓練を定期的に実施します。 

２９ 町民の防災意識向上の取組み（再掲） 〇 △ △ 〇 △ 〇 町費 〇 〇 〇 

災害の歴史を学ぶ講座や企画展、防災教室等の実施によって町民の防災意識向上をはかります。 

１１ 

 

町独自の文化財保護指導員による指導

（再掲） 
  〇  〇 〇 町費  〇 〇 

町独自の文化財保護指導員を設置し、定期的に文化財の所在確認や指導等を行うことで、より適切な

文化財の保存と継承を促進します。 
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（２）－２ 災害発生時に文化財を守るための措置 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
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学
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政 

前
期 
中
期 

後
期 

９６ 防災体制の構築 〇 〇 〇 〇  〇 町費 〇 〇 〇 

町、所有者、消防関係機関等が連絡・協力体制を持ち、定期的に修正、更新がないかを管理すること

で、災害発生時に速やかに対応できるようにします。 

７５ 町内団体との連携（再掲）  〇  〇  〇 町費 〇 〇 〇 

防災の会や自治会とも連携を行い過去の災害の記録を共有することで、災害時の文化財の避難等に

対応できる体制を形成します。 

９７ 広域連携体制の構築  △ 〇 〇  〇 町費 〇 〇 〇 

国や県と連携をとり、災害発生時に文化財レスキューを速やかに利用できるような体制をとるほか、県の

博物館協会や広域の資料ネットワーク等により、災害が発生した場合、相互協力により文化財を災害か

ら守ることができる体制を構築します。 

 

（２）－３ 犯罪から文化財を守るための措置 

措置 

取組主体 

財源 

取組年度 

町
民 

自
治
会 

所
有
者 

関
係
機
関 

学
識
者
等 

行
政 

前
期 
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９８ 防犯体制の構築 〇 〇 〇 〇  〇 町費 〇 〇 〇 

町内の文化財の魅力を伝え、興味・関心・愛着を持つ人を増やすことで、文化財に盗難や紛失があった

際に町民からの通報・連絡が来るよう、意識の醸成を図ります。 

９９ 定期的な見回りの実施  〇 △ 〇  〇 町費 〇 〇 〇 

関連団体等と連携し、日頃から文化財やその周辺の状況を確認し、文化財に盗難や破損等がないか、

定期的な見回りを実施します。 

１００ 防犯カメラ設置の推進  〇 △ 〇  〇 町費 〇 〇 〇 

蟹江町本庁舎や資料館等公共施設への防犯カメラを設置するとともに、町内の適切な場所への防犯カ

メラの設置を支援し、町内の治安を改善させるとともに、文化財の盗難、破損の防止を図ります。 
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３．防災・防犯の推進体制 
 

防災については、平時から防災訓練を行うとともに、消防や庁内担当課、文化財の所有者、地域団体、文化財

関連団体、他市町や外部団体と連携体制を構築し、非常時に迅速に対応できるよう備えます。また、文化財保護

の補助金申請団体については、実施した防犯対策の報告を求める等意識の啓発も行います。 

非常時には、国や県には速やかに状況を報告し、指示・支援を受けながら、防災協定を締結している近隣の自

治体や東海資料ネットワーク等の外部の企業・団体と連携して対応します。 

防犯については、平時から警察、文化財の所有者、地域団体、文化財関連団体と連携しながら文化財に異変

がないかを点検・見守りを行います。また、盗難・破損等が見受けられたら迅速に連絡がとれるよう連携体制を

整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

〇文化財防災センター 

国 

 

 

〇生涯学習課 

蟹江町歴史民俗 

資料館 

〇安心安全課 

〇消防 

蟹江町 

 

 

〇蟹江町観光協会 

〇蟹江町観光交流センタ―

「祭人」管理者 

〇かにえガイドボランティア

夢案内人      等 

文化財関連機関・団体 

 

〇津島市〇愛西市〇弥富市 

〇あま市〇大治町〇飛島村 

近隣自治体 

 
 

〇県民文化局文化部 

文化芸術課文化財室 

愛知県 

 

 
〇個人 

〇団体 

文化財 
所有者 

 

 
 
〇愛知県博物館協会 
〇東海歴史資料保全ネットワーク 
〇災害時協力提企業 
（ライフライン、医療、災害時資材提供、防災
速報、緊急避難所提供等） 

外部団体 

〇消防団 
〇各地区の自治会 
〇かにえ防災減災の会 

地域団体 
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守
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警察 

点検・非常時対応 

非常時支援・協力 
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第１１章 文化財の保存・活用の推進体制 
 

蟹江町においての文化財の保存・活用の推進体制は次のとおりです。 
 

①文化財行政の体制 

当町では、教育委員会生涯学習課の中で、各部門に分かれ、それぞれ広範囲で役割を果たし、文化財行政に

あたっています。 

 

【蟹江町内】 

[行政機構図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

蟹江町長 副町長 ○政策推進室（政策推進課/ふるさと振興課） 

○総務部（総務課/安心安全課/税務課） 

○民生部（住民課/保険医療課/介護支援課/子ども課/環境課・健康

推進課） 

○産業建設部（土木農政課/まちづくり推進課） 

○上下水道部（下水道課） 

公営企業管理者 ○上下水道部（水道課） 

消防管理者 消防長 ○消防本部（総務課/予防課） 

○消防署（消防課/消防第一課/消防第二課/消防第三課） 

教育委員会 教育長 ○事務局（教育部） 

    教育課 

    給食センター 

    生涯学習課 

     

 

 

 

 

 

図書課 

庶務係 生涯学習係 

歴史民俗係 文化財保護係 

生涯スポーツ係 女性対策係 

施設係 

蟹江中央公民館 蟹江中央公民館分館 

体育館 体育館分館 

歴史民俗資料館 希望の丘広場 

生涯学習課 

会計管理者 ○会計管理室課 

議会 ○議会事務局 
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【蟹江町外】 

 

 

 

 

 

 

■生涯学習課（文化財に係る業務を抜粋） 

係名 内容 

歴史民俗係 歴史民俗資料館運営、収集・保管、展示、調査・研究、情報提供、教育普及 

文化財保護係 文化財保護審議会、文化財に係る各種事業 

現在、生涯学習課には、学芸員３名が配置され、執務を行っています。 

 

②文化財保護審議会 

文化財の保護及び活用に関する重要事項について調査し、これらの事項に関して教育委員会に建議していま

す。 

 

③各取組みでの役割 

取組主体 文化財の保存・活用の取組みに関する具体的な対象と役割の内容 

町民 
・各自が蟹江町の歴史文化を支える担い手として、地域の歴史文化に関心を持つこと 

・文化財の保存や活用を推進する活動への積極的な参画 

自治会 ・祭りをはじめとした地域行事の運営や各地区の文化財を保存・活用する取組み 

所有者 
【文化財所有者・保存団体】 

・文化財保護法等に基づく文化財の保存・活用 

関係機関 

【蟹江町観光協会】 

・観光事業の企画、推進。蟹江町の観光についての宣伝や地域交流の推進等 

【蟹江町観光交流センター祭人】 

・須成祭についての紹介、観光案内、観光企画・宣伝、地域交流等 

【蟹江町ボランティアガイド夢案内人】 

・蟹江町内の観光ガイドの実施、蟹江町の歴史文化の普及等 

【蟹江町商工会】 

・観光促進事業の企画・実施、町内名産品の開発、町内事業者の支援等 

【蟹江町文化協会】 

・郷土芸能・伝統文化を含めた蟹江町の文化振興の推進・支援 

【蟹江町婦人会】 

・地域の文化や防災に関する事業推進やボランティアでの支援 

○県民文化局文化部文化芸術課文化財室 

国 

愛知県 

○文化庁 

外部団体等 
○全国山・鉾・屋台保存連合会  

○あいち山車まつり日本一協議会 

○愛知県博物館協会 

○東海歴史資料保全ネットワーク  ○災害時協力提企業 

近隣自治体 ○津島市○愛西市○弥富市○あま市○大治町○飛島村〇名古屋市 
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取組主体 文化財の保存・活用の取組みに関する具体的な対象と役割の内容 

【かにえ防災・減災の会】 

・地域の災害や防災に関する情報の普及活動や災害時の協力・支援等 

【警察署】 

・防犯に関する取組み、危機管理 

学識者等 
【文化財保護審議会】【その他学識者】 

・蟹江町の文化財の保護及び活用に関する専門家としての助言や指導 

行政 

【総務課】 

・庁内の体制の整備 

【政策推進課】 

・蟹江町の基本施策の企画、調査及び総合調整、広報活動等 

【ふるさと振興課】 

・蟹江町の観光産業事業の推進及び PR、歴史文化を活かした交流の推進等 

【土木農政課】 

・蟹江町の道路、河川、橋梁等の整備、蟹江川かわまちづくり計画の推進 

【まちづくり推進課】 

・蟹江町の歴史文化を活かした都市計画、公園等の整備、緑化等の事業推進 

【安心安全課】 

・危機管理の総合調整や町内の防災・減災対策、防犯対策、非常時の災害対策本部等 

【消防本部】 

・蟹江町内の文化財の防災対策、消防訓練の実施、非常時における対応等 

【教育委員会教育課】 

・学校教育現場での文化財の保存・活用推進 

【図書館】 

・図書館事業の推進、郷土の歴史文化や文化人等に関わる図書の提供、朗読会実施等 

【教育委員会生涯学習課】 

・各種講座等の事業の実施、文化財保存・活用事業の推進、歴史民俗資料館の運営・管理 
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